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第１ 原告らの慰謝料算定について 

   前記説示のとおり，原告らの慰謝料算定に当たっては，①本件アレルギーに

罹患していた期間，②現に生じた本件アレルギーの症状の重篤性，③その他本

件アレルギーによる精神的身体的苦痛を考慮して算定する。そして，①の期間

においては，本件アレルギーによる小麦摂取等の制限が本件石鹸の使用中止後5 

６５か月（５年５か月）継続したものと推定してこれを基準とし，６５か月以

内に治癒したことが証拠上認められる原告及び６５か月を超えて本件アレルギ

ー発症の危険が証拠上認められる原告については，それぞれの期間を基準とす

る。②の重篤性においては，アナフィラキシーショック，意識喪失，重度の蕁

麻疹及び嘔吐の有無を考慮する。なお，既払金は，原告らの指定に基づき，元10 

本から充当する。 

第２ 原告Ａの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ａの症状経過等 

ア 原告Ａは，平成１８年９月本件石鹸の使用を開始し，同年１０月以降平15 

成２３年２月までの間，本件石鹸を毎朝晩の洗顔に使用した。平成２４年

１月１９日京都府立医科大学付属病院（以下「京都府立医大病院」という。）

で本件アレルギーの確定診断を受けた。 

イ 原告Ａは，平成２１年夏ころから，洗顔後に目や口の周りが赤くなって

腫れ，かゆくなる，ひりひりするといったことがときどき起こるようにな20 

ったが，当該症状は汗やメイクがきちんと落ちていないからであると考え，

本件石鹸による洗顔を継続した。平成２２年夏ころには，前記症状が連日

にように出始めたため，近医に通院し，ステロイド剤の処方を受けるなど

して治療を続けたが，症状は安定しなかった。同年１２月１０日，なぎ辻

病院を受診し，医師の指導に従って口紅の使用もやめ，飲み薬や塗り薬の25 

処方を受けたが，症状は改善しなかった。 
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     原告Ａは，同月２０日，東京観光中，昼食としてパスタを食べ，散策を

していたところ，しばらくして突然，白目が浮き上がるような感覚ととも

に，顔全体（特にまぶた）が腫れあがって目を開けていられないようにな

り，手足がしびれ，体中に蕁麻疹が現れた。同時に動悸がして呼吸が苦し

くなりその場でうずくまって動けなくなり，東京警察病院に救急搬送され5 

た。救急搬送後も前腕及び下腿に膨疹があり，眼瞼浮腫著明であったため，

抗アレルギー剤等の点滴を受けた。 

     また，原告Ａは，平成２３年２月１日，自宅で昼食としてパン２個を食

べた後自転車に乗って出かけたところ，１０分ほどして白目が浮き上がる

ような感覚に襲われ，自宅に戻ったところ，顔全体が腫れあがっていて目10 

を開けにくくなり，全身に蕁麻疹が現れ，呼吸が苦しくなり始めたほか，

腹痛があったため，救急に連絡し，搬送された。搬送先病院で，発赤腫脹

膨疹，じんましん，呼吸苦，腹痛といった全身症状からアナフィラキシー

ショックとの診断を受け，抗アレルギー剤等の点滴を受けた。夕方になる

と蕁麻疹も収まってきたが，顔の腫れはその後も１週間程度継続した。 15 

   ウ 原告Ａは，平成２３年２月１５日近医の医療法人社団恵仁会なぎ辻󠄀病院

（以下「なぎ辻󠄀病院」という。）を受診し，上記救急搬送等を同病院医師

に伝えたところ，同医師から本件アレルギーの可能性を指摘され，血液検

査を受け，本件石鹸の使用を中止し，小麦製品の摂取も控えるよう指示さ

れた。血液検査の結果は，小麦特異的ＩｇＥ抗体価が１８．２０であった。20 

その後，平成２４年１月１９日京都府立医大病院においてプリックテスト

を受けたところ，１５分後判定でグルパール１９Ｓ０．０１％が３＋，本

件石鹸が２＋（３０分後３＋）といずれも陽性であり，本件アレルギーと

の確定診断を受けた。また，平成２５年１０月２８日の同病院におけるプ

リックテストは，０．０１％グルパール１９Ｓと本件石鹸ともに２＋でい25 

ずれも陽性であった。 
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   エ 原告Ａは，平成２１年夏ころから前記アレルギー症状を発症し，平成２

４年１月にその原因が本件石鹸にあると判明するまでの間，顔面及び口周

囲に繰り返し発生する皮膚炎に苦しんだ。平成２３年２月に本件アレルギ

ーの指摘を受けた後は，パンやパスタをまったく口にできないようになり，

醤油に入っている小麦原料のために和食も食べられなくなった。 5 

     原告Ａは，平成２５年８月，小さじ１杯のカレーを口にしたところ，眼

の周囲の腫れ，のどの痒み，呼吸苦等といったアナフィラキシー症状を起

こした。以降現在に至るまで厳格な食事制限を続けている。 

     また，原告Ａは，本件アレルギー罹患後，結婚，妊娠，出産を経て，現

在は一児の母として生活しており，妊娠中は服薬ができず，出産後も乳児10 

を抱えての通院が難しいことから，現在も小麦製品を除去する生活を続け

ている。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ａの身体的精神的経済的損害を慰謝するに足り

る慰謝料相当額は，悠香からの既払金を控除しても７００万円を下らない。

また，原告Ａは，本件石鹸及びグルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟15 

提起のため弁護士への依頼を余儀なくされ，これによる損害は７０万円を

下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査 

     原告Ａについて，平成２３年２月１５日時点で１８．２あった小麦特異20 

的ＩｇＥ抗体価が同年１２月２７日には０．３４以下（陰性）となり，平

成２４年１月１９日のパン，小麦のプリックテストで陰性であったが，同

日のグルパール１９Ｓ０．０１％，本件石鹸のプリックテストではいずれ

も陽性であり，小麦の結果のみから回復傾向にあると判断することはでき

ない。実際，原告Ａ のとおり，その後に小麦によるアレルギ25 

ー症状を発症している。 
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   イ コムギ類の摂取 

     被告らは，原告Ａが小麦を摂取できる状態にあると主張するが，小麦を

摂取後運動しなかった結果症状が出なかったとしても，日常小麦が摂取で

きることにならない。原告Ａは３度のアナフィラキシー症状を経験し，今

なお小麦製品を避けている。 5 

   ウ 素因 

     原告Ａについて，コナヒョウダニ，ネコ皮膚，イヌ皮膚，スギ等の特異

的ＩｇＥ抗体価が陽性であるものの，これらの抗体反応は広くみられるも

ので素因減額の対象となる素因ではないし，本件石鹸を使用する以前は小

麦製品を摂取しても何ら症状が出なかったのであり，原告Ａが本件で訴え10 

各症

状は本件アレルギーによる。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ａの症状は，最も重篤と思われるものでも全身蕁麻疹，呼吸苦及び腹痛

であり，同症状は比較的速やかに消失・軽減し，救急搬送から約１時間で帰宅15 

することができる程度のものであって，アナフィラキシーショックないしこれ

に準ずるものとはいえない。 

   原告ＡのＩｇＥ抗体値について，平成２３年２月１日当時小麦は１８．２（ク

ラス４）であったが，同年１２月２７日当時小麦及びグルテンのいずれについ

ても陰性化し，平成２５年１０月には小麦・パンのプリックテストで陰性であ20 

った。原告Ａは，遅くともこのころまでには小麦摂取可能な状態に至っていた。 

   原告Ａは，コナヒョウダニ（クラス５），ハウスダスト１（クラス４），スギ

（クラス４），ネコ皮屑（クラス３）の重篤なアトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ａの小麦特異的ＩｇＥ抗体値は，平成２３年２月１５日１８．２であっ25 

たところ，同年１２月２７日には０．３４以下となっており，回復傾向が明ら
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かである。そして，すでに同日から現在まで相当期間経過していることから，

さらに回復しているものと考えられる。少なくとも，平成２３年１２月２７日

ころ原告Ａは特段の支障なく小麦摂取可能な状態にあった。また，平成２４年

１月１９日のパン，小麦のプリックテストでは，陰性であり，回復傾向が明ら

かである。 5 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ａの通院日数は２日

（総通院日数でも８日）で，症状による入院はなく，積上方式によったとして

も，治療費，交通費，傷害慰謝料は低額にとどまる。 

原告Ａは，遅くとも平成２３年１月ころ小麦摂取後の運動を控えてさえいれ

ば，症状が出ることなく小麦製品を摂取できる状態にあり，最終通院日が平成10 

２５年１０月１８日であって，遅くとも同日までには小麦アレルギー発症に関

する心配がなくなっていた。また，特異的ＩｇＥ抗体価について，コナヒョウ

ダニ５２．９０，ハウスダスト１・２４．００，ネコ皮膚１０．１０，イヌ皮

膚０．３２，スギ２０．５０，カニ０．２６，牛肉０．３６，卵白０．１３等

であり，多数の抗体に強い反応を示しており，訴えている症状が本件アレルギ15 

ーによるものか不明である。 

 ４ 被告片山化学の主張 

  被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ａの症状経過等 20 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１の４の１，個１の４の２ほか後

掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ａの症状経過等に関し，以下の事実

が認められる。 

   ア 原告Ａの本件石鹸使用等 

原告Ａ（昭和６１年３月２０日生）は，平成１８年９月２３日本件石鹸25 

の購入を開始し，以降平成２２年６月９日までの間，およそ年に１回，１
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０個（６０ｇ）まとめ買いの方法により購入し続けた（甲個１の３の１）。

原告Ａは，本件石鹸を，毎朝晩の洗顔に使用していたが，平成２３年２月

ころ，なぎ辻󠄀病院医師から本件アレルギーの可能性を指摘され，本件石鹸

の使用を中止した（甲個１の２の５・７頁）。 

   イ 原告Ａの症状経過等 5 

原告Ａは，平成２１年末ころから顔面や口周囲に皮膚炎（皮疹）が繰り

返しできるようになった（甲個１の２の５・５頁）。近医である前川医院

を受診し，医師からステロイド外用薬の処方を受け，治療により一定の改

善がみられたが，その後も皮膚炎を繰り返し発症したため，平成２２年１

２月１０日，なぎ辻󠄀病院を受診した（甲個１の１の２，個１の２の５，個10 

１の２の６）。同病院では，医師から，口周囲の接触源の可能性を考えて，

化粧品，リップクリーム，口紅，シャンプー等をやめること，処方した漢

方を毎日服用し保湿をしっかりとすること，増悪期があれば接触源をチェ

ックすることを指導された（甲個１の２の５・５頁）。 

原告Ａは，同月２０日午後３時ころ，パスタを食べたあと帰宅途中に，15 

突然目が開けにくくなり，手足がしびれ，全身の発疹等を感じ，自宅へ帰

ったものの異変がなお継続していたため，救急要請し，東京警察病院に搬

送された（甲個１の２の１・２枚目）。救急隊が現場に到着したときの原

告Ａのバイタルサインは，意識レベル正常，血圧１３８／１０６，心拍９

０回／分，体温３６．８℃，呼吸２４回／分，ＳｐＯ２（経皮的酸素飽和20 

度）９８％であった（同）。また，受診時，原告Ａにつき，前腕及び下腿

に膨疹があり，眼瞼浮腫著明であったが，気道狭窄音及び喘鳴はなく，掻

痒感，呼吸苦症状もなかった（同）。同病院医師は，原告Ａに点滴をした

ところ，３０分後に全身の発疹が消えたため，アレロック及びセレスタミ

ン（抗ヒスタミン剤兼ステロイド剤）を処方して帰宅させた（同）。 25 

原告Ａは，平成２３年２月１日，自宅で昼食としてパン等を食べた後，
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顔面の浮腫，全身の掻痒，発赤が出たため，救急要請し，午後１時５０分

ころ洛和会音羽病院に搬送された（甲個１の２の２・４頁）。原告Ａは，

受診時，呼吸苦や腹痛があり，バイタルサインは，意識清明，血圧１６７

／８６，心拍１０３回／分，体温３７．０℃，呼吸１３回／分，ＳｐＯ２・

１００％であり，全身に発赤，腫脹，膨疹があったが，呼吸苦及び腹痛は5 

比較的速やかに消失し，皮疹も徐々に軽減していった。原告Ａは，抗ヒス

タミン薬やステロイドの処方を受け午後５時ころ帰宅した。 

原告Ａは，平成２３年２月１５日，なぎ辻󠄀病院を受診し，前記音羽病院

へ救急搬送された旨伝えたところ，なぎ辻󠄀病院医師は，本件石鹸による小

麦アレルギーを疑い，本件石鹸の使用中止及び小麦製品摂取制限を指示し，10 

血液検査をした（甲個１の２の５・７頁）。結果，小麦（クラス４），ハウ

スダスト，ダニ，スギについて陽性であった（同・１７，１８頁）。 

原告Ａは，その後，京都府立医大病院を受診し，平成２３年１２月２７

日に血液検査をしたところ，小麦及びω－５グリアジンについて陰性であ

り（甲個１の２の３・５４頁），平成２４年１月１９日に受けたプリック15 

テストでは，グルパール１９Ｓ０．０１％及び本件石鹸について陽性であ

ったが，パン及び小麦粉について陰性であった（同・１６頁）。 

原告Ａは，平成２５年８月７日午後９時ころ，カレーを一口食べたとこ

ろ，呼吸苦症状並びに目及び咽頭部のかゆみが出たため，音羽病院を受診

した（甲個１の２の４・４頁）。このとき，原告Ａのバイタルサインは，20 

意識清明，血圧１１９／７５，心拍１００回／分，呼吸数１６回／分，Ｓ

ｐＯ２・９９％であり，嘔吐や下痢はなかった（同）。原告Ａは，診察時，

軽度の喘鳴を聴取できる程度の呼吸苦があり，右眼球結膜が軽度充血して

いたが，眼瞼・咽頭の掻痒感は消失し，咽頭発赤腫大はなかった（同）。

抗ヒスタミンの投与を受けたところ，前記症状が改善した（同）。 25 

その後，原告Ａは，平成２５年１０月２８日及び平成２９年６月２７日
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京都府立医大でプリックテストを受けたところ，いずれの時点においても，

グルパール１９Ｓ０．０１％・本件石鹸について陽性であったが，小麦・

パンについて陰性であった（甲個１の１の４，乙イ個１の２の２・１８頁）。 

   ウ 原告Ａの既往歴等 

     原告Ａは，小児期に喘息の指摘を受けたことがあるほか，本件当時，ス5 

ギ花粉症，ネコアレルギーに罹患していた（甲個１の２の１，個１の２の

４・４頁）。 

   原告Ａの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２１年末ころから発症した顔面や口

周囲の皮疹等の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ａは，10 

遅くとも平成２１年末ころから本件アレルギーを発症した。原告Ａについて，

同月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８年７月

ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，

また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠も

ない。原告Ａは，平成２５年１０月時点で，小麦及びパンのプリックテスト15 

で陰性であるが，平成２４年１月の時点でも同様にいずれも陰性であったに

もかかわらず，平成２５年８月に小麦アレルギー症状を発症したことに照ら

し，平成２５年１０月のプリックテストの結果をもって，本件アレルギーが

治癒寛解に至ったということはできない。原告Ａは，平成２１年末から平成

２８年７月までの間の６年７か月，本件アレルギーに罹患しており，本件ア20 

レルギーにより，全身の腫脹，膨疹等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ａの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 ２００万円 

   既払金控除 １５９万円 

   弁護士費用 ４万１０００円 25 

   合計 ４５万１０００円 
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    よって，原告Ａの請求は，被告フェニックスに対し，４５万１０００円及

びこれに対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第３ 原告Ｂの損害 

 １ 原告の主張 5 

   原告Ｂの症状経過等 

ア 原告Ｂは，平成１９年１月ころから本件石鹸を毎朝晩の洗顔に使用し，

平成２０年ころから夜身体にも使用したが，平成２３年６月，インターネ

ットで本件石鹸によるアレルギー発症を知り，以降使用を中止した。平成

２３年７月１４日，京都府立医大病院で本件アレルギーの確定診断を受け10 

た。 

イ 原告Ｂは，平成２０年８月ころから，入浴後に両目の掻痒，鼻水，顔面・

両手の紅斑，掻痒が起こり，次第に日中まで痒みが続くようになった。平

成２１年１月ころから，軽く掻いたり軽くものに当たったりするだけで皮

膚が赤く，ミミズ腫れのようになり，食後に吐き気をしばしば感じるよう15 

になった。 

     原告Ｂは，平成２２年７月１８日，夕方にトマトそば（小麦を含むもの）

を食べ，午後７時ころに運動を始めたところ，運動を始めて２０分後くら

いで気分が悪くなり，口や目の周り，手が赤く腫れ，立っていられなくな

った。三，四回ほど嘔吐し，次第に目の前が真っ暗になった。救急車を呼20 

ぼうとしたが，手がグローブのように腫れ，目も見えず，体中の感覚がほ

とんどなくなり，意識がもうろうとして，助けを呼ぶこともできず，ベッ

ドで休み，数時間後に気が付いたときは，体中がだるく，顔や手足がひど

く腫れあがっていた。翌日も体中がむくみ倦怠感があり，ほとんど動くこ

とができず，顔や手の腫れがおさまったのは同月２０日であった。原告Ｂ25 

は，同日京都市立病院を受診したところ，運動誘発性食物アナフィラキシ
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ーの疑いと診断され，検査の結果同年８月３日小麦アレルギーの陽性反応

が確認された。 

原告Ｂは，その後も同年１０月１７日に顔，手が腫れ，痒み，吐き気が

生じ，同月２８日にはパン等を食べて唇の周りが腫れ，手に痒みが生じ，

同年１１月８日にはお菓子を食べて唇が腫れ，同月１４日には太腿からふ5 

くらはぎにかけて蕁麻疹様の発疹が出た。平成２３年６月の本件石鹸使用

中止後，入浴のたびに生じた多量の鼻水，尋常でない痒み等は止まった。 

   ウ 原告Ｂは，平成２３年６月２２日京都府立医大病院を受診し，血液検査

を受け，その後同年７月１３日入院してプリックテストを受けたところ，

本件石鹸，加水分解コムギで強陽性であり，同月１４日本件アレルギーの10 

確定診断を受けた。同月１４日の退院時，医師から，本件石鹸を使用せず，

できるだけ小麦を摂取しない，食後の運動は避ける，食物表示をよく注意

することと指示された。しかし，その後も小麦製品を食べて，手足が腫れ

たり，蕁麻疹ができたり，気分が悪くなったりすることがあった。 

投薬については，かかりつけ医である岩橋クリニックから処方を受けて15 

いる。同クリニック通院当初，２か月に１回の通院の間に頓服のアレルギ

ー薬（ニポラジン等）を１０回以上飲んでおり，最近は２か月の間に数回

飲むか飲まないか程度であるが服用している。常用薬であるアレルギー薬

は現在も服用している。平成２４年１０月以降はアレルギー除去のためカ

イロプラクティックに通院している。 20 

   エ 原告Ｂの通院は９年間にわたり，岩橋クリニックに５９回，京都府立医

大病院に１７回，京都市立病院に７回，白石耳鼻科に１回，中島眼科クリ

ニックに６回の合計９０回である。カイロプラクティックの通院は現在ま

で５年にわたり，合計１１５回である。原告Ｂが支払った本件アレルギー

に係る治療費等は合計１６０万３１１０円に及ぶ。 25 

     原告Ｂは，平成２４年ころ以降基本的に小麦を食べないようになり，自
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宅では調味料の小麦を除去し，外食においても小麦を含まない醤油を持ち

歩いている。現在は，醤油やたれ等薄い味付けのものをごく少量であれば，

以前ほどのアレルギー症状が出ていないが，平成２９年７月に醤油が入っ

ている和風ドレッシングを通常の３分の１の量かけたサラダを食べたと

ころ，胃が痛くなり痒みが生じた。現在もパンやパスタ，カレーライス等5 

の小麦製品は少しも口にできない。 

     原告Ｂは，小麦製品を摂取できないことから，外食をするのも支障があ

り，職場においても，小麦製品摂取後痒みが出て気分が悪くなるなどして

仕事に影響が生じたほか，通院のため休まざるを得ず，通勤手段も自転車

から電車に変更を余儀なくされた。 10 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｂの身体的精神的経済的損害を慰謝するに足り

る慰謝料相当額は，悠香からの既払金を控除しても７００万円を下らない。

また，原告Ｂは，本件石鹸及びグルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟

提起のため弁護士への依頼を余儀なくされ，これによる損害は７０万円を

下らない。 15 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査 

     原告Ｂの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２３年６月２２日から平成２

４年９月１０日にかけて陰性化の方向にあるが，平成２４年１２月１０日

のプリックテストでは，小麦は陽性であり，前回（平成２３年７月１５日）20 

のプリックテストの結果よりも反応が強くなっている。血液検査が陰性化

傾向にあることをもって，小麦摂取可能であるとはいえない。 

   イ 食物経口負荷試験 

     被告らは，平成２２年１２月８日の食物経口負荷試験で症状が出ていな

いことを指摘するが，同月１０日の同試験では，運動直後に頸部に掻痒が25 

あり，１５分後には頸部に膨疹・掻痒感があった上，平成２３年１月６日
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京都市立病院からエピペンを処方されたから，同日以降においても本件ア

レルギーによるアナフィラキシーショックの可能性があった。 

   ウ 既往症による影響 

原告Ｂのアトピー性皮膚炎は，平成２３年６月１５日には治癒しかかっ

ていたほか，ラテックス及び研磨剤に対して示したアレルギー反応は，平5 

成２３年６月１６日の歯科治療の際に生じたもので，本件アレルギーの症

状と混同するようなものではない。原告Ｂは，本件アレルギーに罹患する

まで，小麦も含めて食物アレルギーを有していなかったし，イネ科花粉症

ではない。また，原告Ｂの症状は，口腔アレルギー症候群（ＯＡＳ）によ

るものではない。 10 

   エ 過失相殺 

     原告Ｂは，目や鼻等に異常を認識した後も本件石鹸を使用しているが，

これは，悠香が，本件石鹸のお茶の美容効果や有名女優を登用したテレビ

広告を見て，本件石鹸に安心感を持ち，信頼していたからであって，普段

使用する石鹸にアレルギーに罹患するような成分が含まれているとは考15 

えつかなかったからである。当該事情は過失相殺を基礎づける事情ではな

い。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   アナフィラキシーショックとは，アレルゲンの侵入により複数臓器に全身性

のアレルギー症状が惹起されるとともに，これに血圧低下や意識障害を伴う場20 

合をいうところ，原告Ｂの本件アレルギーによる症状は，重いものでも血圧低

下や意識障害を伴うものではなく，アナフィラキシーショックとはいえない。

原告Ｂは，エピペンの処方を受けておらず，アナフィラキシーショックを想定

した投薬をされていない。 

   原告ＢのＩｇＥ抗体値について，平成２３年６月２２日当時小麦はクラス２，25 

グルテンはクラス２であったが，平成２４年９月１０日当時コムギはクラス１，
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グルテンは陰性化した。 

   原告Ｂは，平成２２年１２月，京都府立医大病院において，アスピリン及び

運動負荷下での経口小麦負荷試験を実施したが，症状は誘発されなかったほか，

平成２３年７月２６日時点では小麦製品を摂取してもアレルギーは起こってい

なかった。 5 

   原告Ｂは，本件石鹸使用当時から，キウイやトマトで口腔アレルギー症候群

（ＯＡＳ）を発症する状態にあり，これが重篤な場合には呼吸苦や下痢等に発

展し，さらに重い場合には意識低下等のアナフィラキシー症状に発展すること

がある。したがって，原告Ｂに下痢等のアナフィラキシー症状があったとして

も，ＯＡＳの相当程度の寄与があったと考えられる。原告Ｂの主張する症状が10 

本件アレルギーによる症状であるのか相当に疑問がある。また，原告Ｂは，ラ

テックス（クラス３），アトピー性皮膚炎，花粉症等のアトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｂの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２４年１月２３日，０．６２と擬

陽性になっており，同年９月１０日には０．３５と陰性（０．３５未満）に近15 

い数値になっており，回復傾向が明らかであるが，同日の最終検査から現時点

まで相当期間経過しており，かなり以前の時点で陰性化していたと考えられる。

平成２２年１２月８日の食物経口負荷試験では，食パン１枚＋踏み台昇降１５

分間で症状が出ておらず，少なくとも同日ころ原告Ｂは小麦摂取可能な状態に

あった。 20 

   原告Ｂは，小麦以外にも，豚肉，ぶどう，ワイン，リンゴを食べると調子が

悪いことがあり，本件アレルギーと関連性がある通院日数は不明である。 

   また，原告Ｂは，ラテックスに強い反応を示している上，本件石鹸使用前で

ある平成１８年１月１７日にはアトピー性皮膚炎の治療をしており，花粉症の

既往もあるほか，前記のとおり豚肉等を食べると調子が悪いときがあるなど，25 

多数の既往があり，訴えている症状が本件アレルギーによるものか不明である。 
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   さらに，イネ科花粉症から合併して小麦に対するＦＤＥＩＡを発症する者も

いるところ（乙イＢ２７），原告Ｂは花粉症を発症する時期が春から初夏にかけ

てであるため，イネ科花粉症の疑いがあり，これによって小麦に対するアレル

ギーを発症した可能性がある。 

   原告Ｂは，平成２０年ころから本件石鹸の使用を開始し，同年８月ころには5 

その使用中・後に両目の掻痒，鼻水，顔面・両手の紅斑や掻痒がみられるよう

になったにもかかわらず，本件石鹸の注意表示に従うことなく，本件石鹸を使

用し続けた。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 10 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｂの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個４の４の１，個４の４の２ほか後

掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｂの症状経過等に関し，以下の事実

が認められる。 15 

   ア 原告Ｂの本件石鹸使用等 

     原告Ｂ（昭和５２年２月２５日生）は，平成１９年１月ころ，本件石鹸

のまとめ買いをした母親から本件石鹸を分けてもらい，また同年６月には

自分で購入するなどし，平成１９年１月ころから平成２３年６月ころまで

の間，本件石鹸を，洗顔や体を洗うのに使用した（甲個４の３の１）。 20 

   イ 原告Ｂの症状経過等 

     原告Ｂは，平成２２年７月１８日昼過ぎころにトマトそば等を食べ，午

後７時からＤＶＤを利用したエクササイズをしていたところ，眼瞼周囲や

手が腫れ，悪寒が生じ，嘔吐した。２時間程度臥位で安静にしていたとこ

ろ，症状が改善した。このとき，腹痛，下痢はなかった。原告Ｂは，同月25 

２０日京都市立病院を受診した（乙イ個４の２の２の１・４１枚目）。受
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診時もなお眼瞼に軽度浮腫様があったが，四肢の浮腫等は治まっていた

（同・４２枚目）。同病院医師は，運動誘発性食物アナフィラキシーを疑

い，原告Ｂの血液検査をしたところ，小麦について陽性であった（同・４

３枚目）。その後も，原告Ｂは，小麦製品やトマト等を摂取することがあ

り，唇が腫れるなどの症状が出た（甲個４の２の１・６７，６８頁，乙イ5 

個４の２の２の１・１５枚目）。 

     原告Ｂは，同年１２月７日，食物負荷試験，運動負荷試験，アスピリン

負荷試験及びプリックテストを受けるため，京都市立病院に入院した（乙

イ個４の２の２の１・４７枚目）。ライスヌードルやそばを食べたが異常

はなく（同・５１枚目），同月８日に受けた運動負荷試験及びアスピリン10 

負荷試験では，皮疹や掻痒感は出なかった（同・５２，５３枚目）。しか

し，同月９日の運動負荷試験では，アスピリン５００ｍｇ内服後パン１枚

を摂食し，運動したところ，運動直後，頚部に軽度掻痒感が生じ，その１

５分後，頸部に膨疹・掻痒感が生じた（同・５４枚目）。なお，このとき，

バイタルサインに異常はなかった（同）。 15 

     原告Ｂは，京都府立医大病院において，平成２３年６月２２日，血液検

査を受けたところ，小麦（クラス２），グルテン（クラス２），ラテックス

（クラス４）で陽性であったが，キウイ，トマト，スギで陰性であり（甲

個４の２の１・３０，１１２頁），同年７月１４日に受けたラテックス，

キウイ，トマト及びトマトジュースのプリックテスト並びに研磨剤のスク20 

ラッチテストでいずれも陽性，同月１５日に受けた加水分解コムギ，本件

石鹸，小麦，パンでいずれも陽性（加水分解コムギ及び本件石鹸で強陽性）

であった（甲個４の２の１・４，２９，３０，３３ないし３５頁）。また，

原告Ｂは，同病院で受けた血液検査では，平成２４年１月２３日時点で，

小麦についてクラス１（０．６２），グルテンについてクラス２（１．２25 

３），同年９月１０日時点で，小麦についてクラス１（０．３５），グルテ
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ンについて陰性であり（甲個４の２の１・５４ないし５６，１１４，１１

６頁），同年１２月１０日に受けたプリックテストでは，小麦粉，ブドウ，

ワイン，ウォッカ，トマト，ラテックス，加水分解コムギ等で陽性であっ

た（同・６０頁）。 

ウ 原告Ｂの既往歴等 5 

   原告Ｂは，本件当時，既往歴として，アトピー性皮膚炎，花粉症等を有

していた（甲個４の２の１・２６頁）。 

エ 原告Ｂの主張について 

   原告Ｂは，平成２０年ころすでに痒みが生じていた旨主張するが，当時

原告Ｂが花粉症やアトピー性皮膚炎を有していたことに照らせば，同症状10 

が本件アレルギーによるものと認めることはできない。また，平成２２年

７月２０日の症状について，数時間意識を失った旨主張するが，同事実を

認めるに足りる的確な証拠はない。 

 オ 被告フェニックスの主張について 

   被告フェニックスは，平成２２年１２月８日時点で，原告Ｂは小麦摂取15 

しても症状が出ない状態に回復していた旨主張するが，その翌日のアスピ

リン内服後の運動負荷試験で頸部膨疹等の症状が出たこと，平成２３年７

月のプリックテストで小麦及びパンについていずれも陽性であったことに

鑑みれば，平成２２年１２月時点ないしその後に，小麦摂取しても症状が

出ないまでに回復したということを認めることはできない。また，発症時20 

期等によれば，本件石鹸の使用により本件アレルギーを発症したと認めら

れる。 

   原告Ｂの損害及び損害額 

    症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年７月に生じた眼瞼や手の腫脹，

嘔吐等の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｂは，遅く25 

とも平成２２年７月ころから本件アレルギーを発症した。ただし，当時の嘔



17 

 

吐について，その後，トマト等のプリックテストにおいて陽性反応を示して

いるところからみれば，本件アレルギーとトマト等へのアレルギーが複合し

て生じたものと認めるのが相当である。原告Ｂについて，平成２２年７月以

降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８年１１月ころ

までに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，また，5 

同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠もない。

原告Ｂは，平成２２年７月から平成２８年１１月までの間の６年５か月，本

件アレルギーに罹患しており，本件アレルギー等により，嘔吐等の症状を発

症した。 

   以上の事情を勘案し，原告Ｂの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 10 

   慰謝料 １８５万円 

   既払金控除 １６５万円 

   弁護士費用 ２万円 

   合計 ２２万円 

よって，原告Ｂの請求は，被告フェニックスに対し，２２万円及びこれに15 

対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由がある。 

第４ 原告Ｃの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｃの症状経過等 20 

   ア 原告Ｃは，平成２１年２月から平成２２年末ころまでの間，本件石鹸を

毎朝晩の洗顔に使用した。 

   イ 原告Ｃは，平成２２年４月３０日，本件石鹸で洗顔し，朝食のパンを食

べた後，午後７時半ころ自宅から５００ｍ程離れた場所に長男を徒歩で送

り届け帰宅直後，全身に蕁麻疹が出たため，車を運転して公立南丹病院（以25 

下「南丹病院」という。）を受診した。受診中，血液検査結果を待ってい
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る間に，心臓がどきどきし，急にめまい，吐き気がして，待合所の椅子に

倒れこみ，意識がほとんどなくなった。血圧は９６／５６に低下し，点滴

を受け，しばらく安静にしなければならなかった。 

     原告Ｃは，同年７月６日昼食に菓子パンを食べ仕事に戻ったとき，目頭

が熱く，目が痛くかゆくなり，全身に蕁麻疹が起こり，目の周りが腫れた。5 

原告Ｃは，早退して自動車で帰宅したが，息苦しく立ち上がれなくなり，

めまいや吐き気が生じ，意識が薄れ倒れて動けなくなり，連絡を受けた夫

に南丹病院に連れて行ってもらった。そのとき，原告Ｃは，ショック症状

に伴う急性蕁麻疹を発症し，全身に拡散浮腫を伴うミミズ腫れがあり，血

圧低下（７７／３６）があり，吐き気，不快感等の症状があった。目の周10 

りの腫れは１０日間ほど継続し，仕事も休まざるを得なかった。 

     原告Ｃは，同月下旬ころ，朝食後自宅の掃除や洗濯等家事をした後，体

中に蕁麻疹を発症した。同年９月２４日にも，職場で昼食の菓子パンを食

べたところ全身がかゆくなり，蕁麻疹が出現した。 

     原告Ｃは，南丹病院で，前記各症状がストレスによると言われるにとど15 

まっていたため，転医先を探し，平成２２年１０月２５日入浴後，全身に

蕁麻疹が出たこともあり，なら皮フ科クリニックを受診したところ，京都

府立医大病院を紹介された。同月３１日の昼食後，再度全身に蕁麻疹が出

たため，同病院を受診し，血液検査を受けたところ，ＦＤＥＩＡの可能性

が指摘された。同年１２月７日にプリックテストを受け，本件石鹸がアレ20 

ルギーの原因であることが判明したところ，医師から，小麦の摂取を控え

ること，小麦製品を摂取した場合その後の運動を避けること，吸収を押さ

える薬を食前に服用することを指示され，抗アレルギー薬を処方された。 

   ウ 原告Ｃは，その後小麦摂取を控えていたが，平成２３年２月４日昼休み

にシュークリームを食べてしまい，全身に蕁麻疹を発症した。原告Ｃは，25 

早退し，帰宅するため自動車の運転を始めたところ，吐き気がひどく，意
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識が遠のきそうになり，運転をやめ，夫に連絡し，南丹病院に連れて行っ

てもらった。同病院では，急性蕁麻疹，ショック症状に伴うミミズ腫れ，

血圧低下（９５／５０）が確認された。 

     原告Ｃは，同年４月５日に入院し，運動負荷試験を受けたところ，アレ

ルギー症状を発症し，医師から，小麦製品を避けること，摂取する場合は5 

就寝前か摂取後に一，二時間は体を動かさないことを指示された。 

   エ 原告Ｃは，小麦製品には触れないようにし，化粧品の成分にも気を付け，

加水分解コムギを含む化粧品は避けるようにしてきた。医師の指導もあり，

小麦製品摂取後運動しないことを条件に，平成２５年前後ころから少量ず

つ食材を選びながら食べるようにしているが，これによる精神的負担は大10 

きい。小麦は広範な食品に含まれており，注意していても誤って口にして

しまうことがあるから，抗アレルギー薬であるアレロックを常備し，服用

している。 

     原告Ｃは，本件アレルギーを発症し，顔が腫れるたび腫れがおさまるま

で少なくとも１週間仕事を休んだ。また，入通院日数は４０日に及び，そ15 

のたび仕事を休まざるを得ず，治療費は２０万円にも及ぶ。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｃの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｃは，本件石鹸及び

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は７０万円を下らない。 20 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査等 

     原告Ｃの平成２３年２月のパンのプリックテストは陰性であったが，加

水分解コムギは陽性であり，平成２２年１１月の血液検査では小麦特異的

ＩｇＥ抗体価は３．３０（クラス２）と陽性で，この時期における原告Ｃ25 

の小麦に対する反応は強かった。その後のプリックテストにおいても，平
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成２３年３月に麦茶陽性，同年４月にお茶陽性，平成２４年２月に本件石

鹸及びグルパール１９Ｓ陽性であり，アレルギー体質は継続していた。 

     平成２３年１２月の小麦特異的ＩｇＥ抗体価は０．４７（クラス１）で

あったが，同時期以降のプリックテストにおいては陽性であり，平成２４

年５月には小麦摂取後顔面及び手足がむくみ，平成２６年４月には疲れて5 

いるときに小麦を摂取すると蕁麻疹を発症する状態にあったのであり，ア

レルギー症状は継続していた。 

     原告Ｃは，一定程度小麦の摂取を開始しているが，医師から，小麦を摂

取した後はインタールを服用すること，少量のみ食べ食事後動かないよう

にすること，昼はクッキー程度にとどめることを指示され，食事制限及び10 

運動制限を伴う。 

   イ 既往症による影響 

     原告Ｃにスギやヒノキの花粉症の経験はない。平成２２年４月における

特異的ＩｇＥ抗体価は，スギ２．７１（クラス２）及びヒノキ１．２３（ク

ラス２）と数値自体は高くなく，平成２３年３月の検査においては，スギ15 

１．１７（クラス２），ヒノキ０．４９（クラス１）と低下している。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｃの本件アレルギーによる症状は，重いものでも意識障害を伴うもので

はなく，アナフィラキシーショックとはいえない。原告Ｃは，エピペンを処方

されておらず，アナフィラキシー症状を想定されていない。 20 

   原告ＣのＩｇＥ抗体値について，平成２２年１１月１日当時小麦はクラス２，

平成２３年３月１５日当時グルテンはクラス２であったが，平成２４年８月２

１日小麦及びグルテンのいずれについても陰性化し，平成２３年２月１日の小

麦プリックテストは陰性であった。 

   原告Ｃは，平成２２年１１月１６日までに自宅及び外食でうどん，パンを食25 

べたが異常はなく，平成２４年８月２１日時点でうどん，素麺，パスタ等最高
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一人前食べても反応はなく，週３回くらい少量摂取しているが摂取後仕事継続

しても発作はなく，平成２５年２月２６日には食べる頻度が増え，小麦摂取の

翌朝に顔が腫れていることがあるにすぎず，同年１２月１０日には小麦製品摂

取しても蕁麻疹が出なくなり，平成２６年１１月１７日には食事をしても皮疹

はなくなった。 5 

   また，原告Ｃは，スギ（クラス２），ヒノキ（クラス１）のアトピー素因を有

する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｃの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２３年１２月６日，０．４７と擬

陽性であり，少なくとも同日ころ小麦摂取可能な状態にあったと考えられ，平10 

成２４年８月２１日には陰性化しており，回復傾向が明らかである。また，平

成２３年２月１日のプリックテストでは，パンについて陰性である上，同年４

月５日の食物経口負荷試験では，食パン２枚＋踏み台上り下り１０分で，下眼

瞼のむくみ，耳の掻痒感あり，背部には明らかな膨疹が２つ，ＳｐＯ２（経皮

的酸素飽和度）の低下はなしとの結果であり，症状は軽微であった。 15 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｃの通院日数は１７

日で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，

傷害慰謝料は低額にとどまる。 

   原告Ｃは，平成２２年１１月１６日自宅・外食でうどん・パンを食べたが異

常はなく，平成２３年３月３１日それまでにパスタを一人前食べたが膨疹は出20 

ず，平成２４年８月２１日うどん・素麺・パスタ等最高一人前を食べても反応

はなく，以前より改善しており，平成２５年７月２日ころまでに小麦製品を食

べる頻度が増えており，夜はうどんやパスタ，ピザ等を一人前食べることがで

きるなど，当初から特段の支障なく継続して小麦摂取をすることができている。 

また，原告Ｃは，アレルゲンとして，スギ２．７１（クラス２），ヒノキ１．25 

２３（クラス２）に強い反応を示しており，眼の腫れ等訴えている症状が本件
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アレルギーによるものか不明である。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｃの症状経過等 5 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個５の４の１，個５の４の２，原告

Ｃ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｃの症状経過等に関し，

以下の事実が認められる。 

   ア 原告Ｃの本件石鹸使用 

     原告Ｃ（昭和５０年８月１０日生）は，平成２１年２月２１日本件石鹸10 

の購入を開始し，同月ころから平成２２年末頃までの間，およそ二か月に

１個程度，毎朝晩の洗顔に使用した（甲個５の３の１）。原告Ｃは，平成

２２年末ころ，京都府立医大病院医師から，本件石鹸によるアレルギーの

可能性を指摘され，本件石鹸の使用を中止した（甲個５の２の１・２８頁）。 

   イ 原告Ｃの症状経過等 15 

     原告Ｃは，平成２２年４月３０日，朝食にパン等を食べた後に息子を学

校に送り出したときに，気分が悪くなり，全身に蕁麻疹が生じたため，同

日午後１１時ころ，南丹病院を受診した（甲個５の２の２・２，３頁）。

受診時，意識は清明で，呼吸苦はなかったものの，だるさがあり，全身に

膨疹・掻痒があり，血圧が９６／５６まで低下していた。血液検査をした20 

ところ，スギ及びヒノキについてクラス２であったことが判明したものの，

当該症状の原因は分からなかった。 

     原告Ｃは，同年７月６日，昼食に菓子パンを食べ，お茶をティーパック

に詰める仕事をしていたところ，全身に蕁麻疹が生じたため，再び南丹病

院を受診した（甲個５の２の２・１０，１１頁）。受診時には，ショック25 

症状を伴う蕁麻疹が出現しており，血圧が７７／３６まで低下し，心拍５
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７回／分，体温３５．６℃であった。同病院医師は，高温多湿の職場環境，

人間関係等からのストレスが原因の可能性もあると考え，ストレスをでき

るだけ取り除くよう指導した（同・１３頁）。原告Ｃは，その後も，全身

に蕁麻疹が生じるなどしたため，なら皮フ科クリニックからの紹介を受け

て，京都府立医大病院を受診し，同年１１月１日に血液検査を，同年１２5 

月７日にプリックテストをしたところ，いずれも小麦について陽性であっ

た（甲個５の２の１・１５，１９，２４頁）。同病院医師は，本件石鹸に

よる小麦アレルギーを疑い，原告Ｃに対し，平成２３年１月４日本件石鹸

のプリックテストを，同年２月１日加水分解コムギのプリックテストをし

たところ，いずれも陽性反応を示したが，同日にしたパンのプリックテス10 

トでは陰性であった（同・２８，２９頁）。 

     原告Ｃは，その後も，平成２３年２月４日にシュークリームを食べた後，

ショック症状を伴う（血圧は９５／５０まで低下）みみず腫れを起こすな

どした（甲個５の２の２・１７頁）。 

     原告Ｃは，京都府立医大において，平成２３年３月１５日に麦茶のプリ15 

ックテストを（同・３２頁），同年４月５日は入院の上，食パン２枚によ

る運動負荷試験を受け（同・４３頁），いずれも陽性であった。なお，こ

の運動負荷試験では，膨疹が生じたものの，呼吸困難感や血圧低下は生じ

なかった（同・４３，４９頁）。血液検査については，平成２３年１２月

６日時点で，小麦について擬陽性（クラス１），グルテンについて陽性（ク20 

ラス２）であったが（同・６２頁），平成２４年８月２１日はいずれにつ

いても陰性化した（同・６７頁）。プリックテストについては，平成２４

年２月１４日時点で本件石鹸及びグルパール１９Ｓについて陽性であっ

たが，パン及び麦茶については陰性であり，小麦粉についても陽性と判断

できるものではなく（同・６２，６４頁），同年１０月２９日時点では，25 

本件石鹸及びグルパール１９Ｓのほかにパンについても陽性反応を示し
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（同・６８頁），平成２５年８月６日には，パンについて陰性となり（本

件石鹸，グルパール１９Ｓについては陽性。甲個５の２の３・２２頁），

平成２９年３月１６日に至って初めて，本件石鹸及びグルパール１９Ｓに

ついて陰性化した（同・４０，４１頁）。 

   ウ 被告らの主張について 5 

     被告らは，原告Ｃが，平成２２年１１月ころの時点で，小麦製品を食べ

ており，かつ食べても症状が出ていなかった旨主張する。確かに，原告Ｃ

の京都府立医大のカルテ（甲５の２の１・６４頁）には，外食でうどんや

パンを食べても症状が出なかったことが記載されているが，その後も，原

告Ｃは，前記運動負荷試験において症状が出ており，小麦摂取後にショッ10 

ク症状が出るなどしていたことが認められるのであって，同月ころ時点で，

原告Ｃが，小麦を摂取しても症状が出ない状態にまで回復していたという

ことはできない。 

     また，原告Ｃが訴える眼の腫れ等の症状について，スギや花粉の一般的

な症状とは異なり，本件アレルギーに典型的な症状であることに鑑みれば，15 

本件アレルギーによって生じたものと認められる。 

   原告Ｃの損害及び損害額 

症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年４月に発症した全身蕁麻疹等

や，平成２３年２月に発症したショック症状を伴うみみず腫れ等の症状は，

本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｃは，遅くとも平成２２年４20 

月ころから本件アレルギーを発症した。原告Ｃについて，平成２２年４月以

降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８年５月ころま

でに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，また，

同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠もない。

原告Ｃは，平成２４年２月時点で，小麦及びパンのプリックテストで陰性で25 

あり，同年８月には，小麦及びグルテンの血液検査で陰性であるが，その後，
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平成２４年１０月のパンのプリックテストで陽性反応を示したことに照らせ

ば，本件アレルギーが治癒寛解に至ったと認めるに足りない。原告Ｃは，平

成２２年４月から平成２８年５月までの間の６年２か月，本件アレルギーに

罹患しており，本件アレルギーにより，アナフィラキシーショック等の症状

を発症した。 5 

   以上を勘案し，原告Ｃの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 ２４０万円 

   既払金控除 １５０万円 

   弁護士費用 ９万円 

   合計 ９９万円 10 

    よって，原告Ｃの請求は，被告フェニックスに対し，９９万円及びこれに

対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由がある。 

第５ 原告Ｄの損害 

 １ 原告の主張 15 

   原告Ｄの症状経過等 

   ア 原告Ｄは，平成１９年７月から平成２３年８月までの間，本件石鹸を月

に１個弱程度使用してきたが，同月ころ，被害報道を知り，本件石鹸の使

用を中止した。同年１２月２０日京都府立医大病院で本件アレルギーの確

定診断を受けた。 20 

   イ 原告Ｄは，平成２１年ころ，本件石鹸で洗顔後，眼瞼の周囲を中心に顔

に発赤や膨疹が出るようになった。このときは，発赤や膨疹は自然消滅し

ていた。 

     原告Ｄは，平成２１年１２月１７日，昼食にたこ焼きを食べ，自転車で

子供の小学校へ行き，課外授業のために教室の掃除をしていると，突然，25 

寒気，気分不良，全身掻痒感を覚え，両前腕の発疹を認め，目の前が白く
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なり，呼吸苦を感じた。近くにいた友人らに連れられて，学校の保健室に

行った後，済生会京都府病院に救急搬送された。同病院では，ソル・メル

コート（副腎皮質ホルモン）の点滴を受けたところ，症状が改善し，蕁麻

疹が消失し，アナフィラキシーショックと診断され，アレロックを処方さ

れた。このとき，血圧も下が５０くらいまで低下していた。 5 

     また，原告Ｄは，平成２２年１月から２月ころ，パスタを食べた後の買

い物中に蕁麻疹が出現した。アレロックを飲むと，蕁麻疹は消失した。そ

の余に同年３月２４日までに１回蕁麻疹が出現している。 

     原告Ｄは，平成２２年５月７日医師から，蕁麻疹が出なくともアレロッ

クを服用するよう指示され，以降毎日一，二錠服用している。 10 

   ウ 原告Ｄは，本件石鹸の被害を報道で知り，平成２３年１２月１３日京都

府立医大病院で血液検査を受けたところ，小麦１２．８０（クラス３），

グルテン２７．７０（クラス４）の陽性反応が出た。同月１９日同病院で

検査入院してプリックテストを受けたところ，加水分解コムギと本件石鹸

で陽性反応が出た。同月２０日本件アレルギーの確定診断を受けた。 15 

     平成２３年１２月１３日当時，医師に「小麦制限はしていなく，摂取後

の運動もしているが特に症状なし」と説明したことはあるが，これはアレ

ロックを服用した上で重篤なアレルギー症状が出ていないことを説明し

たものである。その後も，小麦を摂取すると，小さい蕁麻疹のような少し

痛痒い気がする状態にある。アレロックを飲み忘れると発赤が出る状態は20 

現在も続いている。 

     原告Ｄは，平成２９年４月２６日時点の血液検査で，小麦０．７２（ク

ラス２），グルテン１．０９（クラス２）の陽性反応が出ており，本件ア

レルギーの症状は続いている。 

   エ 原告Ｄは，前記のショックになったときの恐怖から，現在もアレロック25 

を常用し，小麦製品の摂取及び運動を抑制している。平成２１年１２月よ
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り現在まで８年弱にわたり通院加療を続け，通院日数も３０日を超える。 

     また，原告Ｄは，平成２９年４月２６日，前記ウの血液検査の陽性反応

を受け，医師から引き続き小麦を多量に摂取することなく，少量でも摂取

した場合には４時間運動を避け，鎮痛剤を内服したときは小麦摂取を避け

るよう指導された。 5 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｄの精神的経済的損害は，悠香からの既払金を

控除しても８００万円を下らない。また，原告Ｄは，本件石鹸及びグルパ

ール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余儀なく

され，これによる損害は８０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 10 

    原告Ｄは，本件アレルギーに罹患するまで，小麦をはじめ食物アレルギー

を有していなかった。京都府立医大病院のカルテの「２０年前より小麦アレ

ルギー」との記載（甲個７の２の２・６２頁）は，２年前の誤記である。 

    原告Ｄは，アトピーや花粉症の既往歴を有していたが，アトピーの症状が

出たときに医師からアレロックを処方されたことはなかったし，悠香から郵15 

送された顧客の体験話にアトピーが良くなったなどと書かれていたことから，

これを信じて本件石鹸を使用したにすぎない。花粉症については，だいたい

１月末から４月末ころまでの期間が限定されており，年中内服薬を服用して

いたわけではない。 

 ２ 被告フェニックスの主張 20 

原告Ｄの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも呼吸困難を伴うも

のではなく，医療機関来院時は独歩可能で，意識レベルもクリアで，来院後約

１時間で症状が軽快したというものであり，極めて軽度である。原告Ｄは，エ

ピペンの処方を受けておらず，アナフィラキシー症状を想定されていない。 

原告ＤのＩｇＥ抗体値について，平成２３年１２月１３日当時小麦はクラス25 

３，グルテンはクラス４であったが，同検査からすでに５年を経過しており，
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現時点では陰性化している可能性が高い。 

   原告Ｄは，平成２３年１２月１９日当時，小麦制限をしておらず，摂取後の

運動をしても特に症状はなかったほか，普段の食事で小麦製品に関して気にせ

ず食べており，パン・麺類は食べても，ちょっと痛痒い気がするものの，ひど

い痒みはなかった。 5 

   原告Ｄは，本件石鹸使用当時，ヤケヒョウダニ（クラス３），ハウスダスト１

（クラス３），ハウスダスト２（クラス３），スギ（クラス５），ネコ皮屑（クラ

ス３），イヌ皮屑（クラス２），カモガヤ（クラス２），ブタクサ（クラス３），

ヨモギ（クラス４），ゴキブリ（クラス２），蛾（クラス３），ラテックス（クラ

ス２），カビ（クラス２），アトピー性皮膚炎，喘息アレルギー等の重度のアト10 

ピー素因を保有していたが，同素因による症状と本件アレルギーが示す諸症状

とは客観的には共通している。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｄは，平成２１年１２月１７日，本件アレルギーによる症状として，蕁

麻疹が出，血圧が５０まで下がった旨主張するが，これらは当時のカルテの記15 

載に反する。原告Ｄの本件アレルギー症状に関するその他のエピソードも，抗

アレルギー薬を服用すれば１時間程度で収まる蕁麻疹程度にすぎず，症状は軽

微である。 

   原告Ｄの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２３年１２月１３日，１２．８０

（クラス３）であったが，約５年後の平成２９年４月２６日には０．７８（ク20 

ラス２）へ激減している。原告Ｄの本件アレルギー回復傾向は明らかである。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｄの通院日数は２９

日で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，

傷害慰謝料は低額にとどまる。まして，原告Ｄは，以下のとおり，もともとア

レルギーが強く，本件アレルギーに基づく入院であることが明らかなのは平成25 

２１年１２月１７日の１回のみである。 
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   原告Ｄは，平成２３年１２月１３日ころ小麦制限をしておらず，摂取後の運

動もしているが特に症状が出なかったのであり，小麦製品を継続摂取できてい

た。 

   また，原告Ｄは，アレルゲンとしてヤケヒョウダニ４．８５（クラス３），ス

ギ９９．３０（クラス５）等多数の抗原に反応を示しており，アトピー性皮膚5 

炎の既往もあるなど，訴えている症状が本件アレルギーによるものか不明であ

る。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 10 

   原告Ｄの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個７の４の１，個７の４の２，原告

Ｄ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｄの症状経過等に関し，

以下の事実が認められる。 

   ア 原告Ｄの本件石鹸使用 15 

     原告Ｄ（昭和４２年９月２８日生）は，平成１９年７月１７日本件石鹸

の購入を開始し，以降半年に１回程度本件石鹸１０個をまとめ買いして友

人と分け合うなどして，同月ころから平成２３年８月ころまでの間，本件

石鹸を毎朝晩の洗顔に使用した（甲個７の３の１）。原告Ｄは，平成２３

年８月ころ，報道で本件アレルギーを知り，本件石鹸の使用を中止した（甲20 

個７の３の１）。 

   イ 原告Ｄの症状経過等 

     原告Ｄは，平成２１年１２月１７日，昼食にたこ焼きを食べ，５分ほど

自転車を漕いで小学校に行き，その和室において掃除機をかけていたとこ

ろ，全身に掻痒を伴う発赤・膨疹が生じた（甲個７の２の１・７枚目，個25 

７の２の２・１４頁ほか）ほか，倦怠感を覚え，目の前が白くなったため，
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友人に救急車の手配を依頼し，済生会京都府病院に救急搬送された。この

とき，原告Ｄに，意識消失，呼吸苦はなく，気道閉塞感，下痢や腹痛もな

かった（甲個７の２の１・７枚目）。原告Ｄは，同病院受診時，独歩可能

であり，血圧１２５／６１であり，気道における喘鳴音はなく，腕付近は

膨疹はないが発赤があった（同・７，８枚目）。原告Ｄは，その後も，小5 

麦製品を食べるなどし，蕁麻疹等が出るなどした（甲個７の２の１・１７

枚目）。 

     原告Ｄは，本件石鹸による被害報道に接したため，平成２３年１２月こ

ろ，同病院の紹介を受けて京都府立医大を受診し，同月１３日血液検査を

受けたところ，小麦についてクラス３（１２．８０），グルテンについて10 

クラス４（２７．７０），ω－５グリアジンについてクラス１（０．５８）

であった（甲個７の２の２・１５頁）。また，同月１９日同病院にてプリ

ックテストを受けたところ，加水分解コムギ及び本件石鹸について陽性反

応を示した（甲個７の２の２・６３ないし６７頁）。 

     また，原告Ｄは，平成２９年４月２６日京都府立医大において血液検査15 

を受けたところ，小麦についてクラス２（０．７８），グルテンについて

クラス２（１．０９）であった（甲個７の２の３）。 

   ウ 原告Ｄの既往歴等 

     原告Ｄは，本件当時，アトピー性皮膚炎の既往を有していた（甲個７の

２の１・２８枚目）。 20 

   エ 原告Ｄの主張について 

     原告Ｄは，平成２１年１２月１７日に意識消失及び呼吸苦があった旨主

張し，原告Ｄの陳述書（甲個７の４の１）はこれに沿う。しかし，当時の

カルテの記載（甲個７の２の１・７頁）は，当時の原告Ｄを診察し，原告

Ｄから聴取した事項を記載したものと認められるが，当該カルテには，意25 

識消失及び呼吸苦が無かったことが記載されている。原告Ｄの前記主張は，
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当該カルテの記載に反するもので採用できない。 

また，原告Ｄは，平成２９年４月時点で，小麦及びグルテンの血液検査

で陽性（いずれもクラス２）であり，医師からも小麦摂取制限等を指示さ

れたものであるが，前記認定のとおり，血液検査の結果は，アレルギー症

状発症の有無と必ずしも相関せず，その余に，同月時点においても小麦摂5 

取後アレルギー症状を発症することを示す客観的証拠はないから，原告Ｄ

につき，平成２９年１月以降も本件アレルギー発症の危険があると認める

ことはできない。 

   原告Ｄの損害及び損害額 

症状の内容及び経緯に照らせば，平成２１年１２月ころに発症した全身蕁10 

麻疹等の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｄは，遅く

とも平成２１年１２月ころから本件アレルギーを発症した。原告Ｄについて，

同月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２９年１月

ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，

また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠も15 

ない。原告Ｄは，平成２１年１２月から平成２９年１月までの間の７年２か

月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，全身の膨疹等

の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｄの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 ２００万円 20 

   既払金控除 １４４万円 

   弁護士費用 ５万６０００円 

   合計 ６１万６０００円 

    よって，原告Ｄの請求は，被告フェニックスに対し，６１万６０００円及

びこれに対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅25 

延損害金の支払を求める限度で理由がある。 
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第６ 原告Ｅの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｅの症状経過等 

   ア 原告Ｅは，平成１８年９月末から平成２３年６月までの間，本件石鹸を

毎朝晩の洗顔に使用した。平成２４年５月２９日，京都府立医大病院で本5 

件アレルギーと診断された。 

   イ 原告Ｅは，平成２３年６月まで，蕁麻疹を発症したことはなかった。入

浴後に顔の発赤，腫脹感があり，細かい発疹が出たことがあったが，１時

間程度で収まった。 

     原告Ｅは，同年６月１１日，朝食にパンを食べ，おおがかりな掃除をし，10 

ダイエットのため運動量の多い腹筋体操をしたところ，喉の奥に違和感を

覚え，のどが詰まる感じがし息苦しくなった。このとき，右目の上眼蓋が

腫れあがり，顔中が発赤し，顔，上体，右腕にかけて細かい湿しんが出た。

苦しくて横にならないと動けない状態であり，１時間ほど安静にした後，

右目の腫れがおさまったところで夫が経営する医院に行き，その後昼ころ15 

近くの大西皮膚科医院を受診した。同医院医師から本件アレルギーが疑わ

れる旨説明を受け，小麦を食べないこと，食べるのであれば２時間は絶対

に休むことを指示された。その後，原告Ｅは，小麦粉を使用する料理はす

べて米粉に換え，小麦をとらないようにし，前記腹筋体操のような体操を

一切やめた。同医師からアレグラを処方され，以降服薬してきており，エ20 

ピペンも処方され，外出時には持参していた。 

     同月２５日の血液検査では，小麦１．４４，グルテン２．４６の反応が

出ており，同年１０月１１日京都府立医大病院で受けたプリックテストで

は本件石鹸１％溶液，加水分解コムギ０．０１％液でいずれも３＋であっ

た。同月３１日から同年１１月２日まで入院して運動負荷試験を受け，昇25 

降試験では症状が発症しなかったが，これまで原告Ｅがダイエットのため
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にしていた運動は激しいものであり，医師からはそのような運動は避ける

ように指示された。 

   ウ 原告Ｅは，平成２４年２月１４日のプリックテストで，グルパール３＋，

本件石鹸２＋，小麦粉２＋であり，同年５月２９日に再度プリックテスト

を受けた際は，血液検査では数値が下がっているもののプリックテストで5 

は反応が出る状態で，同プリックテスト後，胸の重たさやのどの痛みが強

く，倦怠感を覚え，テストの場所が赤く腫れるなどしたため，以降プリッ

クテストを受けるのを止めた。同年９月１８日の血液検査では，小麦１＋，

グルテン２＋であった。 

     平成２５年ころから，アレグラの服用を続けながら小麦製品の摂取を試10 

み，歩行程度はしているが，以前のような運動量の多い体操はしていない。

同年５月２日，クッキーを作る際に小麦粉を使用したら，作る最中に右手

が赤く腫れ，かゆく，くしゃみが止まらなくなった。 

   エ 本件アレルギーの血液検査の結果の低減の速度はゆっくりである。原告

Ｅは，アレグラの投与を受け，様子を見ながら小麦製品をとることは制限15 

されていないが，なお医師から，食後２時間は運動をしないように指示さ

れている。アレグラの服用は運動する予定のないときにたまに忘れること

もあるが，現在も継続して服用している。 

     原告Ｅは，京都府立医大病院を定期的に受診し，検査を受けるなど，３

０回を超える通院や入院を余儀なくされ，そのたび仕事を休んでいる。そ20 

の医療費は１５万円余りに及ぶ。また，小麦製品を除去するために，米粉

を使用するが，米粉は小麦粉より高価で探すのに時間が掛かり，時間的経

済的負担がある。以前のような運動量の多い体操していない。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｅの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても５００万円を下らない。また，原告Ｅは，本件石鹸及び25 

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余
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儀なくされ，これによる損害は５０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査の結果等 

     原告Ｅの血液検査の結果について，平成２４年８月２８日，小麦につい

てクラス１であったが，同数値が陰性化するのはその約２年後である。血5 

液検査上の数値が陰性化するのに，本件石鹸使用中止後３年の歳月を要し

ている。 

   イ コムギ類の摂取 

     被告らは，平成２３年１１月２日の経口負荷試験において，症状が出な

かったことを強調するが，原告Ｅは，このころ以降，医師から食後一，二10 

時間の運動を避けるよう指示されていたのであり，小麦を自由に摂取する

ことができる状態になかった。 

   ウ 素因 

     被告らは，原告Ｅのアトピー素因を指摘するが，原告Ｅは，スギ，ダニ，

ハウスダスト等一般的に見られるものに反応しているにすぎず，又花粉症15 

は今日特別な疾病ではない。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｅの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも右目の腫れ及び身

体の蕁麻疹にとどまり，極めて軽度であった。原告Ｅは，エピペンを継続的に

処方されておらず，アナフィラキシー症状を想定した投薬をされていない。 20 

   原告ＥのＩｇＥ抗体値について，平成２３年６月２５日当時小麦はクラス２，

グルテンはクラス２であったが，平成２５年９月１７日小麦について陰性化し，

グルテンについてクラス１に低下した。 

   原告Ｅは，平成２３年１０月３１日に，医師から今後は小麦製品の摂取をす

ることのみはよいと言われ，また自宅で小麦類を摂取した後に掃除程度の動作25 

をしたものの症状は出現していなかったほか，同年１１月２日の運動負荷試験
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を実施したときも，運動開始２分後に鼻汁，軽度呼吸困難感を生じたにすぎず，

運動継続も自覚症状増悪せず，アナフィラキシーを示唆する症状を起こさなか

った。その後，平成２４年１月２６日ころは小麦を通常どおり食べており，小

麦運動負荷テストは陰性であり，同年２月１４日ころ以降小麦摂取制限を止め

た。平成２５年３月１９日ころは小麦摂取をほぼ毎日していたが，外食して歩5 

行しても問題はなく，平成２６年４月２５日には食後２時間後にストレッチ・

ピラティスをしているが異常はなく，同年９月３０日には，小麦製品摂取後買

い物程度をしても異常はなかった。 

   原告Ｅは，ヒノキ（クラス２），スギ（クラス３），コナヒョウダニ（クラス

３），ハウスダスト１（クラス３），花粉症の重篤なアトピー素因を有する。 10 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｅの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２４年８月２８日には０．６９と

擬陽性になっており，平成２６年８月２６日には０．３０と陰性化しているこ

とから，回復傾向が明らかである。平成２３年１１月２日の食物経口負荷試験

では，食パン１／４斤の摂取のみでは症状が出ず，小麦摂取＋運動でも明確な15 

症状は出なかったのであり，遅くとも同日時点で原告Ｅは小麦摂取可能な状態

にあった。 

小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｅの通院日数は６日

で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，傷

害慰謝料は低額にとどまる。 20 

   原告Ｅは，平成２３年１１月２日ころ小麦製品を摂取することができる状態

にあり，平成２４年１月２６日ころは小麦を通常どおり食べており，食後に歩

行程度できていた。また，同年２月１４日ころ小麦摂取制限をしておらず，食

事後に掃除をしたり，外食後に買い物をしたりしても症状の誘発はなく，同年

１２月１８日ころは小麦製品をほぼ気にせず毎日摂取していたのであって，小25 

麦製品を継続摂取することができていた。 
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   また，原告Ｅは，花粉症の既往があり，ダニ２・１１．４０（クラス３），ス

ギ２．５８（クラス２），ハウスダスト１・９．２６（クラス３）等多数の抗原

に反応を示しており，訴えている症状が本件アレルギーによるものか不明であ

る。 

   さらに，イネ科花粉症から合併して小麦に対するＦＤＥＩＡを発症する者も5 

いるところ（乙イＢ２７），原告Ｅの花粉症の原因は特定されておらず，イネ科

花粉症の疑いがあり，これにより小麦に対するアレルギーを発症した可能性が

ある。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 10 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｅの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１０の４の１，個１０の４の２，

原告Ｅ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｅの症状経過等に

関し，以下の事実が認められる。 15 

   ア 原告Ｅの本件石鹸使用 

     原告Ｅ（昭和３６年１２月８日生）は，平成１８年９月１７日本件石鹸

の購入を開始し，以降平成２２年１１月に至るまで，本件石鹸を毎月１個

程度，定期注文により購入し続けた（甲個１０の３の１）。原告Ｅは，本

件石鹸を毎朝晩の洗顔に使用していたが，平成２３年６月ころ，大西皮膚20 

科クリニック医師から，本件石鹸によるアレルギーを聞き，本件石鹸の使

用を中止した。 

   イ 原告Ｅの症状経過等 

     原告Ｅは，平成２３年６月１１日朝，本件石鹸で洗顔後，パンを食べ，

掃除や体操をしたところ，ミミズ腫れやのどに違和感を生じた（甲個１０25 

の２の１・８４頁）。そこで，大西皮膚科クリニックを受診したが，そこ
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で，本件アレルギーの可能性を指摘された。原告Ｅは，同月２５日同クリ

ニックで血液検査をしたところ，小麦についてクラス２（１．４４），グ

ルテンについてクラス２（２．４６），ω－５グリアジンについて陰性で

あった（同・８５頁）。 

     その後，原告Ｅは，本件訴訟に当たって，診断書等を用意するため，京5 

都府立医大を受診し，平成２３年１０月３日血液検査を受けたところ，小

麦についてクラス２（１．３２），グルテンについてクラス２（１．５６），

ダニ２についてクラス３（９．１８），スギについてクラス３（５．８３），

ハウスダスト１についてクラス３（８．６５），ヒノキについてクラス１

（０．５７）であり，同月１１日プリックテストを受けたところ，本件石10 

鹸，加水分解コムギ，小麦粉，パンについて３＋（陽性）であった（同・

２１，２２頁）。また，同月３１日から同年１１月２日までの間，同病院

に入院して運動負荷試験等を受けたところ，同年１０月３１日の運動負荷

のみのテストでは症状が出ず（同・４２頁。ただし，その約４時間後に下

顎部に発赤・皮疹が出た（同・４７頁）。），同年１１月１日に小麦負荷の15 

みのテストで，食パン１／４斤摂取後特に症状は出ず（同・４２，４８な

いし５０頁），同月２日の小麦摂取後運動負荷試験では，８枚切り相当の

食パン１枚摂取後踏み台昇降１０分間行ったところ，運動開始２分後に鼻

汁，軽度呼吸困難感が出現したが，運動を継続しても増悪はなく，運動中

ないしその後に明らかな皮疹は出なかった（同・５３頁。ただし，その約20 

１時間後に，掻痒感を伴わないものの，下顎部に軽度発赤があり，小丘疹

が散在していた（同・５５頁）。）。同病院医師は，原告Ｅに対し，退院時，

食事について特に制限はないものの，激しい運動前に小麦を摂取する場合

は，食パン８枚切りを１枚分程度に控えるよう指示し，運動についても小

麦を摂取している場合には控えめにするよう指示した（同・５５頁）。 25 

     原告Ｅは，同病院において，平成２４年１月２６日血液検査を受けたと
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ころ，小麦についてクラス２（１．５３），グルテンについてクラス２（２．

０４）であり，同年２月１４日プリックテストを受けたところ，グルパー

ル１９Ｓについて３＋，本件石鹸，小麦粉及びパンについて２＋であった

（同・５９頁）。その後，原告Ｅは，同病院で，平成２４年５月２９日に

プリックテストを受けたところ，本件石鹸，グルパール１９Ｓ，小麦粉及5 

びパンのいずれについても陽性であった（同・６６頁）。平成２４年５月

１５日以降受けた血液検査の結果は以下のとおりである（同・６８，７７，

８０頁，乙イ１０の２の１・８０ないし８３頁）。 

平成２４年５月１５日 小麦 ０．８４（クラス２） 

 グルテン ０．９９（クラス２） 10 

同年８月２８日 小麦 ０．６９（クラス１） 

グルテン ０．８７（クラス２） 

平成２５年２月２８日 小麦 ０．５３（クラス１） 

グルテン ０．７３（クラス２） 

同年９月１７日 小麦 ０．３１（クラス０） 15 

グルテン ０．４８（クラス１） 

平成２６年２月２５日 小麦 ０．３８（クラス１） 

グルテン ０．４２（クラス１） 

同年８月２６日 小麦 ０．３０（クラス０） 

グルテン ０．４３（クラス１） 20 

平成２７年２月４日 小麦 ０．３１（クラス０） 

グルテン ０．４１（クラス１） 

   ウ 原告Ｅの既往歴等 

     原告Ｅは，高校生くらいまで小児喘息があり，本件当時花粉症でもあっ

た（甲個１０の２の１・１６頁）。 25 

   エ 原告Ｅの主張について 
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     原告Ｅは，平成２３年６月以前にも，入浴後鼻水や顔に発赤，細かい発

疹等が出たことがある旨主張し，原告作成の陳述書（甲個１０の４の１，

個１０の４の２）はこれに沿うが，その時期や症状の内容が不明確であり，

また本件アレルギーとの関連性も不明で，同症状を本件アレルギーによる

ものと認めることはできない。 5 

オ 被告らの主張について 

     被告らは，原告Ｅにつき，平成２３年１１月の運動負荷試験の時点や以

降の時点において，小麦を摂取して運動しても症状が誘発されなかったと

して，遅くとも小麦摂取制限していないなどと医師に申告した平成２４年

１月２６日（甲個１０の２の２・１２頁）や同年２月１４日（甲個１０の10 

２の１・５９頁）時点で小麦摂取可能であったなどと主張する。しかし，

各同日の原告Ｅの申告は，小麦摂取後激しい運動をしていない場合には症

状が誘発されなかったことを申告するものにすぎず，これをもって，各同

日時点で小麦摂取しても症状が誘発されない状態にあったということは

できない。実際，前記のとおり，同年２月１４日のプリックテストでは，15 

小麦及びパンについて陽性反応が出た。その余に，本件石鹸使用中止後６

５か月以内に，原告Ｅが小麦摂取しても症状が出ない状態になっていたこ

とを認めるに足りる証拠はない。また，原告Ｅにつき，イネ科花粉症から

本件アレルギーを発症したことをうかがわせる事情はない。 

   原告Ｅの損害及び損害額 20 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２３年６月に発症したみみず腫れ等

の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｅは，遅くとも平

成２３年６月ころから本件アレルギーを発症した。原告Ｅについて，平成２

３年６月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８年

１１月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠は25 

なく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる
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証拠もない。原告Ｅは，平成２３年６月から平成２８年１１月までの間の５

年６か月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，ミミズ

腫れ等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｅの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 １６０万円 5 

   既払金控除 １２０万円 

   弁護士費用 ４万円 

   合計 ４４万円 

よって，原告Ｅの請求は，被告フェニックスに対し，４４万円及びこれに

対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金10 

の支払を求める限度で理由がある。 

第７ 原告Ｆの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｆの症状経過等 

   ア 原告Ｆは，平成１９年７月ころから平成２２年１月ころまでの間，本件15 

石鹸を毎朝晩の洗顔に使用した。平成２１年７月２５日，京都大学付属病

院（以下「京大病院」という。）でＦＤＥＩＡと診断された。 

   イ 原告Ｆは，平成２０年ころ，ウォーキングしていると，涙が出てきて，

鼻水が止まらないようになり，ジョギング中に息が苦しくなり，道端に座

り込み，そのままじっと呼吸が回復するまで待つことが多くなった。平成20 

２１年７月ころ，２回にわたり，目の腫れや蕁麻疹が出た。 

     原告Ｆは，同月１４日，夕食に冷麺を食べた後，自宅付近でウォーキン

グをしたところ，鼻水が止まらなくなり，蕁麻疹が出，身体全体，特に顔

が腫れあがり，目が開かなくなった。公園の水飲み場で目を洗うも眼蓋が

開かず，必死で自宅に帰った。口の中が腫れ，息を吸うこともはくことも25 

できない状態になったため，１１９番通報をしたが，待っている間も意識
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がもうろうとし，玄関先に倒れた。このとき，血圧が低下していた。原告

Ｆは，亀岡市立病院へ救急搬送され，アレルギー性浮腫，気道狭窄，アナ

フィラキシーショックと診断された。点滴を受け，呼吸状態が安定したた

め，顔の腫れが残るもののその日の深夜に帰宅した。 

     原告Ｆは，翌日職場に出勤したが，上司に病院に行くよう指示され，京5 

大病院を受診し，アレロック及びエピペンの処方を受けた。 

   ウ 平成２１年７月１５日原告Ｆが京大病院で血液検査を受けたところ，Ｉ

ｇＥ抗体価は，小麦１．５６，グルテン２．３９であり，小麦によるＦＤ

ＥＩＡと診断された。医師から，小麦の摂取自体は禁止されなかったが，

小麦を食べた後の運動は絶対にしてはならないと指導された。 10 

     平成２４年１月２７日の血液検査で小麦の抗体価が０．３６となり，医

師から改善の可能性を指摘されたため，同年２月１４日京大病院にて加水

分解コムギ０．０１％のプリックテストを受けたが，投与直後に口の中が

熱くなるような感覚があり，咽頭の違和感，くしゃみ，右腕全体の発赤，

顔面発赤，浮腫が出，口の中がぼこぼこと膨れのどが締め付けられるよう15 

な感覚があり，１０秒ほど息ができなくなり，瞼が下がった。直ちに医師

から酸素マスクを着用させられ，６Ｌの酸素吸入がされた。同日の夕食時

には全身の熱感，頭痛を生じ，食道やのどが傷ついてやけどのようになる

状態がその後数日間続いた。 

   エ 原告Ｆは，現在も月に１回程度京大病院で定期検診を受け，アレロック20 

を毎朝晩服用している。食後に少し動いただけで鼻汁や蕁麻疹が出ること

もある。 

     原告Ｆは，ウォーキングやジョギング，マラソンの前には小麦製品を摂

取しないよう厳格に注意しており，それでも知らないうちに小麦製品を摂

取していて運動時症状が出たこともあるため，走る趣味がかなり制限され25 

ている。布団を干す，入浴するという日常生活における動作でも蕁麻疹等
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が出ることもある。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｆの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｆは，本件石鹸及び

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は７０万円を下らない。 5 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査 

     被告らは，原告Ｆの小麦，グルパール１９Ｓ特異的ＩｇＥ抗体価が陰性

化ないし擬陽性化していることから，回復傾向にある旨主張するが，平成

２４年２月１４日のプリックテストで酸素マスクが必要となるほどの症10 

状が出たのは前記のとおりであり，その後も，平成２５年２月から同年１

１月にかけて小麦摂取後に蕁麻疹や鼻水が出ており，平成２６年２月１３

日にも，パンを食べた後の布団干しで違和感が出るなどした。現在もアレ

ロックを常用しており，小麦製品摂取後は運動していない。原告Ｆの症状

を特異的ＩｇＥ抗体価のみで判断することは妥当でない。 15 

   イ 小麦摂取 

     被告らは，原告Ｆが実際に小麦を摂取していることを強調するが，原告

Ｆは，小麦摂取後運動を控えることで症状発症を避けているにすぎない。

小麦製品摂取後は，布団干し等の軽い運動でも症状を発症するため，その

ような運動さえできない。また，小麦製品を食べるにしても，アレロック20 

を服用している。 

   ウ 症状の重さ 

     被告らは，原告Ｆの症状が軽微であると主張するが，原告Ｆは，前記の

とおり，平成２１年７月１４日に救急搬送され，アナフィラキシーショッ

クと診断され，その数年後においても小麦摂取後ののどの違和感，蕁麻疹25 

等の発症が残存しているのであるから，原告Ｆの症状が軽微であるとはい
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えない。 

   エ 既往等による影響 

     原告Ｆは，イネ科のハルガヤを原因とするアレルギーについて，３０代

のころに毎年五，六月に鼻水や涙が多少出ることがあったが，現在は症状

が軽微になっている。症状の内容も異なり，ハルガヤによるアレルギーと5 

本件アレルギーとは鑑別可能である。被告らが指摘する特発性蕁麻疹は，

物理的刺激を受けたときに生じるもので，本件とは機序を異にする。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｆの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも血圧低下や意識障

害を伴うものではなく，その翌日には出勤できる程度のものである。特別重症10 

なものではなく，アナフィラキシーショックとはいえない。原告Ｆは，エピペ

ンを継続的に処方されておらず，アナフィラキシーショックを想定した投薬を

されていない。 

   原告ＦのＩｇＥ抗体値について，平成２３年１月６日当時小麦はクラス２，

グルテンはクラス２，平成２４年２月１４日小麦及びグルテンのいずれについ15 

てもクラス１に低下し，平成２６年１１月１９日小麦について陰性化した。平

成２６年１２月４日当時のグルパール１９Ｓ特異的ＩｇＥ抗体値は，疑陽性で

あった。 

   原告Ｆは，平成２１年８月３１日ころ小麦を食べており，その後の運動を避

けているにすぎず，平成２４年１０月１１日時点では，小麦摂取後早歩きをし20 

たときにのどがいがいがして涙が出そうな軽い症状が出たにすぎなかった。 

   また，原告Ｆは，ハルガヤ（クラス２）のアトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｆの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２３年１月６日，１．５６（クラ

ス２）であったところ，平成２４年１月２７日は０．３６（クラス１）と陰性25 

（０．３５未満）に近い数値になっており，回復傾向は明らかである。 
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小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｆの通院日数は１２

日で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，

傷害慰謝料は低額にとどまる。 

原告Ｆは，平成２１年８月３１日ころ小麦摂取できており，平成２４年１０

月１１日も食べた後に早歩きをすると軽い症状はあるものの，小麦を摂取する5 

ことができていたのであって，小麦製品を継続摂取することができていた。な

お，いつからいつまで小麦摂取に加え運動をした場合に症状が出る状態にあっ

たのかは不明である。そして，主訴は目の腫れ，鼻水等軽微なものにとどまる。 

また，原告Ｆは，アレルゲンであるハルガヤ２．１４（クラス２）に反応し，

特発性蕁麻疹で物理的な刺激により膨疹が時々出る状態にあり，訴えている症10 

状が本件アレルギーによるものか不明であるし，イネ科花粉症の疑いもあり，

これにより小麦に対するアレルギーを発症した可能性がある。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 15 

   原告Ｆの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１１の４の１，個１１の４の２，

原告Ｆ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｆの症状経過等に

関し，以下の事実が認められる。 

   ア 原告Ｆの本件石鹸使用 20 

     原告Ｆ（昭和３５年６月２４日生）は，平成１９年９月ころから平成２

０年４月までの間は，友人が購入したものを分け合い，平成２０年７月か

らは自分で購入し，本件石鹸を，毎朝晩の洗顔に使用した（甲個１１の３

の１，個１１の３の２，個１１の３の３）。原告Ｆは，平成２２年１月，

本件石鹸の使用を中止した。 25 

   イ 原告Ｆの症状経過等 
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     原告Ｆは，平成２１年７月１４日，夕食に冷麺を食べ，その約３０分後

に自宅付近でウォーキングをしていたところ，鼻汁，蕁麻疹，顔面浮腫，

呼吸苦が出現したため，自宅で救急要請し，同日午後８時１０分亀岡市立

病院に救急搬送された（甲個１１の２の１・５４頁，個１１の２の２）。

受診時，原告Ｆには，気道軽度狭窄音があり，浮腫発赤があり，原告Ｆの5 

バイタルサインは，意識清明，血圧１４６／７９，脈拍６２回／分，体温

３５．４℃，ＳｐＯ２・９８％であった（甲個１１の２の２）。原告Ｆは，

点滴後，浮腫が改善し，呼吸苦が無くなってきたため，深夜ころ同病院か

ら帰宅した（甲個１１の４の１）。原告Ｆは，同日までにも，２回ほど，

自宅近くを散歩していたときに目の腫れや蕁麻疹が出たことがあった（甲10 

個１１の２の１・５０頁）。 

     原告Ｆは，同月１５日，検査のため，京大病院を受診し，血液検査を受

けたところ，小麦について１．５６（クラス２），グルテンについて２．

３９（クラス２）であった（甲個１１の２の１・３９，４９，５０頁）。

同病院医師は，原告Ｆにつき小麦によるＦＤＥＩＡを疑い，小麦摂取後の15 

運動はしないことを指示した（同・４７頁）。その後，原告Ｆは同指示に

従っていたが，小麦製品摂取後に入浴等すると症状が出るなどした（同・

４１，４６，４７頁ほか）。原告Ｆは，前記症状が本件石鹸によるアレル

ギーである可能性を調べるため，平成２４年１月６日，同病院で血液検査

を受けたところ，ハルガヤについて２．１４（クラス２），小麦について20 

０．３６（クラス１），グルテンについて０．４０（クラス１），ω－５グ

リアジンについて０．３４以下（クラス０）であった（甲個１１の２の１・

２６頁）。その後，同年２月１４日同病院に入院の上プリックテストを受

けたところ，グルパール１９Ｓ０．０１％の投与を受けたときに，咽頭の

違和感，くしゃみ，右腕全体の発赤，顔面発赤，浮腫が出現したため，同25 

病院医師は，原告Ｆに対し，酸素マスク６リットルを着用した（同・１１
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頁）。このとき，原告Ｆは，血圧１０１／８９，心拍４５回／分，ＳｐＯ

２・９９％であり，前記投与１０分後に，２×２ｍｍの膨疹が出たもので

あり，ボスミンは使用されなかった（同・１１頁）。その後，原告Ｆは，

小麦摂取を控えていたが（乙イ個１１の２の１・４４頁），平成２６年１

１月１９日に血液検査を受けたところ，小麦について０．１０未満（クラ5 

ス０）であった（同・７３頁）。 

   ウ 原告Ｆの既往歴等 

     原告Ｆは，本件当時，物理的刺激等により蕁麻疹が出る特発性蕁麻疹で

あった（乙イ１１の２の１・１３頁ほか）。 

   エ 被告らの主張について 10 

     被告らは，原告Ｆについて，平成２１年８月の時点ですでに小麦摂取し

ており（甲個１１の２の１・４７頁），また平成２４年１０月には，小麦

摂取後早歩きをしてものどがいがいがして涙が出そうな状態になる程度

であり（乙イ１１の２の１・４４頁），遅くとも同月時点で小麦摂取可能

な状態にあった旨主張する。しかし，平成２１年８月の時点では，原告Ｆ15 

は小麦摂取後時間を空けてから運動していたのであるから，この時点での

小麦摂取自体を捉えて，小麦摂取しても症状が誘発されない状態にあった

ということはできないし，平成２４年１０月の時点では，原告Ｆ自身小麦

を避けていたというのであるから，通常の量の小麦製品摂取後の症状を説

明したものか不明といわざるを得ない。これらの事実をもって，原告Ｆが，20 

本件石鹸使用中止から６５か月後である平成２７年６月までの間に，小麦

製品を摂取しても症状が出なかったということはできない。また，原告Ｆ

につき，イネ科花粉症から本件アレルギーを発症したことをうかがわせる

事情はない。 

   原告Ｆの損害及び損害額 25 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２１年７月に発症した顔面浮腫，呼
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吸苦等の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｆは，遅く

とも平成２１年７月ころに本件アレルギーを発症したものであり，症状の内

容，気道狭窄音の存在及び救急搬送された事実等に照らせば，同症状は，死

の危険を感じさせるほどの症状で，アナフィラキシーショックに準ずるもの

といえる。被告フェニックスは，原告Ｆの蕁麻疹の症状については，既往症5 

である特発性蕁麻疹によるものである可能性を指摘するが，併発の症状や誘

発の経緯等に照らせば前記認定の蕁麻疹の症状は本件アレルギーによるもの

と認めるのが相当である。原告Ｆについて，平成２１年７月以降，本件石鹸

の使用中止後５年５か月経過時点である平成２７年６月ころまでに，本件ア

レルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，また，同月以降も本10 

件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠もない。原告Ｆは，平

成２１年７月から平成２７年６月までの間の６年，本件アレルギーに罹患し

ており，本件アレルギーにより，アナフィラキシーショックに準ずる症状等

を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｆの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 15 

   慰謝料 ２４０万円 

   既払金控除 １５６万円 

   弁護士費用 ８万４０００円 

   合計 ９２万４０００円 

よって，原告Ｆの請求は，被告フェニックスに対し，９２万４０００円及20 

びこれに対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第８ 原告Ｇの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｇの症状経過等 25 

ア 原告Ｇは，平成２０年８月ころから平成２１年９月までの間，本件石鹸
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を毎晩の洗顔に使用し，たまにダブル洗顔をしていた。平成２３年７月５

日京都府立医大病院で本件アレルギーと小麦アレルギーの確定診断を受け

た。 

イ 原告Ｇは，平成２１年８月末，目がかゆく，目の周りが真っ赤になった。

同年９月には眼蓋の周りから顔全体の皮がカサカサになり，擦り傷のよう5 

な状態になった。同年１０月ころから，突然，下瞼のきわが焼けるぐらい

にかゆくなり，その後上瞼がかゆくなり，ミミズ腫れが生じることがあっ

た。このとき，血液検査を受けたが，小麦について検査しておらず，以降

も小麦を摂取して月に二，三度，目の周りが腫れることがあった。 

  原告Ｇは，平成２２年７月２４日，実父の通夜の際，小麦を使用した食10 

事をし，葬祭会館で宿泊したところ，同月２５日午前２時ころ，手のひら

が非常にかゆく真っ赤になり，全身に蕁麻疹が出，吐き気が３０分，呼吸

困難が１５分続き，脂汗が出，立っていられなくなった。直後帰宅できた

が，背中を中心にひどい痒みが２時間続き，背中が真っ赤になった。症状

が引くのに１週間かかった。 15 

  原告Ｇは，平成２３年１月６日，叔母の通夜の昼，目がかゆくなり，目

の周りが腫れ，蕁麻疹が出た。同月７日，パンを食べ，帰宅したところ，

３０分後ころ，顔が腫れてきて，喘息のように息苦しくなり，身体に蕁麻

疹が出た。呼吸困難も１５分ほど続きアナフィラキシーショックといえる

状態になった。脂汗が出，吐き気がするが吐くことができない状態であっ20 

た。原告Ｇは，このころ，スーパーやホームセンター，立体駐車場等で，

全身蕁麻疹を発症し，次第に症状が強くなっていき，胃の上部が詰まるよ

うな症状も伴った。 

  原告Ｇは，同年１月１８日京都府立医大病院を受診し，同年２月同病院

医師から小麦アレルギーの可能性を指摘された。同年１月２５日にもサン25 

ドイッチを食べた２０分後に全身に蕁麻疹が出，目の周りを中心に顔が腫
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れることがあった。同年７月５日本件アレルギーの確定診断を受けた。 

ウ 原告Ｇは，平成２３年１２月医師から，小麦製品を食べたいときは，食

べる前にアレグラを飲んでから食べるように指示され，平成２６年まで，

食前にアレグラを服用して小麦製品を食べていた。しかし，アレグラを服

用していても，アレルギー症状を発症することがあり，平成２５年４月１5 

９日には，たこ焼き５個を食べて目が腫れ，同年７月末にはうどんを食べ

て目の周りが腫れた。３日たってもその腫れはひかなかった。平成２４年

８月２８日には小さなメロンパン１個の摂取で目が腫れ，平成２５年４月

ころ，医師からの指導を踏まえ，フランスパンを３切れ食べたところ，腕

に蕁麻疹が出た。同年１２月にパンを食べたときも，眼瞼周囲に掻痒が出10 

現した。原告Ｇが食パン１枚を食べることができるようになったのは，平

成２６年４月になってからである。ただし，午前中に仕事がない日に食べ

るにとどまる。アレグラを服用し忘れ，うどんを食べて，眼瞼周囲が腫れ

たこともある。乾麺の製品であれば，アレグラを服用しないでも１人前よ

り少ない量であれば食べることができ，パンも，アレグラを内服しないで15 

食パン１枚を食べても大丈夫のときもあれば，目の周りがかゆくなる時も

ある。 

  原告Ｇは，平成２６年１２月１６日京都府立医大病院で，症状ほとんど

軽快であり，特定疾患終了すると言われたが，その後平成２７年９月２９

日ころにもサンドイッチを食べて動くと蕁麻疹等が出たことがある。この20 

とき，医師から，小麦製品を食べるのは半人前にして，運動は控えるよう

指示された。平成２８年３月ころ，朝と昼にパンを食べると痒みと腹部が

苦しくなる状態が生じ，うどんを昼と夜食べても同じ症状が出た。同年４

月にも，アレグラを内服せずにドッグランでピザを食べた後犬の散歩をし

たところ，立っていられなくなり，目が腫れ，蕁麻疹ができ，数時間苦し25 

い状態が続いた。平成２８年４月２８日に京都府立医大病院で受けたプリ
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ックテストでは，本件石鹸，０．０１％グルパール，０．１％グルパール，

トリイパン，トリイ小麦のいずれにも陽性反応を示したため，医師から小

麦製品の摂取量に気を付けるよう指示された。同年１０月ころ，パンを多

く食べると胃の入口が苦しくなり，皮疹がぽつぽつ出，立っていられない

ことがあった。 5 

エ 原告Ｇは，もともと食物アレルギーを有していなかったが，本件アレル

ギーに罹患して，定期検査も含めて約８年間もの長期通院を余儀なくされ

ている。小麦製品摂取の際アレグラを内服しなければならず，服用しても

症状が出ることも続いた。平成２９年５月９日現在未だピザ，たこ焼きは

食べられない。原告Ｇは，本件アレルギー発症後外食を控え，たまに外食10 

するときは料理の原料を調べるなどの制約を受け，交友関係も疎遠となる

ほか，競走馬の餌となる野菜等の配達を請け負っているため，得意先にア

レルギー症状を見せるわけにいかず，平成２２年５月から平成２９年７月

１日まで補助として従業員を雇用せざるを得なかった。原告Ｇが，本件ア

レルギー発症により身体的，精神的及び経済的に被った負の影響は極めて15 

大きい。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｇのこれまで及び今後の身体的，精神的及び経

済的損害を慰謝するに足りる慰謝料相当額は，悠香からの既払金を控除し

ても８００万円を下らない。また，原告Ｇは，本件石鹸及びグルパール１

９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余儀なくされ，20 

これによる損害は８０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

  ア 血液検査及び小麦摂取状況 

特異的ＩｇＥ抗体価のみをもって耐性獲得判断はできない。むしろ，原

告Ｇのプリックテストにおいては，平成２８年４月１８日時点でコムギ及25 

びパンについていずれも陽性であり，平成２９年５月９日時点でもコムギ
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についてなお陽性である。同日時点でパンは陰性であるが，パンやうどん，

そばの材料にもいろいろあり，一概に耐性獲得したということはできない。

アレグラ内服を強いられる状態は支障となっている。 

   イ 既往による影響 

原告Ｇに，小麦以外の食物アレルギーに関する具体的なエピソードはな5 

い。アトピー性皮膚炎やハルガヤへの反応（花粉症）は，本件疾患と関係

はなく，特別なものではない。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｇの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも血圧低下や意識障

害を伴うものではなく，アナフィラキシーショックとはいえず，格別に重度な10 

症状であったともいえない。原告Ｇは，エピペンを処方されておらず，アナフ

ィラキシーショックを想定した投薬をされていない。 

   原告ＧのＩｇＥ抗体値について，平成２３年１月１８日当時小麦はクラス２，

同年６月１日当時グルテンはクラス２であったが，平成２３年１２月６日小麦

及びグルテンのいずれについてもクラス１に低下した。 15 

   原告Ｇは，平成２３年４月２６日ころうどんを食べても大丈夫であり，平成

２４年３月２７日ころは小麦製品を週一，二回食べており，アレグラを内服し

た状態でうどん一人前等を食べても皮膚症状は出ていなかった。平成２６年４

月２２日当時食パン１枚を食べる程度であれば，時に目がかゆくなる程度でア

レグラなしでもほとんど大丈夫であり，同年８月２６日には医師が，原告Ｇの20 

症状はほとんど軽快であり，特定疾患を終了すると判断し，原告Ｇに小麦摂取

後に犬の散歩等試してはどうかと勧め，平成２７年２月２３日には，原告Ｇは，

アレグラなしでもうどん一人前，食パン２枚程度食べてもほとんど大丈夫であ

った。 

   原告Ｇは，ハルガヤ（クラス２），スギ（クラス３），アトピー性皮膚炎，花25 

粉症の重篤なアトピー素因を有する。 
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 ３ 悠香の主張 

   原告Ｇの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２３年１月１８日には１．０３（ク

ラス２）であったところ，同年１２月６日には０．５６と擬陽性化し，平成２

４年８月２８日には０．３６（クラス１）と陰性に近い数値になっており，回

復傾向が明らかである。遅くとも平成２３年１２月６日には特段の支障なく小5 

麦製品を摂取できる状態にあった。平成２５年１２月３日のパンのプリックテ

ストは陰性であった。 

小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｇの通院日数は５日

で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，傷

害慰謝料は低額にとどまる。 10 

原告Ｇは，平成２３年４月２６日ころパンは避けているがうどんを食べても

大丈夫であり，同年６月２１日ころは自宅で小麦製品を食べても運動をしなけ

れば問題はなく，同年１２月６日ころ小麦製品を週に一，二回食べており，平

成２４年３月２７日ころはアレグラ内服の上うどん一人前等を食べても皮膚症

状は出ず，同年１０月３０日時点ではアレグラ内服の上，週に２回程度うどん15 

一玉食べ，素麺，そば等も食べており，平成２５年１０月２９日時点で毎日ア

レグラを内服していれば，何を食べても症状が出ない状態にあり，食後歩行し

ても異常が出ず，平成２６年８月２６日には症状がほとんど軽快していたもの

で，特定疾患としての治療が終了したのであって，小麦製品を継続摂取できて

おり，アレグラを内服していればほとんど症状が出ず，日常生活に支障はなか20 

った。 

また，原告Ｇは，アレルゲンであるハルガヤ１．６８（クラス２），スギ７．

１０（クラス３）に反応し，植物全般，米，麦，卵，そば，トウモロコシにつ

いて特異的ＩｇＥ抗体価が高く，アトピー性皮膚炎，花粉症の既往があるので

あって，訴えている症状が本件アレルギーによるものか不明である。 25 

   さらに，イネ科花粉症から合併して小麦に対するＦＤＥＩＡを発症する者も
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いるところ（乙イＢ２７），原告Ｇはアレルゲンとしてのハルガヤに反応を示し

ており，イネ科花粉症の疑いがあり，これにより小麦に対するアレルギーを発

症した可能性がある。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 5 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｇの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１２の４の１，個１２の４の２，

原告Ｇ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｇの症状経過等に

関し，以下の事実が認められる。 10 

   ア 原告Ｇの本件石鹸使用 

     原告Ｇ（昭和３２年１０月５日生）は，平成２０年８月６日本件石鹸の

購入を開始し，同月ころから平成２１年６月ころまでの間，本件石鹸を毎

晩の洗顔に使用した（甲個１２の３の１）。 

   イ 原告Ｇの症状経過等 15 

     原告Ｇは，遅くとも平成２２年７月ころ及び平成２３年１月ころに，蕁

麻疹等が生じるようになったため（甲個１２の２の１・１４，２８頁ほか），

このころ，近医のすぎうら皮ふ科医院等を受診したが，原因が分からず，

精査のため，平成２３年１月１８日京都府立医大病院を受診した（甲個１

２の２の１・４５頁）。同日，血液検査を受けたところ，ハルガヤについ20 

てクラス２（１．６８），スギについてクラス２（３．４３），小麦につい

てクラス２（１．０３）であった（同・２４頁）。同病院医師は，原告Ｇ

につき，小麦アレルギーを疑い，また，原告Ｇの本件石鹸の使用歴及び本

件石鹸に係る被害報道等も踏まえて，同年６月２１日に血液検査をしたと

ころ，グルテンについてクラス２（０．９７），ω－５グリアジンについ25 

て０．３４以下（クラス０）であり，同年７月５日にプリックテストをし
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たところ，本件石鹸，加水分解コムギ０．０１％及び小麦について陽性反

応を示した（同・２６，２７，３２頁。ただし，パンについては陰性であ

った。）。平成２３年１２月６日以降受けた血液検査の結果は以下のとおり

である（甲個１２の２の１・８３，８５頁，乙イ個１２の２の１・３９，

４０頁）。 5 

平成２３年１２月６日 小麦 ０．５６（クラス１） 

 グルテン ０．６５（クラス１） 

同年８月２８日 小麦 ０．３６（クラス１） 

グルテン ０．３９（クラス１） 

平成２５年１０月２９日 小麦 ０．３９（クラス１） 10 

グルテン ０．４７（クラス１） 

平成２６年１２月１６日 小麦 ０．３６（クラス１） 

グルテン ０．３９（クラス１） 

また，原告Ｇは，平成２４年１０月３０日，平成２５年１２月３日，平

成２６年４月２２日，平成２７年４月２１日，平成２８年４月２８日，平15 

成２９年５月９日に同病院でプリックテストを受けたところ，小麦，本件

石鹸，グルパール１９Ｓについていずれの時点も陽性，パンについて，平

成２４年１０月３０日から平成２７年４月２１日までは陰性であったが，

平成２８年４月２８日に陽性であり，平成２９年５月９日に再度陰性化し

た（甲個１２の２の１・４１頁，個１２の２の３・１８，２４頁，個１２20 

の２の４，乙イ個１２の２の１・２４頁）。原告Ｇは，平成２７年９月２

９日時点においても，ピザを食べて犬の散歩に行ったところ目が腫れるな

どしたことがあった（甲個１２の２の３・２１頁）。 

   ウ 原告Ｇの既往歴等 

     原告Ｇは，本件当時，花粉症，アレルギー性結膜炎，鼻炎を有していた25 

（甲個１２の２の１・１４頁）。 
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   エ 原告Ｇの主張について 

     原告Ｇは，平成２１年８月ころから，本件アレルギーにより，目の周り

の皮膚障害が生じた旨主張し，原告Ｇ作成の陳述書（甲個１２の４の１）

はこれに沿うが，同日頃に医療機関を受診したことを裏付ける証拠はなく，

原告の陳述書以外に，前記原告の主張を裏付ける証拠もないため，これを5 

認めることはできない。また，原告Ｇは，本件アレルギーの症状として，

呼吸困難や全身蕁麻疹を生じたと主張するが，このような重篤なアナフィ

ラキシー症状を発症したとすれば，その後速やかに医療機関を受診し，そ

の旨申告するのが通常であると考えられるが，原告Ｇが，呼吸困難や全身

蕁麻疹を発症したことを契機に医療機関を受診し，医師へその申告をした10 

ことを裏付ける証拠はない。原告Ｇにつき，呼吸困難感や前記認定程度の

蕁麻疹を超える症状を発症したことを認めるに足りる証拠はない。 

   オ 被告らの主張について 

     被告らは，原告Ｇの血液検査の結果に照らせば，原告Ｇは継続して小麦

摂取可能であった旨主張するが，プリックテストにおいても小麦について15 

継続して陽性反応が出，パンについても平成２８年に至るまで陽性反応を

示すことがあったこと及び実際に原告Ｇが平成２７年９月ころピザを食

べて発症した症状が目の腫れという本件アレルギーに典型的な症状であ

ったことに照らせば，平成２７年９月時点でもなお，原告Ｇは，小麦摂取

によりアレルギー症状を発症し得る状態にあったというべきである。京都20 

府立医大病院医師は，平成２６年４月に，原告Ｇにつき，特定疾患として

の治療を終了したものであるが（乙イ個１２の２の１・２６頁），これは

原告Ｇが抗アレルギー薬なしでもパン１枚を食べることができるまでに

回復し，実際にプリックテストの数値が低下傾向にあったことを踏まえて

の判断にすぎないのであって，同事実をもって原告Ｇの本件アレルギーが25 

治癒ないし寛解したということはできない。また，発症時期等によれば，
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本件石鹸の使用により本件アレルギーを発症したと認められる。 

   原告Ｇの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年７月に発症した蕁麻疹等や，

平成２７年９月の目の腫れ等の症状は，本件アレルギーによるものと推認で

きる。原告Ｇは，遅くとも平成２２年７月ころに本件アレルギーを発症し，5 

平成２７年９月においても本件アレルギー症状を発症していた。しかし，原

告Ｇについて，その後の時期において本件アレルギー発症の危険があったと

認めるに足りる証拠はない。原告Ｇは，平成２９年５月時点で，小麦のプリ

ックテストで陽性であったが，平成２７年１０月以降に，小麦製品を摂取し

て症状が出たことを認めるに足りる証拠はない。カルテでは，原告Ｇが，平10 

成２８年１０月１８日医師に対し，パンを食べた後皮疹が出る旨申告したと

記載されているが（甲個１２の２の３・２５頁），その症状がいつのものかは

判然としない。同記載をもって，原告Ｇが平成２７年９月以降も本件アレル

ギーに罹患していたことを認めるに足りない。原告Ｇは，平成２２年７月か

ら平成２７年９月までの間の５年３か月，本件アレルギーに罹患しており，15 

本件アレルギーにより，蕁麻疹等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｇの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 １６０万円 

   既払金控除 １２０万円 

   弁護士費用 ４万円 20 

   合計 ４４万円 

よって，原告Ｇの請求は，被告フェニックスに対し，４４万円及びこれに

対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由がある。 
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第９ 原告Ｈの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｈの症状経過等 

   ア 原告Ｈは，平成２１年５月ころから平成２３年６月ころまでの間，本件

石鹸を毎朝夕使用していた。平成２３年１２月１３日宇治武田病院で本件5 

アレルギーと診断された。 

   イ 原告Ｈは，平成２２年３月２０日，ウォーキング大会に参加し，昼食に

おにぎりと惣菜パンを食べ，ウォーキングをしたところ，くしゃみが止ま

らなくなり，手のひらと足の裏がかゆくなった。体（皮膚）の中に赤い発

疹が見え，かかとが赤くなり，目がかゆくなり，身体のところどころに腫10 

れや痒みが出た。舌も腫れあがり，重いような分厚いような感じがした。

徐々に症状が治まる感じがしたため，ウォーキングを最後まで続け，病院

へは行かなかった。手のひらや足の裏の発疹，目のかゆみが夜まで残り，

舌の腫れは翌日まで残った。 

     原告Ｈは，同年６月５日，昼食にうどんを食べ，自宅の庭の手入れをし15 

ていたところ，夕方ころになり突然くしゃみが止まらなくなり，目がかゆ

く，息苦しく，舌から耳の奥にかけて浮腫のような感じがし，全身に蕁麻

疹が出，ミミズ腫れになった。医仁会武田総合病院（以下「武田総合病院」

という。）に電話するうち，ろれつが回らなくなり，自動車を運転して同

病院へ向かったが，到着直前には，耳が聞こえず，舌が腫れあがり声が出20 

にくくなり，会話も困難になった上，気道が塞がる感じで息苦しくなった。

原告Ｈは，同病院で，全身に広範な膨隆診あり，掻痒感（＋），気道狭窄

軽度，呼吸器症状を呈しているとして，経過観察のため，同月７日まで入

院し，抗ヒスタミン剤の点滴投与を受けた。 

     原告Ｈは，同年７月２４日，昼食に素麺を食べ，自宅の掃除をした後，25 

布団を取り込んでいた際，くしゃみが出，喉の奥がいがいがし，手の甲，
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耳の奥がかゆくなり，発疹が全身に広がり，目が腫れた。このときは，原

告Ｈの夫が病院へ行き，担当医からアナフィラキシーの一般的な説明を受

けた。また，同年９月２６日昼過ぎ頃にラーメンや餃子を食べた後，最寄

り駅まで足早にあるいていたとき，目のかゆみが生じ，くしゃみ，鼻水が

止まらず，皮疹が全身に広がり，どこがかゆいか分からない状態になり，5 

呼吸苦が出た。自動車を運転して同病院へ行き，医師から入院を勧められ

たが，点滴投与で呼吸苦が改善し，夫による経過観察や救急搬送等が可能

であると考え，夕方帰宅した。同月２９日，運動誘発性小麦アレルギーと

診断され，エピペンを処方された。このとき，医師から，発症のたびに症

状がひどくなる可能性があるから，今後発症したら直ちにエピペンを使用10 

し，医療機関を受診すること，山登りやハイキング等直ちに救急搬送でき

ない状況はなるべく作らないようにすること，小麦が含まれる食品の摂取

を控えること，間違って小麦類を摂取した場合はその後２ないし４時間程

度運動を控えることを指示された。原告Ｈは，本件石鹸が原因であるとは

認識していなかったため，本件石鹸使用を止めなかった。 15 

     原告Ｈは，平成２３年４月２１日，前回症状が出てから半年程度症状が

出ていなかったため，昼食にうどんを食べた後，最寄り駅まで歩いたとこ

ろ，顔や目の周りに腫れや痒みが生じた。抗アレルギー薬を飲み，駅のベ

ンチでしばらく安静にしていると症状が引いたため，病院へは行かなかっ

た。同年６月２６日，知人から，本件石鹸がアレルギー症状の原因である20 

と聞き，本件石鹸の使用を中止した。 

   ウ 原告Ｈは，平成２３年１０月１４日，出勤前の昼食に焼きそばを食べた

ところ，仕事中突然くしゃみが止まらなくなり，薬（クラリチン，セレス

タミン）を服用してしばらく安静にしていたら，症状が治まった。平成２

４年１月１２日夜居酒屋で食事をした後最寄り駅まで歩いたところ，駅に25 

着いた直後突然くしゃみが止まらなくなり，目の回りや手のひら，足の裏
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等に痒みや蕁麻疹等が出たため，持っていた薬を服用した。同年３月１６

日出勤前の昼食にカップ麺を食べ，出勤に徒歩で最寄り駅まで移動中，突

然くしゃみが出，目がかゆくなったため，持っていた薬を服用した。同年

９月２３日外食でパスタを食べ，駐車場まで小走りをしたところ，突然く

しゃみが出，目がかゆくなったため，武田総合病院を受診した。診察を待5 

っているときも，急にせき込むようになって呼吸困難が出，点滴と注射の

治療を受け，セレスタミンを処方された。同年１２月２２日，友人宅で宅

配ピザや焼うどん，鶏のから揚げ等を食べ，別の友人を迎えに行くために

階段を小走りで降りたところ，待ち合わせ場所で突然くしゃみが出，目が

腫れてかゆくなった。友人宅に戻るころには激しくせき込む状態になって10 

いたため，クラリチンとセレスタミンを服用して安静にし，しばらくして

帰宅したが，その後二，三日しても目の腫れが引かなかった。平成２５年

１１月４日，自宅で夕食にピザを食べ，ごみ捨てなどしたところ，突然く

しゃみが止まらなくなり，目の周り，鼻の奥，耳の奥，喉の奥に痒みが生

じたため，クラリチンとセレスタミンを服用し，徐々に症状が治まったた15 

め，病院には行かなかった。平成２６年８月１日勤務先で昼食に冷やしう

どんを食べたところ，バタバタと事務仕事をしていたらくしゃみが連発し

始めたため，セレスタミンとクラリチンを服用した。服用後は症状が次第

におさまった。平成２７年６月９日カレーショップでナンを少し食べ，徒

歩で息子宅に行ったところ，くしゃみが止まらなくなったため，セレスタ20 

ミンとクラリチンを服用し，安静にしていると，数時間後に症状がおさま

った。平成２９年１月１０日自動車で旅行中，うどんを食べ，普通に歩い

たところ，くしゃみが止まらなくなったため，セレスタミンを服用した。

その後目的地に到着するころには症状が治まった。同年５月８日夕食に外

食でべた焼き（京風お好み焼き）を１枚の４分の１食べ，マンションのエ25 

ントランスから自室まで徒歩で歩いたところ，くしゃみが止まらなくなっ
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たため，セレスタミンとクラリチンを服用した。しばらく安静にしている

と症状が治まった。 

原告Ｈは，同年６月２７日京都府立医大病院でプリックテストを受けた

ところ，グルパール１９Ｓについてなお陽性であった。 

   エ 原告Ｈは，アナフィラキシーショックに準じる症状を発症したとき，医5 

師からも命が危ないところであった旨聞くなど，生命の危険を経験してき

た。抗アレルギー薬を常に携帯し，症状発症初期に服用して病院を受診し

なかったことも何回かあるが，重篤な症状で通院した日も１７日に及ぶ，

そのたび仕事を休んでいる。また，原告Ｈは，小麦製品摂取後，普通の速

度で歩いても症状を発症するようになっているため，ゆっくり歩くように10 

注意するようになった。本件アレルギー発症後，呼吸困難等の重篤な症状

がいつ再発するかという不安な気持ちを持ち続けている。運動前や仕事・

外出前の食事が著しく制限され，また知人に気を使わせるなど，つらい思

いやストレスを感じている。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｈの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既15 

払金を控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｈは，本件石鹸及び

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は７０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査 20 

     被告らは，原告Ｈの血液検査の結果につき，平成２２年から２３年にか

けて低下傾向にある旨指摘するが，原告Ｈは，同年１２月１２日のプリッ

クテストではグルパール１９Ｓ０．０１％につき陽性反応が出ており，ま

たその後も執拗にアレルギー症状を発症しているのであるから，小麦アレ

ルギーが改善しているということはできない。 25 

   イ 小麦製品の摂取状況 
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     原告Ｈが小麦製品を食べているのは，夫と一緒に自動車で帰宅できる，

自宅で食後に運動することが無いというような状況下のみであり，小麦を

普通に摂取して問題がないというわけではない。実際，小麦摂取後早歩き

程度でも症状が出ている。 

 ２ 被告フェニックスの主張 5 

   原告Ｈの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも軽度の呼吸障害等

であり，血圧低下や意識障害を伴うものではなく，アナフィラキシーショック

とはいえないし，格別に重度の症状であったともいえない。原告Ｈが本件アレ

ルギーの症状として主張するくしゃみについては，本件アレルギーによる症状

か不明といわざるを得ないし，原告Ｈは，現時点ではエピペンを処方されてい10 

ない。 

   原告ＨのＩｇＥ抗体値について，平成２３年９月１４日当時小麦及びグルテ

ンのいずれについてもクラス２であったが，これが最終抗体値検査であり，同

検査から６年も経過し，現時点では陰性化している可能性が高い。 

   原告Ｈは，平成２４年９月２３日にパスタを食べた後で運動したが，咽頭部15 

違和感を生じたにすぎず発疹はなく，平成２５年６月１８日ころはパン，うど

ん，パスタを食べており，早歩きや駆け足をすると症状が出る程度であった。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｈの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２２年６月７日，１．６６（クラ

ス２）であったところ，平成２３年９月１４日には１．０２（クラス２）と低20 

下しており，回復傾向が明らかである上，平成２９年６月２７日の最終検査日

には小麦のプリックテストで陰性であり，かなり以前の時点で陰性化していた

と考えられる。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｈの通院日数は１０

数日程度で，症状による入院は３日であり，積上方式によったとしても，治療25 

費，交通費，傷害慰謝料は低額にとどまる。 
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   原告Ｈは，平成２３年１２月７日ころ食事が普通にとれており，平成２４年

９月２３日ころはパスタを食べた後に運動して咽頭部違和感が出たものの発疹

等はなく，平成２４年１２月２２日には，友人宅でピザとうどんを食べ，くし

ゃみが出始めたため，クラリチン，セレスタミンを服用したところ，症状が改

善し，平成２５年６月１８日ころはパン，うどん，パスタを食べていたのであ5 

って，継続的に小麦製品を摂取できていた。そして，主な症状の主訴は咽頭部

の違和感やくしゃみ等であり，軽度である。 

   原告Ｈは，本件石鹸使用中に首や目に痒みを感じていたにもかかわらず，本

件石鹸の使用を継続した。 

 ４ 被告片山化学の主張 10 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｈの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１３の４の１，個１３の４の２ほ

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｈの症状経過等に関し，以下の15 

事実が認められる。 

   ア 原告Ｈの本件石鹸使用等 

     原告Ｈは，平成２１年５月ころ，友人が購入した本件石鹸を分けてもら

うようになり，同月ころから平成２３年６月ころまでの間，本件石鹸を毎

朝夕の洗顔に使用した（甲個１３の３の１）。 20 

   イ 原告Ｈの症状経過等 

     原告Ｈは，平成２２年６月５日，昼食にうどん等を食べ，庭仕事をして

いたところ，夕方ころに，顔がむくみ，くしゃみや息苦しさが出たため，

午後８時ころ武田総合病院を受診した（甲個１３の２の１・１枚目，個１

３の２の３）。受診時，原告Ｈは，血圧１２８／９０，ＳｐＯ２・９８％25 

で，全身に紅斑と膨隆疹，掻痒感があり，気道狭窄音軽度であった。同病
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院医師は，原告Ｈにボスミン及び抗ヒスタミン剤を投与し，呼吸器症状を

呈しているため，経過観察のため入院措置とした。原告Ｈの症状は，翌日

にはほぼ改善していたため，原告Ｈは，同月７日，血液検査をし，退院し

た（甲個１３の２の１・１枚目）。同検査の結果は，小麦について１．６

６（クラス２），大麦について０．３８（クラス１），麦芽について０．７5 

６（クラス２）であった（同・７枚目）。その後も，原告Ｈは，小麦製品

を摂取して，掻痒感や蕁麻疹を発症し，また呼吸困難感が出るなどした

（同・３，５枚目，甲個１３の２の２・１，４枚目）。同病院医師は，同

年９月２９日，原告につき，小麦依存性運動誘発性アレルギーであると診

断し，小麦製品の摂取を控え，間違って食べた場合には２から４時間運動10 

を控えるよう指示した（同・７枚目）。 

     平成２３年６月ころ，知人から本件石鹸による被害情報を聞き，同病院

医師に相談した。同医師は，同年７月９日，同年９月１４日に血液検査を

したところ，それぞれ，小麦について１．３２，１．０２，グルテンにつ

いて１．６２，１．４４（いずれもクラス２）で，ωグリアジンについて15 

はいずれも陰性であり，同年１２月２５日にグルパール１９Ｓのプリック

テストをしたところ，陽性であった（同・１１，１２，１５枚目）。 

   ウ 原告Ｈの主張について 

     原告Ｈは，平成２２年２月ころに，パンを食べた後にウォーキング大会

に参加して，手の腫脹やくしゃみ等が出た旨主張し，武田総合病院のカル20 

テ（甲個１３の２の１・１枚目，７枚目ほか）にもその旨医師に申告した

記載があるが，申告時，その症状からすでに約４か月を経ているもので，

原告の主訴のみをもって，同事実があったと認めることは相当でない。ま

た，平成２２年９月２６日に呼吸苦があった旨主張し，武田総合病院のカ

ルテ（甲個１３の２の１・５枚目）にもその旨医師に申告した記載がある25 

が，そのときの咽頭狭窄音が極めて軽微であったことに照らすと，このと
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き，原告Ｈに，呼吸困難感を超えて，死の危険を想起させるような呼吸困

難が生じたと認めることはできない。 

     原告Ｈは，さらに，平成２９年に至ってもなお小麦製品を摂取した後に

くしゃみが止まらなくなるなどの症状が出た旨主張し，原告Ｈ作成の陳述

書（甲個１３の４の２）はこれに沿うが，これを裏付ける証拠は同陳述書5 

のみであること，平成２９年６月２７日に原告Ｈが京都府立医大病院で受

けたプリックテストでは，小麦について陰性であったことも併せると，原

告Ｈが，平成２９年時点においても本件アレルギーに罹患していたことを

認めることはできない。 

   原告Ｈの損害及び損害額 10 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年６月に発症した全身の膨隆疹

や掻痒感等は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｈは，遅くと

も平成２２年６月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｈについて，平成

２２年６月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８

年１１月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠15 

はなく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足り

る証拠もない。したがって，原告Ｈは，平成２２年６月から平成２８年１１

月までの間の６年６か月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギー

により，全身の膨隆疹等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｈの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 20 

   慰謝料 ２００万円 

   既払金控除 １６８万２７００円 

   弁護士費用 ３万１７３０円 

   合計 ３４万９０３０円 

よって，原告Ｈの請求は，被告フェニックスに対し，３４万９０３０円及25 

びこれに対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅
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延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第１０ 原告Ｉの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｉの症状経過等 

ア 原告Ｉは，平成１９年５月ころから平成２３年７月ころまでの間，本件5 

石鹸を毎夜の入浴時主に洗顔に使用していた。たまに身体を洗う際に使用

することもあった。平成２４年１月３１日，京都府立医大病院で血液検査

及びプリックテストを受け，本件アレルギーの確定診断を受けた。 

イ 原告Ｉは，平成２２年１２月２４日，昼食に冷凍食品のお好み焼きを半

分くらい食べたところ，少しずつ体に発赤が出，手のひらから首，背中に10 

至るまで全身に赤い湿しんができてかゆくなり，下痢，嘔吐が続き，両眼

蓋が腫れ，喉がつかえる感じがしたため，同日午後４時ころタクシーで京

都第一赤十字病院を受診した。このとき，眼瞼周囲に浮腫，吐き気，身体

全体に発赤があった。医師から，原因が不明であるといわれ，アレグラを

処方された。原告Ｉは，アレグラを飲み炊事以外の家事をせず安静にして15 

いたが，腫れは３日ほど続いた。 

  原告Ｉは，平成２３年９月１１日，朝食に食パン半分ほどやコーンスー

プ等を食べたところ，手のひらから足の先まで全身がかゆくなり，全身蕁

麻疹，下痢が出現した。しばらく気を失い，夫にトイレの便器に座らせて

もらったときにはじめて自分が失禁していることに気付いた。その日は食20 

欲もなく，何もできず，一日中腫れた部分を冷やして寝た。瞼の腫れは二，

三日残った。原告Ｉは，同日が日曜日であること，安静にしていたら症状

が治まってきたこと，病院に行っても結局原因が分からないと思ったこと

から，このとき病院を受診しなかった。 

  また，原告Ｉは，同年１１月２１日，朝食でバターロール（パン）を食25 

べた後，手のひらがかゆくなり，瞼が腫れ，全身が赤く，かゆくなり，午
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前中は何もできなかった。左耳下から首回りの赤い皮疹が翌２２日夜まで

残り，瞼の腫れが二，三日残った。同年１２月１１日，夕食にてんぷらを

食べたところ，手掌及び体幹の掻痒が出た。その後も，水餃子を食べた後，

発疹，熱い感じが出現したり，平成２６年３月３０日にはパンを食べた後，

手や首，耳等に痒みが生じたり，同年５月２４日にはアイスクリームを食5 

べて耳から顔面，手の痒み，鼻づまりが生じた。 

  原告Ｉは，平成２３年１１月２５日，インフルエンザの予防接種を受け

に下野医院内科を受診したところ，前記症状について看護師から本件石鹸

によるアレルギーの可能性を指摘され，同年１２月３日同医院で血液検査

を受けたが，小麦が陰性であった。その後平成２４年１月１６日京都府立10 

医大病院を受診し，同月３１日から検査入院の上プリックテストをし，本

件アレルギーの確定診断を受けた。 

ウ 原告Ｉは，その後，同年７月２３日，平成２５年１１月１４日，平成２

６年１１月１８日，平成２７年１１月１０日，平成２８年１２月１３日プ

リックテストを受けたが，平成２６年１１月１８日まではグルパール１９15 

Ｓの溶液だけでなく小麦やパンにも陽性反応を示し，後２回では小麦及び

パンにつき陰性ないし擬陽性となったが，なおもグルパール１９Ｓの溶液

について陽性である。 

エ 原告Ｉは，これまで，アナフィラキシーショックに準ずる症状を２度経

験し，また現在もプリックテスト等での陽性反応が継続しており，その間，20 

ほんの少しの小麦摂取のみ，運動をしていなくてもアレルギー症状を起こ

すという状態が続いている。最初のアレルギー症状から小麦及びパンのプ

リックテストが陰性又は擬陽性になるまで約５年が経過しており，陰性又

は擬陽性の結果を認識してもなおアナフィラキシーショックに準ずる症状

への恐怖は消えない。医師から小麦製品を少しずつ食べることを勧められ25 

た後も，少量の麺類やたこ焼き３個程度を週に１回食べる程度にすぎず，
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症状が出るため未だパンを食べることができず，実質的には小麦製品を完

全除去した食生活が続いている。現在は，月に３回程度うどんを半玉より

少ないくらいを食べる程度で，お好み焼きは症状への恐怖から未だ一切食

べることができない。外食についても，他の人に迷惑を掛けると思い，症

状の原因が判明したときから一切していない。半年に１度程度血液検査等5 

を受けるため京都府立医大病院へ通院するが，これによる経済的負担も小

さくない。検査結果の数値の低下も極めて緩徐であり，これらによる精神

的苦痛は大きい。家事や日常生活への影響も深刻である。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｉの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｉは，本件石鹸及び10 

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は７０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

  ア 血液検査 

原告Ｉの小麦やグルテンの特異的ＩｇＥ抗体価は低下傾向にあるが，数15 

値の改善は緩慢であり，前記のとおり，プリックテストの結果も改善は極

めて緩慢であり，長期にわたる。 

  イ 小麦製品の摂取状況 

原告Ｉは，小 小麦

を制約なく摂取できているわけではない。平成２４年７月医師から自分の20 

考えで半人前から小麦製品摂取を始めるよう勧められたが，ほんの少し小

麦を摂取するだけで症状を発症するため，平成２６年１１月医師との間で

小麦製品の完全除去を継続することを確認した。原告Ｉの症状経過に照ら

せば，アレルギー症状改善状況は極めて緩慢である。 

  ウ 素因 25 

被告らは，原告Ｉの血液検査の結果につき，スギ（クラス２），ヒノキ（ク



68 

 

ラス１）に反応していることから，原告Ｉにアレルギー素因を見いだして

いるが，およそ考慮外のものである。また，原告Ｉにアレルギー性鼻炎や

花粉症の既往歴はない。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｉは，平成２３年９月１１日に意識喪失を含む重篤な症状を発症した旨5 

主張するが，原告Ｉが同日に意識を失った事実はない。また，原告Ｉの本件ア

レルギーによる症状は，最も重いものでも血圧低下や意識障害を伴うものでは

なく，アナフィラキシーショックとはいえない。また，原告Ｉは，エピペンを

継続的に処方されておらず，アナフィラキシーショックを想定した投薬を受け

ていない。 10 

   原告ＩのＩｇＥ抗体値について，平成２４年１月１６日当時小麦及びグルテ

ンのいずれについてもクラス２であったが，平成２６年１１月６日小麦につい

て陰性化し，グルテンについてもクラス１にとどまった。平成２４年１月３０

日の小麦プリックテストは陰性であった。 

   原告Ｉは，平成２４年７月２３日医師から自分の考えで小麦製品半人前から15 

開始するように勧められ，平成２５年１月１７日小麦製品を週１回食べるかど

うかという程度で症状は出ず，同年３月７日にはおかき，麩を食べても症状は

なく，同年７月４日時点でたまにアレグラ内服してうどんを食べても異常はな

かった。 

   原告Ｉは，スギ（クラス２），ヒノキ（クラス１），アレルギー性鼻炎，花粉20 

症のアトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｉは，平成２３年７月に本件石鹸の使用を中止し，同年１１月２５日の

アレルギー検査では小麦について陰性であったが，その後の平成２４年１月１

６日に加水分解コムギアレルギーと診断されている。本件アレルギーは，本件25 

石鹸の使用中止により小麦特異的ＩｇＥ抗体価が減少する傾向があり，本件石
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鹸の使用を中止しているにもかかわらず陽性に転じることは考えにくい。本件

石鹸の使用と，原告Ｉの加水分解コムギアレルギーとの因果関係には疑義があ

る。 

   仮に原告Ｉが本件石鹸の使用により本件アレルギーに罹患したとしても，原

告Ｉの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２４年１月１６日，１．６８（クラス5 

２）であったところ，平成２５年１月１７日には０．６３と擬陽性化し，平成

２６年１１月１８日には０．２８と陰性化しており，回復傾向が明らかである。

平成２４年１月３１日の小麦のプリックテストでは陰性であり，原告Ｉは，前

記抗体価の改善に伴い，遅くとも同日時点では小麦摂取可能な状態にあった。 

小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｉの通院日数は１０10 

日で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，

傷害慰謝料は低額にとどまる。原告Ｉに休業損害は特にない。症状の主訴も蕁

麻疹や軽度発赤等，軽微である。 

   原告Ｉは，平成２４年７月２３日ころ医師からうどんやそうめんを半人前か

ら始めることを勧められ，平成２５年１月１７日には小麦製品を週１回食べる15 

かどうかという程度（麺類，たこ焼き３個）であるが，症状は出ておらず，医

師からもう少し食べる量を増やしてみてはどうかと勧められており，小麦製品

を継続して摂取することができていた。 

   また，原告Ｉは，アレルゲンであるスギ２．１５（クラス２），ヒノキ０．５

２（クラス１）に反応を示しており，訴えている症状が本件アレルギーによる20 

ものか不明である。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｉの症状経過等 25 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１６の４の１，個１６の４の２，
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原告Ｉ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｉの症状経過等に

関し，以下の事実が認められる。 

   ア 原告Ｉの本件石鹸使用等 

     原告Ｉ（昭和１６年３月６日生）は，平成１９年５月２８日本件石鹸の

購入を開始し，同月ころから平成２３年７月ころまでの間，本件石鹸を，5 

毎晩の洗顔等に使用した（甲個１６の３の１）。 

   イ 原告Ｉの症状経過等 

     原告Ｉは，平成２２年１２月２４日，昼食にお好み焼き等を食べたとこ

ろ，同日午後２時ころ，全身が紅潮し，眼瞼周囲，両手背及び足背に浮腫

が出，嘔気が生じ，数回下痢をしたため，京都第一赤十字病院救命救急セ10 

ンターを受診した（甲個１６の２の２）。受診時の原告Ｉのバイタルサイ

ンは，意識清明，脈拍６８回／分，血圧１１７／６９，体温３５．８℃，

ＳｐＯ２・９６％であり，肺雑音もなかった。同病院医師は，発赤・腫脹

ともに消退傾向にあるため，アレグラ内服により自宅で様子を見てもらう

こととし，原告Ｉを帰宅させた。このとき，原告Ｉに嘔吐はなかった。 15 

     その後，原告Ｉは，平成２３年９月１１日の朝食にパンやコーンスープ

等を食べたところ，蕁麻疹や下痢が生じるなどしたほか，その後も小麦製

品を摂取して手の腫脹等が生じるなどした（甲個１６の２の１・１６，６

３頁）。 

     原告Ｉは，同年１１月２５日，近医の下野医院内科を受診し，同医療機20 

関の看護師から本件石鹸によるアレルギーの可能性を指摘さ，精査のため，

平成２４年１月１６日京都府立医大病院を受診した（同・１６頁）。同日

血液検査を受けたところ，小麦についてクラス２（１．６８），グルテン

についてクラス２（３．１０），スギについてクラス２（２．１５），ヒノ

キについてクラス１（０．５２），ω５グリアジンについて陰性であった25 

（同・３３頁）。また，同月３１日から同年２月１日まで入院の上，プリ
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ックテストを受けたところ，本件石鹸，グルパール１９Ｓ，パンについて

陽性反応を示した（同・３６，３７頁。小麦粉については陰性であった。）。 

     同病院において，原告Ｉが平成２４年４月２６日以降受けた血液検査の

結果は以下のとおりである（同・５３頁，乙イ個１６の２の１・２９頁）。 

平成２４年４月２６日 小麦 ０．９３（クラス２） 5 

グルテン １．６２（クラス２） 

平成２５年１月１７日 小麦 ０．６３（クラス２） 

           グルテン １．１４（クラス２） 

平成２６年１１月１８日 小麦 ０．２８（クラス０） 

            グルテン ０．４２（クラス１） 10 

また，原告Ｉは，平成２４年７月２３日，平成２６年１１月１８日，平

成２７年１１月１０日，平成２８年１２月１３日にプリックテストを受け

たところ，０．１％グルパール１９Ｓについてはいずれの時点でも陽性で

あったが，パンについては，平成２７年１月１０日に陰性化し，小麦につ

いては，平成２６年１１月１８日に陽性反応を示したことがあったが，そ15 

の余の時点では陰性であった（甲個１６の２の３）。 

   ウ 原告Ｉの主張について 

     原告Ｉは，平成２２年１２月２４日にアレルギー症状を発症したときに，

嘔吐もした旨主張するが，カルテ（甲個１６の２の２）の記載に反するも

ので採用できない。 20 

     原告Ｉは，平成２３年９月１１日にパンやコーンスープ等を食べたとこ

ろ，意識を失い，夫にトイレの便器に座らせてもらったときにはじめて自

分が失禁していることに気付いた旨主張し，原告Ｉ作成の陳述書及び原告

Ｉの供述はこれに沿う。しかし，原告Ｉが京都府立医大病院医師に提出し

た，自身のアレルギー発症経験を記載したメモ（甲個１６の２の１・６３25 

頁）には，その旨記載がなく，単に発赤・湿しん部分を冷やして寝ていた
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旨記載があるにすぎない。その他に，原告が，平成２３年９月に本件アレ

ルギーの症状により意識を失うなどしたことを認めるに足りる証拠はな

く，同機会に原告Ｉが意識を喪失した事実を認めることはできない。 

   オ 被告らの主張について 

     被告らは，原告Ｉの加水分解コムギアレルギーについて，本件石鹸使用5 

との因果関係を争うが，原告Ｉが本件石鹸の使用中ないしその後に経口小

麦アレルギー症状を発症していること，グルパール１９Ｓ及び本件石鹸の

プリックテストで陽性反応を示していること，グルパール１９Ｓ以外の加

水分解コムギによるアレルギーをうかがわせる事情は見当たらないこと

に照らせば，原告Ｉは，本件石鹸の使用により本件アレルギーに罹患した10 

ものと認められる。 

   原告Ｉの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年１２月に発症した全身の紅潮

や四肢の浮腫等は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｉは，遅

くとも平成２２年１２月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｉについて，15 

平成２２年１２月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平

成２８年１２月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足り

る証拠はなく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認める

に足りる証拠もない。原告Ｉは，平成２２年１２月から平成２８年１２月ま

での間の６年１か月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーによ20 

り，全身の紅潮や四肢の浮腫等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｉの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 １８０万円 

   既払金控除 １２９万円 

   弁護士費用 ５万１０００円 25 

   合計 ５６万１０００円 
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よって，原告Ｉの請求は，被告フェニックスに対し，５６万１０００円及

びこれに対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第１１ 原告Ｊの損害 

 １ 原告の主張 5 

   原告Ｊの症状経過等 

ア 原告Ｊは，平成１９年４月ころから平成２０年７月ころまでの間，本件

石鹸を，入浴時体を洗うのに使用した。平成２３年１１月１４日杢保小児

科医院で本件アレルギーの確定診断を受けた。 

   イ 原告Ｊは，平成２０年１０月ころから，腕の内側，胸，太腿辺りに蕁麻10 

疹が出，呼吸困難感が出たため，近医の吉本小児科皮膚科を受診した。症

状が軽くなるまで１か月以上要し，数回通院した。 

     原告Ｊは，同年１１月７日，北陸旅行中，昼食にそばを食べ，帰路の車

中でおやきを食べたところ，午後３時ころ，目や耳たぶが腫れ上がり，身

体に大きな膨疹が出，血管が膨れ上がり，呼吸困難で海に溺れるような感15 

覚に襲われた。同行していた友人の車で富山市民病院を受診し，このとき

四肢に膨疹が多発していたが，呼吸困難は軽快していた。同病院で深夜ま

で安静にし，富山で一泊をして帰宅した。同月１０日，つねまつ内科を受

診し，血液検査を受けたところ，小麦特異的ＩｇＥ抗体価が３．７４であ

り，別の病院である松本皮膚科での検査でも，小麦特異的ＩｇＥ抗体価が20 

６．３１であり，小麦アレルギーであったため，医師から，小麦を食べな

いよう指示された。 

     原告Ｊは，平成２１年８月２３日，旅行先で夕食に麩を食べたところ，

夜９時ころに目，耳が腫れ，顔が真っ赤になり，かゆく，全身に蕁麻疹が

広がったため，高野山病院に救急搬送された。原告Ｊは，搬送後も，体幹・25 

四肢に広がる蕁麻疹，顔面紅潮，嗄声があり，ＳｐＯ２は９６％で，末梢
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血管の確保が困難な状態であった。 

     原告Ｊは，平成２２年２月２日，すしの卵焼きを食べて，目のかゆみ，

目と耳の腫れ，呼吸困難を来し，福井診療所を受診した。卵焼きのつなぎ

に小麦が使われていた。 

   ウ 原告Ｊは，平成２３年１１月１４日杢保小児科医院でプリックテストを5 

受けたとき，最初に耳と目の膨隆疹が出現し，声が嗄れ呼吸ができなくな

り，動悸が生じ，全身に蕁麻疹が現れ，１時間半でアナフィラキシーを起

こした。その後，平成２９年２月及び同年５月に同医院で再度プリックテ

ストを受けたところ，小麦及びグルパール１９Ｓで陽性であった。 

   エ 原告Ｊは，アナフィラキシーショックに準ずる重篤な症状を複数回経験10 

し，これによる精神的肉体的苦痛は大きい。また，原告Ｊは，９年もの長

期にわたりアレルギー症状に罹患しており，その間の医療機関への通院は

２０回に及ぶ。原告Ｊは，医師らの指示に従い，小麦製品の摂取を厳格に

避けてきた。しかし，注意していても小麦を摂取してしまい，顔面，四肢

体幹の蕁麻疹や呼吸困難症状の発現を繰り返し経験した。これらの経験に15 

より恐怖心を抱き，旅行，食生活が著しく制限されている。本件石鹸の使

用を中止して８年が経過した現在においても，小麦及びグルパール１９Ｓ

のプリックテストが陽性である。原告Ｊの精神的，経済的損失は大きい。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｊのこれまで及び将来の身体的精神的経済的損

害は，悠香からの既払金を控除しても８００万を下らない。また，原告Ｊ20 

は，本件石鹸及びグルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁

護士への依頼を余儀なくされ，これによる損害は８０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

   ア カルテ上のもともと小麦アレルギーとの記載 

     被告らは，高野山病院のカルテ（甲個１７の２の１・２枚目）に，原告25 

Ｊが「もともと小麦アレルギー」を有していた旨記載があることを指摘す
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るが，原告Ｊは，本件アレルギーに罹患するまで，小麦アレルギーを有し

ていなかった。前記カルテの当該記載は，平成２０年１２月に松本皮膚科

で診断された小麦アレルギーを指摘しているにすぎない。同アレルギーは，

本件石鹸の使用により生じたものである。 

   イ 血液検査 5 

     原告Ｊの通院日数はその本件アレルギー発症期間に比して多くはないが，

これは原告Ｊの居住地の近くに専門医がおらず，特段の治療方法もないか

ら，小麦製品の摂取回避してきたためにすぎない。むしろ，原告Ｊは，前

記のとおり，平成２９年においてもプリックテストにおいて小麦及びグル

パール１９Ｓに陽性反応を示している。 10 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｊの本件アレルギーによる症状は，呼吸困難感を超える呼吸困難を伴う

ものではなく，また最も重いものでも血圧低下や意識障害を伴うものではない

のであって，アナフィラキシーショックとはいえないし，格別重度の症状が生

じたともいえない。原告Ｊは，エピペンを処方されておらず，アナフィラキシ15 

ーショックを想定した投薬を受けていない。 

   原告ＪのＩｇＥ抗体値について，平成２０年１２月５日当時小麦はクラス３

であったが，これが最終抗体値検査であり，同検査からすでに９年経過してい

ることに照らせば，現時点では陰性化していると考えられる。 

   原告Ｊに生じた症状が本件アレルギーによるものであるか疑義がある（診療20 

録参照）。原告Ｊは，平成２３年１１月１４日を最後に，医療機関の診療，又は

薬剤の処方を受けていない。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｊは，食物経口負荷試験を受けていない上，その小麦特異的ＩｇＥ抗体

価は平成２０年１１月１０日時点で３．７４（クラス３）であるが，平成２９25 

年２月１５日の小麦プリックテストは陰性である。 
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小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｊの通院日数は７日

で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，傷

害慰謝料は低額にとどまる。 

原告Ｊは，平成２１年８月２３日に通院した後，平成２５年６月１７日，平

成２９年６月１７日に通院しているが，通院間隔が大きく空いている。また，5 

原告Ｊは，もともと小麦粉アレルギーを有していた可能性がある（甲個１７の

２の１・２頁）。 

 ４ 被告片山化学の主張 

  被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 10 

   原告Ｊの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個１７の４の１，個１７の４の２ほ

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｊの症状経過等に関し，以下の

事実が認められる。 

   ア 原告Ｊの本件石鹸使用等 15 

     原告Ｊ（昭和１６年２月２５日生）は，平成１９年４月１７日，本件石

鹸を４個購入し，同月ころから平成２０年７月ころまで洗顔や入浴時に体

を洗うのに使用した（甲個１７の３の１）。 

   イ 原告Ｊの症状経過等 

     原告Ｊは，平成２０年１０月ころ，四肢の膨疹や呼吸困難感が出るなど20 

したため，このころ以降，吉本小児科皮膚科，富山市立富山市民病院，つ

ねまつ内科，松本皮膚泌尿器科を受診し，つねまつ内科及び松本皮膚泌尿

器科で血液検査を受けたところ，小麦についていずれもクラス３（３．７

４，６．３１）であった。原告Ｊは，同年１１月つねまつ内科で小麦アレ

ルギーと診断された（甲個１７の１の２，個１７の１の３，個１７の１の25 

４，個１７の４の１）。その後も，原告Ｊは，平成２１年８月や平成２２
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年２月ころに，小麦製品を摂取して，全身に蕁麻疹を発症することがあっ

た（甲個１７の１の６，個１７の２の１）。 

     原告Ｊは，平成２３年１１月１４日，杢保小児科医院でグルパール１９

Ｓのプリックテストを受けたところ，強陽性であった（甲個１７の１の１）。

また，平成２９年２月１５日に受けたプリックテストでは，小麦及びグル5 

パール１９Ｓについて陽性反応を示した（甲個１７の１の７）。 

   ウ 被告らの主張について 

     被告らは，原告Ｊに係るカルテ（甲個１７の２の１・２枚目）の記載を

もって，原告がもともと小麦アレルギーであった可能性を指摘するが，当

該記載は，平成２０年１１月に診断を受けた小麦アレルギーについて，原10 

告Ｊが申告したものにすぎない。前記被告らの主張には理由がない。 

   原告Ｊの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２０年１０月に発症した四肢の膨疹

等は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｊは，遅くとも平成２

０年１０月ころに本件アレルギーを発症した。しかしながら，原告Ｊが現時15 

点においても小麦を摂取した場合にアレルギー症状を誘発し得る状態にある

か否かについては，最近の経口負荷試験の結果は明らかでなく，平成２９年

２月のプリックテストの結果があるにすぎない。弁論の全趣旨によれば，プ

リックテストの結果とアレルギー症状誘発の有無は必ずしも相関しないこと

が認められ，これをもって，同月時点もなお小麦摂取によりアレルギー誘発20 

し得る状態にあったということはできない。原告Ｊについて，平成２０年１

０月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２５年１２

月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，

また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠も

ない。原告Ｊは，平成２０年１０月から平成２５年１２月までの間の５年３25 

か月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，四肢の膨疹
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等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｊの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 １８０万円 

   既払金控除 １３２万円 

   弁護士費用 ４万８０００円 5 

   合計 ５２万８０００円 

よって，原告Ｊの請求は，被告フェニックスに対し，５２万８０００円及

びこれに対する平成２４年５月９日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第１２ 原告Ｋの損害 10 

 １ 原告の主張 

   原告Ｋの症状経過等 

   ア 原告Ｋは，平成２１年４月ころから平成２２年９月ころまでの間，本件

石鹸を毎朝晩の洗顔（ダブル洗顔）に使用した。平成２３年８月１７日に

相模原病院で本件アレルギーと診断された。 15 

   イ 原告Ｋは，平成２２年４月ころから目の周囲の腫れを自覚するようにな

った。また，洗顔時にくしゃみや鼻水，目頭等の粘膜がかゆくなることが

増えていったが，本件石鹸が原因であるとは思わなかったため，本件石鹸

の使用を続けた。 

     原告Ｋは，同月７日ころ，昼食にラーメンを食べて３０分ほどしてから，20 

急に目の周囲が腫れ，くしゃみが出るなどし，腫れが完全に引くまでは四，

五日かかった。原告Ｋは，同月１５日，再度目の周囲が腫れたため，花粉

症を疑って平田クリニックを受診したが，花粉症ではないと言われ，原因

不明であったが，アレグラ等を処方された。同月下旬，イタリア料理を食

べ，駅まで歩いて電車に乗った際，急に目が腫れ，目の周囲がかゆくなっ25 

た。友人ともんじゃ焼きをたべた後も同じような痒みを感じ，顔が腫れ，
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腫れが引くまで数日かかった。 

     原告Ｋは，同年７月２日，朝食に大きめのパンを食べ，家から駅まで１

５分ほど歩いたところ，通勤電車の中で突然顔が腫れ出し，顔の上半分，

特に眼蓋や目の粘膜部分がひどく腫れ，気道が塞がりはじめ息苦しくなっ

たため，仕事を休み，平田クリニックを受診した。このとき医師から小麦5 

アレルギーと思われる旨告げられ，腫れが引くには数日かかる，次に症状

が出て気道が腫れてしまえば命の保証はないため小麦は絶対に口にしな

いようにと指示された。原告Ｋは，翌日結婚披露パーティーを予定してい

たため，腫れを何とかしてほしいと医師に告げたものの，劇的に軽減する

方法はないと言われ，ステロイドの入った軟膏を渡されただけであった。10 

翌３日の結婚披露パーティーは，顔の腫れを隠すことができず，思い出し

たくない過去になってしまった。その後，小麦を少量摂取したところ，少

し目が腫れることがあった。 

   ウ 原告Ｋは，平成２３年８月１７日，相模原病院医師から，小麦を摂取し

ないこと，小麦を食べて運動をしないこと，アスピリン等の非ステロイド15 

性抗炎症薬の服用と並行しての小麦の摂取を避けること，醤油，ビール，

麦茶程度であれば飲んでもよいと言われたが，当時妊娠中であり，薬を服

用することができなかったため，醤油等も口にすることができなかった。

同年９月１４日にナッツアーモンドキャラメルを食べたところ，小麦成分

が含まれており，目がかゆくなり，チョコレートを食べても目がかゆくな20 

ることがあった。 

     平成２４年２月の出産後も，授乳中は母乳を通じて薬が子供に伝わるた

め，妊娠中と同じ状態が続き，卒乳の平成２５年４月ころまでの間，小麦

を一切摂取することができなかった。誤って小麦を摂取してしまうことも

あったが，その場合２時間ほど動くことができなかった。 25 

   エ 原告Ｋは，人生最大のイベントである結婚披露パーティーが本件アレル
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ギーのため台無しになり，妊娠・育児中はより一層小麦製品の除去に細心

の注意を払う必要があり，多大な精神的苦痛を受けた。現在も第２子を妊

娠しており，小麦を避けることを余儀なくされる生活を続けている。小麦

製品を避けることによる食育への影響も懸念される。 

     原告Ｋは，平成２２年４月から平成２３年９月までの１年半にわたり，5 

通院を余儀なくされた。通院日数は４日であり，平成２５年４月ころ以降

は小麦製品の摂取量を少しずつ増やしているが，その後も平成２７年１０

月に生麩を食べた際に目のかゆみ，腫れ，蕁麻疹，寒気が出，アレグラを

服用して安静にするなど，症状が出ていた。調味料やお茶であっても反応

することがあるため，アレグラを常に持ち歩き，症状が出たら飲むという10 

対処を続けている。現在特異的ＩｇＥ抗体価も落ち着いており，医師から

小麦の摂取自体を禁じられていないが，原告Ｋが小麦摂取について細心の

注意を払い，徐々に食べることができる量が増えるよう努力をしてきた結

果である。検査結果が少ないのは，原告Ｋの本件アレルギー発症期間中で

あるが，妊娠・授乳や育児に時間を割いたためである。 15 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｋの身体的精神的苦痛等による損害は，悠香か

らの既払金を控除しても５００万円を下らない。また，原告Ｋは，本件石

鹸及びグルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依

頼を余儀なくされ，これによる損害は５０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 20 

   ア 血液検査 

     原告Ｋの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２２年５月１９日時点でクラ

ス１であったが，その後も同年９月まで本件石鹸を使用していたから，同

月までに本件アレルギーが重篤化した可能性が高い。実際に，原告Ｋが平

成２３年８月に受けたプリックテストでは，小麦について強陽性となり，25 

パンもクラス２，そばもクラス１，０．０１％グルパール１９Ｓもクラス
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３，０．１％グルパール１９Ｓもクラス４であった。 

   イ 小麦製品の摂取状況 

     原告Ｋは，医師から小麦製品摂取を勧められた後も，転居，妊娠，授乳

のため，アレルギー薬を避ける必要があり，そのために小麦製品の摂取を

回避してアレルギー症状の発症を抑えた。 5 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｋの本件アレルギーによる症状は，息苦しさを伴うものではなく，いず

れも蕁麻疹と顔の腫れに止まっており，比較的軽度である。原告Ｋは，エピペ

ンを処方されたことがなく，アナフィラキシーショックを想定した投薬を受け

ていない。 10 

   原告ＫのＩｇＥ抗体値について，平成２２年５月１９日当時小麦がクラス１

であったが，平成２３年８月１７日時点で小麦及びグルテンのいずれについて

も陰性であった。 

   原告Ｋは，平成２３年９月１４日医師から今後本件アレルギー症状について

もっと良くなっていき，小麦製品を食べられるようになると思われるから，自15 

己判断で食べてみてもよいと言われた。 

   原告Ｋは，平成２３年以降，本件アレルギーの治療のために医療機関を受診

したことはない。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｋの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２２年５月１９日，０．６８と擬20 

陽性であり，少なくとも同日ころ特段の支障なく小麦摂取可能であったと考え

られるほか，平成２３年８月１７日には陰性化し，回復傾向が明らかである。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｋの通院日数は０日

（総通院日数でも２日）で，症状による入院はなく，積上方式によったとして

も，治療費，交通費，傷害慰謝料は低額にとどまる。原告Ｋの症状は，眼の腫25 

れ程度であり，その回数も数回程度で，軽微である。原告Ｋは，平成２７年１
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０月の生の麩を食べて症状が出た旨主張するが，本件アレルギーによる症状か

不明である。本件アレルギーの検査のために仕事を休んだのは２回のみであり，

休業損害もほとんど発生していない。 

   原告Ｋは，平成２３年９月１４日，医師から，今後本件アレルギーがもっと

良くなっていき，小麦製品を食べられるようになると思われる，出産後自己判5 

断で食べてもよいと言われ，少なくとも平成２３年９月１４日ころ小麦摂取可

能な状態にあるものと診断された。原告Ｋの主な症状の主訴は，眼の腫れ程度

であり，症状が軽微である上，同症状の発症もカルテ上数回のみである。また，

原告Ｋは，最終通院日である平成２３年９月１４日以降長期にわたり通院して

いないが，これは小麦アレルギーの発症の心配がなくなったからである。 10 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｋの症状経過等 

    前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個２１の４の１，個２１の４の２，15 

原告Ｋ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｋの症状経過等に

関し，以下の事実が認められる。 

   ア 原告Ｋの本件石鹸使用 

     原告Ｋ（昭和５６年８月１９日生）は，平成２１年４月ころ友人から本

件石鹸をもらうようになり，同年７月からは自分で月に１個程度の購入を20 

始め，同年４月以降平成２２年９月ころまでの間，本件石鹸を毎朝晩の洗

顔に使用した（甲個２１の３の１，個２１の４の１）。 

   イ 原告Ｋの症状経過等 

     原告Ｋは，平成２２年４月ころ，眼瞼浮腫を発症するようになり，平田

内科泌尿器科クリニックを受診するなどしたが，原因が分からず，アレグ25 

ラ等を処方された（甲個２１の２の２・１枚目）。同年５月１９日，国立
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病院機構相模原病院（以下「相模原病院」という。）で血液検査をしたと

ころ，小麦についてクラス１（０．６８）であった（甲個２１の２の１・

１頁）。原告Ｊは，その後も小麦製品を摂取して，眼瞼が腫れるなどし，

眼瞼が腫れたまま自己の結婚披露パーティーに出ざるを得ないこともあ

った（甲個２１の２の２・２枚目，個２１の４の１）。 5 

     原告Ｋは，平成２３年８月１７日相模原病院で血液検査及びプリックテ

ストを受けたところ，血液検査では小麦，グルテン，ω－５グリアジンの

いずれについても陰性であったが，プリックテストでは，パン，小麦，グ

ルパール１９Ｓのいずれについても反応があり，本件アレルギーと診断さ

れた（甲個２１の１の１，個２１の２の１・４頁）。原告Ｊは，同病院医10 

師から，小麦を摂取すること，小麦摂取後運動をすること，ＮＳＡＩＤｓ

（非ステロイド性抗炎症薬）と小麦を併用することはしてはならないが，

醤油，ビール，麦茶は飲んでみてもよいこと，出産後は自己判断で小麦製

品を食べてみてもよいと教示したが，原告Ｊは当時妊娠していたため，小

麦摂取を控えた（甲個２１の２の２・１１，１２頁）。 15 

   原告Ｋの損害及び損害額 

    症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年４月ころに発症した眼瞼浮腫

は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｋは，遅くとも平成２２

年４月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｋについて，平成２２年４月

以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８年２月ころ20 

までに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，また，

同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠もない。

原告Ｋは，平成２２年４月から平成２８年２月までの間の５年１１か月，本

件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，眼瞼浮腫等の症状を

発症した。 25 

   以上を勘案し，原告Ｋの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 
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   慰謝料 １７０万円 

   既払金控除 １２３万円 

   弁護士費用 ４万７０００円 

   合計 ５１万７０００円 

よって，原告Ｋの請求は，被告フェニックスに対し，５１万７０００円及5 

びこれに対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第１３ 原告Ｌの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｌの症状経過等 10 

   ア 原告Ｌは，平成２１年１月ころから同年６月ころまでの間，本件石鹸を

毎朝晩各２回ずつ洗顔に使用し，同月ころから同年１２月ころまでの間，

身体を洗うのに使用した。平成２３年１２月２６日宇治武田病院で本件ア

レルギーの確定診断を受けた。 

   イ 原告Ｌは，平成２１年６月ころから，パンやうどんを食べた後，たびた15 

び目や鼻がかゆくなり，鼻水が止まらないことがあったため，近医の眼科

を受診したが，原因が分からなかった。そうした症状は運動や入浴等で体

が温まっているときに顕著であった。 

     原告Ｌは，平成２３年１０月ころ，本件石鹸によるアレルギーに関する

報道に接し，悠香に連絡したところ，診断書をとるように言われたため，20 

同年１２月２６日宇治武田病院で血液検査及びプリックテストを受け，医

師から本件アレルギーと診断された。このとき，医師から小麦製品摂取し

ないようにとの指示はなかった。 

     原告Ｌは，平成２４年５月２８日，昼食にパンとパスタを食べ，自転車

に乗っていたとき，突如全身に蕁麻疹が出，目の周りを中心に顔が腫れ，25 

動悸が激しくなり，何とか帰宅したものの，夕方ころに目が開かないほど
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に腫れ，夜になっても症状が治まらなかった。原告Ｌは，午前０時ころタ

クシーで宇治武田病院を受診した。担当医がいなかったため，投薬を受け

安静にした後帰宅した。しかし，蕁麻疹や目の腫れ，動悸が翌２９日にな

っても治まらなかったため，再度宇治武田病院を受診したところ，同日の

血液検査の結果小麦とグルテンの抗体価が上昇していたことや，症状の程5 

度を受けて，医師から小麦摂取の完全禁止を指示された。 

   ウ 原告Ｌは，その後も二，三か月毎に宇治武田病院を受診した。平成２４

年７月３０日に，医師から，小麦はつなぎまでは食べてもよいと指示され

たが，このころ入浴後には上肢や腹部が赤くなることが続いており，平成

２５年５月１４日当時も，アレロックを服用しているものの蕁麻疹が上半10 

身中心に特に顔に２日に１回くらい出ており，お菓子を食べた場合にも出

るという状態であり，血液検査及びプリックテストで陽性反応が出た。 

   エ 原告Ｌは，平成２４年５月２８日の症状により強い恐怖と不安を受け，

以降小麦製品を摂取しないよう気を付けた生活を余儀なくされている。ま

た，本件アレルギー罹患以降二，三か月に１回のペースで医療機関を受診15 

し，ザイザルの投薬を受け，またアレロックを毎朝晩服用するとともに，

かゆみ止めの薬（ロコイド）も毎日使用している。このような通院は家事

を休むなどの休業を伴い，診察料，薬代の負担もある。原告Ｌは，同日の

重篤な症状を受け，医師から小麦製品の完全除去を指示されて以降，平成

２８年４月に至っても小麦をとっていない状態であり，気付かずに小麦を20 

摂取してしまった後の行動制限も負担が大きい。食事制限のため，外食や

旅行も制限されている。食品だけでなく，シャンプーや化粧品に小麦が含

まれていないかも気にする必要がある。平成２８年に外食で生パスタやパ

ンを食べたところ，顔全体が腫れ上がり，特に片目が開かないほどの状態

になったものであり，アレルギー症状が残っている。出勤前には小麦製品25 

をとらないようにしているが，赤みや痒みが出た場合，これらによる仕事
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への影響も懸念される。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｌの精神的経済的損害は，悠香からの既払金を

控除しても５００万円を下らない。また，原告Ｌは，本件石鹸及びグルパ

ール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余儀なく

され，これによる損害は５０万円を下らない。 5 

   被告らの主張に対する反論 

   ア 血液検査 

     被告らは，原告Ｌの血液検査及びプリックテストの結果が回復傾向を示

す旨主張するが，同各検査結果によれば，平成２５年５月１４日時点にお

いても血液検査について小麦及びグルテンのいずれについても陽性，プリ10 

ックテストも陽性と，回復は極めて緩慢である。実際，原告Ｌは，平成２

６年９月２６日及び同年１２月６日，医師に，小麦を食べていない旨申告

している。 

   イ 小麦製品の摂取状況 

     原告Ｌは，平成２３年１２月２６日に初めてアレルギー症状の原因が小15 

麦であることを認識したのであり，それまでは原因が分からないまま小麦

製品を摂取していた。その後も医師から小麦製品摂取を禁じられるまでは

一時的に少量の小麦を摂取することがあったが，その結果，平成２４年５

麦の量は，つなぎに使用されている程度であり，また，ザイザルを服用し20 

た上でのことであり，制約なく小麦製品を摂取できていたわけではない。 

   ウ 因果関係 

     原告Ｌは，グルパール１９Ｓのプリックテストで陽性が確認されており，

平成２４年５月２８日にパン等を摂取してアナフィラキシー症状を呈し

たのであって，このような症状はこれまでなかったのであるから，同各症25 

状は本件アレルギーによるものである。 
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 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｌの本件アレルギーによる症状は，いずれも蕁麻疹と顔の腫れ等であり，

比較的軽度である。平成２４年５月２８日に全身蕁麻疹が生じた事実はない。

また，原告Ｌは，エピペンを継続的に処方されておらず，アナフィラキシーシ

ョックを想定した投薬を受けていない。 5 

   原告ＬのＩｇＥ抗体値について，平成２５年５月１４日当時小麦及びグルテ

ンのいずれについてもクラス１であった。同検査からすでに４年経過し，現時

点では陰性化していると推定できる。 

   原告Ｌは，平成２４年３月２７日時点でうどんもパンも食べることができて

いた。 10 

   原告Ｌは，ヤケヒョウダニ（クラス３），ハウスダスト１（クラス３），スギ

（クラス５），ヒノキ（クラス３），ブタクサ（クラス１），カニ（クラス２），

エビ（クラス２）の重篤なアトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｌの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２３年１２月２６日，０．４５と15 

擬陽性であり，当初から特段の支障なく小麦製品を摂取できる状態にあったと

考えられる。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｌの通院日数は０日

（総通院日数でも１７日）で，症状による入院はなく，積上方式によったとし

ても，治療費，交通費，傷害慰謝料は低額にとどまる。 20 

   原告Ｌは，平成２３年１２月２６日ころパンやうどんを食べており，小麦製

品を継続して摂取できていたほか，主な症状の主訴は蕁麻疹のみであり，症状

は軽微である。また，もともと温まると蕁麻疹が出るほか，運動後や入浴後に

体が赤くなる症状を有しており，小麦摂取と関係なく蕁麻疹を発症していたの

であり，蕁麻疹が本件アレルギーによるものか不明である。 25 

また，原告Ｌは，花粉症の既往があり，アレルゲンであるヤケヒョウダニ１
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５０（クラス５），ヒノキ９．８９（クラス３），ブタクサ０．５１（クラス１），

カニ２．５５（クラス２），えび２．５３（クラス２），カモガヤ７６．００（ク

ラス５）に反応しており，訴えている症状が本件アレルギーによるものか不明

である。 5 

   さらに，イネ科花粉症から合併して小麦に対するＦＤＥＩＡを発症する者も

いるところ（乙イＢ２７），原告Ｌはアレルゲンとしてのカモガヤに反応を示し

ており，イネ科花粉症の疑いがあり，これにより小麦に対するアレルギーを発

症した可能性がある。 

 ４ 被告片山化学の主張 10 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｌの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個２４の４の１，個２４の４の２ほ

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｌの症状経過等に関し，以下の15 

事実が認められる。 

   ア 原告Ｌの本件石鹸使用等 

     原告Ｌ（昭和４４年２月１６日生）は，平成２１年１月２２日本件石鹸

の購入を開始し，同月以降，同年１２月ころまでの間，本件石鹸を，同年

６月ころまでは毎朝晩の洗顔に，同月以降同年１２月ころまでは体を洗う20 

のに使用した（甲個２４の３の１）。 

   イ 原告Ｌの症状経過等 

     原告Ｌは，平成２３年１０月ころ，本件石鹸による被害情報に係る報道

に接し，このころ以前から顔に痒みが生じるなどしていたため，同年１２

月２６日，宇治武田病院を受診し，血液検査及びプリックテストを受けた25 

ところ，血液検査では，小麦について０．６０（クラス１），グルテンに
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ついて０．６０（クラス１），ω５グリアジンについて陰性であり（甲個

２４の２の１・３，４枚目），プリックテストでは，グルパール１９Ｓに

ついて陽性反応を示した（同・１枚目）。原告Ｌは，その後も，小麦製品

を摂取して，蕁麻疹が出たり（同・２枚目），顔が赤らんだり（同・２，

３枚目ほか），目の周りに掻痒を伴う湿しんができたりした（乙イ個２４5 

の２の１・６頁）。原告Ｌは，平成２５年５月１４日血液検査を受け，小

麦について０．６４（クラス１），グルテンについて０．４１（クラス１）

であり，同月２０日に受けたプリックテストでは，グルパール１９Ｓにつ

いてなお陽性反応を示した（同・甲個２４の２の２・４，５枚目）。 

   ウ 原告Ｌの既往歴等 10 

     原告Ｌは，本件当時，カニ，エビアレルギーを有しており，花粉症であ

った（乙イ個２４の２の１・３頁）。 

   エ 原告Ｌの主張について 

     原告Ｌは，平成２２年１月ころから小麦製品摂取後に目や鼻が痒くなり，

鼻水が止まらないようになったことがあったなどと主張し，原告Ｌ作成の15 

陳述書はこれに沿う。しかし，その余にこれを裏付ける証拠はなく，また，

同症状が小麦製品摂取後のものであることや，本件アレルギーによるもの

であることを認めるに足りる証拠はない。 

     また，原告Ｌは，平成２４年５月に小麦製品を摂取して全身蕁麻疹を発

症した旨主張するが，原告Ｌが医療機関（宇治武田病院）を受診したのは20 

翌日であったことや，その宇治武田病院のカルテによれば，診察医が原告

Ｌに蕁麻疹を認めたものの，アレグラを処方するにすぎなかったこと（甲

個２４の２の１・３枚目）などを考慮すれば，当時，原告Ｌが，比較的程

度の重い症状である全身の蕁麻疹を発症したことを認めるに足りない。 

   原告Ｌの損害及び損害額 25 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２３年１０月ころに発症した顔のか
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ゆみや蕁麻疹等は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｌは，遅

くとも平成２３年１０月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｌについて，

平成２３年１０月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平

成２７年５月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる

証拠はなく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに5 

足りる証拠もない。原告Ｌは，平成２３年１０月から平成２７年５月までの

間の３年８か月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，

蕁麻疹等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｌの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 １４０万円 10 

   既払金控除 １２０万円 

   弁護士費用 ２万円 

   合計 ２２万円 

よって，原告Ｌの請求は，被告フェニックスに対し，２２万円及びこれに

対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害15 

金の支払を求める限度で理由がある。 

第１４ 原告Ｍの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｍの症状経過等 

   ア 原告Ｍは，平成２０年ころから平成２３年３月ころまでの間，本件石鹸20 

を毎晩の洗顔に使用した。平成２４年６月８日福井大学附属病院で，本件

アレルギーの確定診断を受けた。 

   イ 原告Ｍは，平成２１年１０月ころから運動中に体に痒みを感じ始めた。

その後，平成２２年７月２日午後２時ころにパンを食べ，午後７時ころ春

巻きか餃子のどちらかを食べた後，荷物を運んでいたところ，両目がかゆ25 

くなり，充血し，眼瞼や両ほほ等の腫れが進行し，目が開かなくなった。
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夫の運転で丹南病院を受診し，このとき眼瞼浮腫及び結膜の充血があった

ものの原因が分からず，アレルギー性結膜炎と診断され，抗アレルギー剤

エバステルの処方を受けた。 

     原告Ｍは，平成２２年１２月７日朝，全身に発赤，発疹，痒み，目の腫

れを伴う蕁麻疹が出たため，平井皮ふ科を受診した。平成２３年３月にも，5 

パンを食べ，その直後ソフトバレーボールをしたところ，抗アレルギー剤

を服用しているにもかかわらず，両目及び両ほほの顔全体がひどく腫れた。

また，このころ，痒みや発赤が日常的に出ていた。同月，平井眼科で血液

検査を受けたところ，小麦の値が１１３．００（基準値１．３９）と高く，

小麦アレルギーであることが分かった。その後，悠香からのはがきで本件10 

アレルギーを知り，同年６月８日福井大学附属病院でプリックテストを受

け，本件アレルギーであることが分かった。 

原告Ｍは，その後も一口程度の小麦製品の摂取で運動後に痒みや眼瞼腫

脹が出，発赤や発疹等が日常的に出ているため，ザイザルを毎日服用し，

定期的に病院を受診し処方を受けている。 15 

   ウ 原告Ｍは，平成２１年７月ころ以降本件アレルギーの症状に悩まされて

きており，直近の通院日である平成２９年６月１６日時点でも引き続き食

事をして運動をすると顔が腫れたり，痒みが出たり，発赤が出たりしてい

る。平成２２年７月２日の前記症状を発症し原因の分からない恐怖を経験

してから，いつ同じような症状が出るか不安な日々を過ごしている。通院20 

回数は１００回程度にも及ぶ。 

     小麦製品全般につき前記恐怖のために摂取することができず，摂取後は

趣味のソフトボールはおろか外出もできない。旅行もできず，外食も困難

になり，人間関係にも大きな影響がある。家事の負担も増えた。また，小

麦摂取による体調不良等により仕事にも影響が出ており，精神的負担等は25 

大きい。 
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   エ 以上の事情に鑑み，原告Ｍの精神的経済的損害は，悠香からの既払金を

控除しても５００万円を下らない。また，原告Ｍは，本件石鹸及びグルパ

ール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余儀なく

され，これによる損害は５０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 5 

   ア 血液検査 

     原告Ｍ

イのとおり，現時点においても小麦摂取後運動すると症状が出ており，特

段の支障なく小麦製品摂取可能であるとはいえない。 

   イ 因果関係 10 

     被告らは，血液検査でのスギやダニへの反応を指摘するが，本件アレル

ギーと関係はなく，特別なものではない。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｍの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも顔の腫れや蕁麻疹

にとどまっており，意識障害や血圧低下を伴うものではなく，アナフィラキシ15 

ーショックとはいえない。また，原告Ｍは，エピペンを継続的に処方されてお

らず，アナフィラキシーショックを想定した投薬を受けていない。 

   原告ＭのＩｇＥ抗体値について，平成２４年６月８日当時小麦及びグルテン

のいずれについてもクラス２であったが，これが最終抗体値検査であり，同検

査からすでに５年経過し，現時点では陰性化していると推定できる。 20 

   原告Ｍは，平成２５年９月２７日ころ週３回ソフトバレーがある日は昼から

小麦製品を避けているにすぎず，一口くらいならパン，クッキー，ケーキを食

べることもできていた。 

   原告Ｍは，スギ及び大豆でＩｇＥ抗体値陽性であり，アレルギー性鼻炎，花

粉症のアトピー素因を有する。 25 
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 ３ 悠香の主張 

   原告Ｍの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２４年６月８日，１．２９（クラ

ス２）であるが，以降抗体価検査を受けていない。同検査から５年６か月経過

し，同ＩｇＥ抗体価はかなり以前の時点で陰性化していると考えられる。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｍの通院日数は３７5 

日で，症状による入院はない。 

   原告Ｍは，本件アレルギー発症後時期が不明であるがパンを食べているほか，

平成２５年９月２７日ころソフトバレーがある日には昼以降小麦製品を避けて

いるという状態にすぎなかったから，運動をしなければ，小麦摂取可能であっ

た。本件アレルギーによる症状についても，眼や額の腫れといったものにとど10 

まり，救急搬送等の事実もなく，症状は軽い。 

また，原告Ｌは，アレルゲンであるスギ１．２９，カンジダ１．９８，ヤケ

ヒョウダニ０．４３，コナヒョウダニ０．４８，ハウスダスト１・０．５０，

ハウスダスト２・０．４８に反応しており，大豆も陽性とされていることを考

慮すると，訴えている症状が本件アレルギーによるものか不明である。 15 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｍの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個２８の４の１，個２８の４の２ほ20 

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｍの症状経過等に関し，以下の

事実が認められる。 

   ア 原告Ｍの本件石鹸使用等 

     原告Ｍ（昭和３８年６月１５日生）は，平成２０年ころ友人から本件石

鹸を分けてもらい，また同年９月以降自分でも購入して友人に分けるなど25 

し，平成２０年ころから平成２２年末ころまでの間，本件石鹸を，毎晩の
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洗顔に使用した（甲個２８の３の１，個２８の４の１）。 

   イ 原告Ｍの症状経過等 

     原告Ｍは，平成２２年７月２日，昼食後午後２時ころにパン等を食べ，

夕食にも小麦製品を摂取して，車で子供を迎えに行き，荷物を運ぶなどし

ていたところ，両眼が痒くなり，両眼瞼浮腫や結膜の充血等が生じたため，5 

午後９時半ころ公立丹南病院の救急外来を受診した（甲個２８の２の１・

２１頁，個２８の２の２）。受診時，原告Ｍのバイタルサインは，血圧１

０４／７５，体温３６．６℃であった（甲個２８の２の２）。同眼瞼浮腫

等は，翌日になっても治まらず，同月５日にも腫れの強かった右目周囲の

腫れは治まらなかった（甲個２８の２の３）。 10 

     原告Ｍは，同年１２月７日，全身に発赤，発疹，痒み，眼の腫れを伴う

蕁麻疹が生じたため，平井皮膚科を受診し，血液検査等をしたが，原因は

分からなかった（甲個２８の２の４）。その後，原告Ｍは，平成２３年３

月２８日，平井眼科内科クリニックで血液検査を受けたところ，小麦につ

いて検査値が１１３．００（１．３９以下が陰性）であり（甲個２８の２15 

の７），悠香から本件アレルギーに関するハガキを受け（甲個２８の３の

１），精査のため，福井大学医学部付属病院を受診した（甲個２８の２の

１）。同病院で，平成２４年６月８日に受けた血液検査では，小麦につい

て１．２９（クラス２），グルテンについて１．９２（クラス２），ω－５

グリアジンについて陰性であり（甲個２８の２の１・１８頁），グルパー20 

ル１９Ｓのプリックテストでは陽性反応を示した（甲個２８の１の１，個

２８の２の１・２１頁）。また，原告Ｍは，平成２５年９月２７日にもグ

ルパール１９Ｓのプリックテストを受けたが，陽性であった（甲個２８の

２の１・２４頁）。 

   ウ 原告Ｍの既往歴等 25 

     原告Ｍは，本件当時，スギやダニ，ハウスダストについてアレルギーを
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有していた（甲個２８の２の４・４頁）。 

   エ 原告Ｍの主張について 

     原告Ｍは，平成２１年１０月ころから運動中に体に痒みが出始めた旨主

張し，カルテ上も，原告Ｍが同様の主訴をしていたことが認められる（甲

個２８の２の１・２１頁ほか）。しかし，その経緯も不明であり，痒みの5 

生じた場所も明らかではないから，同主訴をもって，原告Ｍが同月ころに

本件アレルギーを発症したことを認めるに足りない。 

     また，原告Ｍは，平成２８年５月以降にも，小麦製品摂取後に顔が腫れ

るなどのアレルギー症状を発症した旨主張し，相木病院のカルテにも同趣

旨の記載がある（甲個２８の２の６）。しかしながら，同カルテは，その10 

記載が原告の主訴にすぎないのか，医師が確認した事項であるのか判然と

しないものであり，このころのアレルギー検査結果も添付されていないも

のであるから，当該カルテの記載をもって，原告Ｍが平成２８年５月以降

にも小麦製品摂取後アレルギー症状を発症したと認めることはできない。

その余に同事実を認めるに足りる証拠はない。 15 

   原告Ｍの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年７月に発症した眼瞼浮腫等の

症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｍは，遅くとも平成

２２年７月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｍについて，平成２２年

７月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８年５月20 

ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，

また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠も

ない。原告Ｍは，平成２２年７月から平成２８年５月までの間の５年１１か

月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，全身蕁麻疹等

の症状を発症した。 25 

   以上を勘案し，原告Ｍの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 
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   慰謝料 １８０万円 

   既払金控除 １６８万円 

   弁護士費用 １万２０００円 

   合計 １３万２０００円 

よって，原告Ｍの請求は，被告フェニックスに対し，１３万２０００円及5 

びこれに対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

第１５ 原告Ｎの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｎの症状経過等 10 

ア 原告Ｎは，平成２１年３月ころから同年６月ころまでの間，及び同年９

月に，本件石鹸を毎朝晩の洗顔に使用した。平成２４年７月３日滋賀医科

大学医学部付属病院で本件アレルギーの確定診断を受けた。 

イ 原告Ｎは，平成２１年９月ころ，本件石鹸で洗顔後すぐに顔全体が赤く

なり，痒みが生じ，これらが数時間続いたが，その後も本件石鹸使用後同15 

様に顔全体が痒くなることが続いた。痒みの原因が本件石鹸にあるのでは

ないかと思い，同月ころ本件石鹸の使用を中止した。 

  原告Ｎは，同月中旬ころから秋分の日ころの間のどこかで，昼食にパン

を食べ，おやつにまんじゅうを食べて公園の駐車場まで荷物を取りに行っ

たところ，急に，左上唇が毛虫に刺されたように腫れ，その後腫れが顔全20 

体や背中全体にまで広がったため，帰宅した。翌朝には症状が治まってい

たため，病院へは行かなかった。同年１０月１日出勤直後上唇が腫れ，そ

の後顔全体が腫れてきて，目が開けられない状態になり，背中や腹部，お

尻，手のひら，足の裏，太腿が腫れ上がり，全身が真っ赤になって痒みが

出，全身ミミズ腫れのようになった。原告Ｎは，仕事を早退し，瀬田医院25 

を受診したが，アレルギーと診断されるのみで原因は分からなかった。そ
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の後，２週間に一度程度，朝食で小麦等をとった後の午前中，小走りを開

始して５分後くらいのときに，動悸，唇のしびれ，蕁麻疹，紅潮を見るよ

うになった。 

  原告Ｎは，平成２２年１月１３日朝食にパンを食べ，出勤後ロッカーま

で小走りで移動したところ，その後の仕事中に目がちかちかし，動悸も激5 

しくなり，全身が痒くなり，意識が遠のく感じがした。その場がオーブン

の近くであったため，そばを離れようとしたところ，目の前が真っ白にな

って意識を失い倒れた。このとき，同僚に支えられたため，床に頭を打つ

などはなく，一，二分で意識が戻ったが，その後も全身に痒みがあり，強

い悪寒がし，腹痛もあったため，医務室で休んだ後仕事を早退し，湖山ク10 

リニックを受診した。同クリニックでの血液検査では原因は分からなかっ

たが，原告Ｎの当該症状は，アナフィラキシーショック又はこれに準ずる

症状である。原告Ｎは，同月１４日大津市民病院を受診し，血液検査を受

けたところ，小麦３０．４（クラス４），グルテン４２．５（クラス４）で

あり，医師から，小麦が原因の食物依存性運動誘発アナフィラキシーの疑15 

いであると診断され，また，なるべく小麦の摂取をしないこと，摂取した

場合食後の運動には注意することを指示され，ポララミン錠（抗ヒスタミ

ン）を処方された。 

ウ 原告Ｎは，その後，休日等外出しない日にパン等を食べて家事や階段の

上がり降りをしたときに，背中が痒くなったり，唇が腫れたりすることが20 

あったが，しばらく安静にすると症状が治まったため，病院へは行かなか

った。平成２３年春に昼食に唐揚げを食べ，二，三時間後に山登りをした

ところ，３０分程度で突然唇がしびれ，全身に痒みが出て，顔全体が腫れ，

呼吸が苦しく動悸が出たため，山登りを止めた。下山後も顔の腫れはおさ

まらず，帰宅後ポララミンを服用した。ポララミンがまだ手元にあったた25 

め，病院へは行かなかった。平成２４年２月ころ，昼食にとんかつを食べ，
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仕事をしていたとき，目がちかちかし，動悸が激しく，顔が腫れ，かゆく

なってきた。その後３０分程度仕事をした後薬を飲んで安静にし，仕事に

戻ろうと立ち上がった瞬間に意識がなくなり倒れた。同僚が担架で医務室

まで運んでくれており，１分ほどで意識は戻ったが，その後も二，三時間

ほど安静にしていた。１日程度で症状が治まり，薬も手元にあったため，5 

病院へは行かなかった。 

  原告Ｎは，その後も仕事がない日等にパンを食べたりすると，唇がしび

れて腫れたり，背中全体が痒くなり，動悸がしたりすることが何度かあっ

た。症状の出方が分かってきて，唇がしびれて腫れたときにはすぐに横に

なって休んで呼吸を整えて３０分ほど安静にしていると症状が治まるため10 

最近は病院へ行っていないが，現在も，小麦製品をたべたときに口の中に

ピリッとする違和感があり，平成２９年４月にも唇がしびれたことがあっ

た。 

エ 原告Ｎは，これまで意識喪失，呼吸苦等アナフィラキシーショックに準

ずる症状という生命の危機を経験し，以降も現在に至るまで，その恐怖を15 

感じながら生活している。平成２９年６月１３日時点の血液検査において

もグルテンが０．６２と上限値を超えている。また，原告Ｎは，製菓店に

勤めているため，小麦類への接触を避けるために配置転換をしてもらう，

意識喪失のときに同僚に医務室に運んでもらうなどの迷惑を掛けており，

重篤な症状のために仕事に行けない日もあり，仕事への影響が大きい。小20 

麦製品摂取は夜等体を動かすことが無いときのみで，摂取後は安静にする

必要があり，制約も大きい。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｎの精神的経済的損害は，悠香からの既払金を

控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｎは，本件石鹸及びグルパ

ール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余儀なく25 

され，これによる損害は７０万円を下らない。 
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   被告らの主張に対する反論 

  ア 血液検査 

被告らは，平成２２年１月１４日から平成２４年７月３日にかけて血液

検査の結果が低下した旨指摘するが，同日時点の検査結果は，小麦３．２

６（クラス２），グルテン４．１１（クラス３）と高い。同日のプリック5 

テストにおいてもグルパール１９Ｓ０．０１％で陽性反応が出ていたので

あるから，原告Ｎが同日ころ小麦摂取可能であったとはいえない。実際に，

原告Ｎは，現在においても小麦摂取したときに顔や背中等がかゆくなる症

状が出ており，ポララミンを常に携帯している。 

  イ 小麦製品の摂取状況 10 

原告Ｎの小麦摂取は，夜等もう運動しなくてよいときのみであり，特段

の支障なく小麦摂取できているわけではない。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｎの本件アレルギーによる症状は，最も重いものでも全身の蕁麻疹や意

識の消失であるが，意識消失自体は一，二分で何の治療を施すことなく自然に15 

治ったものであり，比較的軽微であり，アナフィラキシーショックとはいえな

い。また，原告Ｎは，エピペンを継続的に処方されておらず，アナフィラキシ

ーショックを想定した投薬を受けていない。 

   原告ＮのＩｇＥ抗体値について，平成２２年１月１４日当時小麦及びグルテ

ンのいずれについてもクラス４であったが，平成２９年６月１３日には小麦と20 

グルテンのいずれについてもクラス１（擬陽性）となっていた。 

   原告Ｎは，平成２４年７月３日時点で夜などもう運動しなくてもよいときに

は小麦製品を摂取しており，同月１０日のプリックテスト時には，明らかな呼

吸苦や全身反応はなかった。 

原告Ｎは，平成２４年７月１０日を最後に，医療機関の診療，又は薬剤の処25 

方を受けていない。 
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 ３ 悠香の主張 

   原告Ｎの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２２年１月１４日，３０．４（ク

ラス４）であったが，平成２４年７月３日にはクラス２に低下しており，平成

２９年６月１３日にはクラス１（擬陽性）となっており，回復傾向が明らかで

ある。遅くとも同日時点で特段の支障なく小麦摂取可能な状態にあったと考え5 

られる。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｎの通院日数は１０

日で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，

傷害慰謝料は低額にとどまる。 

   原告Ｎは，平成２４年７月３日ころ夜など運動しなくてよいときには小麦製10 

品を食べており，小麦製品を継続摂取できていた。また，原告Ｎは，最終通院

日である平成２４年７月２日以降，小麦アレルギー発症の心配がなくなったた

め，長期にわたり通院しなかった。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 15 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｎの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個２９の４の１，個２９の４の２ほ

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｎの症状経過等に関し，以下の

事実が認められる。 20 

   ア 原告Ｎの本件石鹸使用等 

     原告Ｎ（昭和３８年２月４日生）は，平成２１年３月４日本件石鹸の購

入を開始し，同月ころから同年６月ころまでの間及び同年９月ころ，本件

石鹸を毎朝晩の洗顔に使用した（甲個２９の３の１）。原告Ｎは，同月こ

ろ，本件石鹸での洗顔後顔が赤くなったり痒くなったりしたため，本件石25 

鹸の使用を中止した。 
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   イ 原告Ｎの症状経過等 

     原告Ｎは，平成２１年９月ころより，前記アのとおり，本件石鹸使用に

より，顔面の掻痒や発赤が生じていたが，同年１０月１日，朝食にたまご

トースト等を食べたところ，全身に発赤，眼に腫脹が生じたため，近医の

瀬田医院を受診したが，原因は分からなかった（甲個２９の２の３・２頁）。5 

その後も，同様の症状が生じるなどした（同・２頁）。平成２２年１月１

３日，朝食にパン等を食べ，その後仕事をしていたところ，口唇がしびれ，

全身が真っ赤になり，歩く途中で一，二分意識を失うことがあった。この

とき，原告Ｎは，近医の湖山クリニックを受診し，このときの原告の血圧

は１２０／８０であり，腹痛はあったものの下痢はなかった（甲個２９の10 

２の４・２頁）。その翌日，同症状に係る精査のため，瀬田医院を受診し，

同医院医師は大津市民病院に原告Ｎを紹介した（甲個２９の２の３・４頁）。

原告Ｎが同日同病院で血液検査をしたところ，小麦について３０．４（ク

ラス４），グルテンについて４２．５（クラス４）であったため，同病院

医師は，小麦によるＦＤＥＩＡを疑い，原告Ｎに対し，食事（特に小麦）15 

及び食後の運動について注意するよう指示した（甲個２９の２の１・１，

７頁）。その後も，原告Ｎは，小麦製品を摂取して，意識を失うなどした

ことがあった。原告Ｎは，さらに精査を希望し，同病院の紹介を受け，滋

賀医科大学付属病院を受診し，平成２４年７月３日，血液検査を受けたと

ころ，小麦についてクラス２，グルテンについてクラス３，ω－５グリア20 

ジンについて陰性であり（甲個２９の２の２・１５頁），同月１０日，グ

ルパール１９Ｓのプリックテストを受けたところ，０．１％の濃度で陽性

であった（甲個２９の１の１）。 

     原告Ｎは，同病院で，平成２９年６月１３日に血液検査をしたところ，

小麦について０．３６（クラス１），グルテンについて０．６２（クラス25 

１）であり（甲個２９の１の３），同月２０日にプリックテストをしたと
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ころ，グルパール１９Ｓ０．１％につき陽性反応を示した。 

   ウ 原告Ｎの既往歴等 

     原告Ｎは，本件当時，アレルギー皮膚炎の既往を有していた（甲個２９

の２の４）。 

   エ 原告Ｎの主張について 5 

     原告Ｎは，平成２７年２月以降も小麦製品を摂取して，口の中がピリッ

とする違和感や唇がしびれるなどのアレルギー症状が生じている旨主張

し，平成２９年６月時点の血液検査及び原告Ｎ作成の陳述書（甲個２９の

４の２）はこれに沿う。しかし，血液検査の結果の高低とアレルギー症状

の誘発の有無とは必ずしも相関しないのは前記認定のとおりであるとこ10 

ろ，同血液検査の結果及び陳述書の記載のみでは，原告Ｎが平成２７年２

月以降もなお，小麦製品を摂取後にアレルギー症状を発症することを認め

るに足りない。また，平成２９年６月時点のプリックテストの結果は，グ

ルパール１９Ｓに関するもので，パンや小麦に関するものではなく，これ

も原告Ｎの小麦アレルギーの有無を判断するのに適切とはいえない。その15 

余に，原告Ｎが平成２７年２月以降も小麦製品摂取後アレルギー症状を発

症する状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。 

   原告Ｎの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２１年９月に発症した顔面の掻痒・

発赤や，平成２２年１月等に発症した意識消失等の症状は，本件アレルギー20 

によるものと推認できる。原告Ｎは，遅くとも平成２１年９月ころに本件ア

レルギーを発症した。原告Ｎについて，平成２１年９月以降，本件石鹸の使

用中止後５年５か月経過時点である平成２７年２月ころまでに，本件アレル

ギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠はなく，また，同月以降も本件ア

レルギー発症の危険があると認めるに足りる証拠もない。原告Ｎは，平成２25 

１年９月から平成２７年２月までの間の５年６か月，本件アレルギーに罹患
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しており，本件アレルギーにより，意識消失等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｎの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 ２１０万円 

   既払金控除 １５０万円 

   弁護士費用 ６万円 5 

   合計 ６６万円 

よって，原告Ｎの請求は，被告フェニックスに対し，６６万円及びこれに

対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害

金の支払を求める限度で理由がある。 

第１６ 原告Ｏの損害 10 

 １ 原告の主張 

   原告Ｏの症状経過等 

   ア 原告Ｏは，平成２１年冬から平成２３年春までの間，本件石鹸を毎朝晩

の洗顔（ダブル洗顔）に使用していた。平成２４年１０月２２日本件アレ

ルギーの確定診断を受けた。 15 

イ 原告Ｏは，小学校の教員であるが，平成２２年夏ころから，目の違和感

や鼻づまり等の症状を感じるようになった。平成２２年１０月２７日，給

食にパンとシチューを食べた後，特に意識的に体を動かしていないのに，

３０分くらいしてから急に，前が見えなくなるほど目が腫れ，鼻が詰まり，

呼吸が苦しくなった。自分で車を運転することができなかったので，同僚20 

の車で奈良県立三室病院を受診した。受診時，呼吸困難，鼻づまり，目の

腫れがあり，ＳｐＯ２は９７から９８％であった。原告Ｏは，当時，アレ

ルギー性鼻炎と診断されたが，上記症状はアナフィラキシーショックに準

ずる症状である。医師から仕事を休むよう勧められたが，仕事を休まなか

った。顔の腫れが完全に引くまでは１週間くらいかかった。 25 

  原告Ｏは，平成２３年８月２９日，朝食にパンを食べ，遠足の下見に徒
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歩で１時間くらい歩いていたとき，急に目が腫れ，かゆくなり，鼻が詰ま

ってきた。原告Ｏは，遠足の下見を中止して，同僚に車で三室病院に運ん

でもらったが，流涙，両眼掻痒感があるとしてアレルギー性鼻炎と診断さ

れ，点眼薬と軟膏を処方された。腫れが引くのは前回と同じく１週間くら

いかかった。また，同年１０月３日，自宅で昼ご飯にお好み焼きを食べた5 

ところ，すぐに息が苦しくなり，立っていられなくなり，顔が大きく腫れ，

かゆくなったため，夫に天理よろづ病院へ運んでもらった。同病院では，

アナフィラキシー，アレルギー性鼻炎，アレルギー性結膜炎と診断された

が，このときの症状も，アナフィラキシーショックに準ずる症状であった。

医師から，アレグラや軟膏等を処方されたが，腫れが引くまでやはり１週10 

間くらいかかった。同病院でＲＡＳＴアレルギー検査を受けたところ，小

麦３．１８，グルテン５．７２であり，いずれも陽性であった。同年１２

月２６日，同病院医師から，本件アレルギーと診断され，数年は小麦製品

の摂取をしないように指示された。 

ウ 原告Ｏは，小麦をできる限り避け，アレグラを内服していたため，症状15 

があまりでなかったが，平成２４年１０月２２日の血液検査では，小麦ク

ラス１（０．５４），グルテンクラス２（０．７２）であり，グルパール１

９Ｓのプリックテストでは４＋の強い陽性反応が出ていた。平成２６年２

月１３日，医師から，アレグラ内服を継続しながら，鎮痛薬服用後の摂取

や食後の運動を避けた上で，少しずつ小麦を摂取することをすすめられた20 

が，この時点においてもなおアレグラ服用の上少量のみ摂取できたにすぎ

ないもので，生活上の制限は大きかった。同年３月２７日においても医師

からの指示内容は変わらなかった。 

  原告Ｏは，平成２７年３月まで毎朝晩薬を服用していたが，医師から，

様子を見ながら薬の量を減らすよう助言を受け，以降毎朝のみの服用とし25 

た。ただし，医師は，このときも，鎮痛薬服用や食後の運動を避けること，
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小麦を傷のついた手で直接触るなど経皮感作に注意するよう指示しており，

原告Ｏのアナフィラキシー症状発症の危険性を懸念していた。原告Ｏは，

平成２８年１０月に奈良県立医科大学付属病院を受診した際，医師から，

アレグラは調子が良ければ隔日にしてみて状態に合わせて減らしていって

もよい，ただし，あまり運動しないようにと指示された。 5 

エ 原告Ｏは，平成２２年１０月以降平成２８年１０月に至るまで６年間に

わたり通院加療を続け，通院日数は４０日を超え，治療費も少なくとも９

万９２１０円かかった。原告Ｏの教員の仕事は，代替が困難であるが，ア

レルギー症状が出たときは仕事を休まざるを得ず，１０日以上休んだが，

原因が分からず，また通院も十分にできず，苦しい思いをした。原告Ｏは，10 

医師からの指示もあり，小麦を一切口にすることが無く，平成２５年８月

ころからようやくつなぎ程度の小麦を摂取することができるようになった

が，アレグラの服用は継続し，鎮痛薬服用後の摂取や摂取後の運動は避け

ていた。平成２６年に小麦少量摂取等が可能となったのも，アレグラ服用

の上，鎮痛薬服用や摂取後の運動を避けてのことで，自由に摂取できるわ15 

けではなかった。平成２６年２月１３日の血液検査において，グルテンの

特異的ＩｇＥ抗体価は０．１９と陰性化していたが，医師からの指示のと

おり，アレグラの摂取や食後の運動を控えなければ症状を発症する状態に

あった。最近は薬を飲まない日もあるが，何度もつらい思いをしてきた経

験から，なおアレルギー症状発症に対する不安・恐怖感は強く，自由に制20 

限なく小麦を食べることができる状態にはない。仕事において，自分だけ

パンを食べないなど，食育の観点から影響もあるし，家族や同僚にも迷惑

をかけるなど影響が出ている。大きな症状が出ていないのは，原告Ｏが，

アレグラを服用しながら，食後は運動をしないように注意しながら，少し

ずつ摂取量を増やしていくなどした努力の結果にすぎず，これをもって治25 

癒したと評価することはできない。 
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   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｏの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても５００万円を下らない。また，原告Ｏは，本件石鹸及び

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は５０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 5 

  ア 血液検査 

被告らは，平成２５年１月に原告Ｏの小麦及びグルテン特異的ＩｇＥ抗

体価が陰性化していたことを指摘するが，原告Ｏは，平成２４年１０月２

２日に受けた０．０１％グルパール１９Ｓのプリックテストで陽性反応を

示している。 10 

  イ 小麦製品の摂取状況 

原告Ｏの小麦摂取は，アレグラ内服しながら，鎮痛薬服用後の摂取や摂

取後の運動を避けながらのものであり，自由に摂取できるというものでは

なく，制限は大きかった。そして，原告Ｏは，平成２６年３月２７日以降

も，アレグラの処方を受けているのであり，制限の程度は変わらない。 15 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｏの本件アレルギーによる症状は，いずれも眼の腫れや呼吸苦等にとど

まり，最も重いものでも血圧低下や意識障害を伴うものではなく，アナフィラ

キシーショックとはいえない。また，原告Ｏは，エピペンを継続的に処方され

ておらず，アナフィラキシーショックを想定した投薬を受けていない。 20 

   原告ＯのＩｇＥ抗体値について，平成２３年１０月１２日当時小麦はクラス

２，グルテンはクラス３であったが，平成２５年１月７日には小麦について陰

性となり，同年７月２５日にはグルテンも陰性となった。 

   原告Ｏは，平成２３年１０月１２日時点でパンをよく食べており，平成２５

年８月１５日には医師から小麦製品を少量摂取することから開始してもよいと25 

言われ，平成２６年２月１３日ころ小麦を少量摂取しても症状が出現しない状
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態となっていた。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｏの特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２４年８月２７日，０．５４と擬陽性

化しており，平成２５年１月７日には陰性化していたから，回復傾向が明らか

であり，遅くとも平成２４年８月２７日ころ特段の支障なく小麦製品を摂取で5 

きる状態にあったと考えられる。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｏの通院日数は６日

で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，傷

害慰謝料は低額にとどまる。 

   原告Ｏは，平成２６年２月１３日ころ小麦を少量摂取しても症状の出現はな10 

く，同年３月２７日ころはラーメン等の小麦製品を食べても問題はなかったの

であり，小麦製品を継続摂取できていたほか，原告Ｏの主な症状の主訴は，顔

面の腫れであり，症状が軽微である。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 15 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｏの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個３０の４の１，個３０の４の２ほ

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｏの症状経過等に関し，以下の

事実が認められる。 20 

   ア 原告Ｏの本件石鹸使用等 

     原告Ｏ（昭和３６年８月４日生）は，母親が購入した本件石鹸を分けて

もらい，平成２１年冬ころから平成２３年４月ころまでの間，本件石鹸を

毎朝晩の洗顔に使用した（甲個３０の３の１，個３０の４の１）。 

   イ 原告Ｏの症状経過等 25 

     原告Ｏは，平成２２年１０月２７日，職場である小学校で給食にパンと
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シチュー等を食べた後，鼻詰まりや目の腫れが生じ，奈良県立三室病院を

受診した（甲個３０の２の１・６頁）。同病院で血液検査を受けたが，原

因は分からず，同病院医師は，アレルギー性鼻炎と診断した（同・３，９，

１０頁）。その後も，原告Ｏは，眼瞼浮腫や鼻閉を生じるなどしたことが

あった（同・１２頁，甲個３０の２の２・４頁）。その後に原告Ｏが受診5 

した天理よろず相談所病院医師は，原告につき，小麦によるアレルギーを

疑い，平成２３年１０月３日血液検査をしたところ，小麦について３．１

８（クラス２），グルテンについて５．７２（クラス３）であった（甲個

３０の２の２・４頁，甲個３０の２の３・６頁）。原告Ｎは，本件石鹸に

よる小麦アレルギーを知り，その診断のためにプリックテストを受けるた10 

め，奈良県立医科大学附属病院を受診した（甲個３０の２の２・５頁，個

３０の２の３）。原告Ｏは，同病院で，平成２４年８月２７日血液検査を

受けたところ，小麦について０．５４（クラス１），グルテンについて０．

７２（クラス２），ω－５グリアジンについて陰性であった（甲個３０の

２の３・１７頁）。また，平成２４年１０月２２日グルパール１９Ｓのプ15 

リックテストを受けたところ，陽性反応を示した（同・１３，１４頁）。

その後，原告Ｏは，平成２５年１月７日，同年７月２５日，平成２６年２

月１３日，平成２７年３月２６日に再度血液検査を受けたが，小麦につい

て平成２５年１月７日以降いずれも陰性で，グルテンについて同日０．５

４（クラス１）であったが，以降は陰性であった（同・１８頁，甲個３０20 

の２の４・２，３枚目，乙イ個３０の２の１・６ないし８頁）。 

   ウ 原告Ｏの主張について 

     原告Ｏは，平成２２年１０月のアナフィラキシー症状について，呼吸困

難，鼻づまり，眼の腫れが生じており，これらの症状を考慮すると，原告

Ｏは当時アナフィラキシーショックに準ずる症状を発症した状態にあっ25 

た旨主張する。しかし，同日時点のカルテの記載を見ても，鼻づまりによ
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る息苦しい感じについては記載があるものの，これ以上に呼吸困難状態に

陥っていたことを示す記載はない（甲個３０の２の１・５頁）。当時の原

告の症状については，前記認定の限りで認めることができるがその余は認

めるに足りる証拠がないから，原告Ｏが当時アナフィラキシーショックに

準ずる症状を発症したことを認めることはできない。 5 

   エ 被告らの主張について 

     被告らは，原告Ｏが，医師らに対し，現在小麦摂取していることなどを

申告したこと（甲個３０の２の４，乙イ３０の２の１・４頁）を捉え，こ

のときすでに小麦摂取できる状態にあった旨主張するが，同申告に係るカ

ルテの記載に照らしても，運動を避けていたり，少量であったりするもの10 

であって，通常程度の小麦摂取後にアレルギー症状が発症しないことを申

告したものではない。各申告時において，原告Ｏが，小麦製品を摂取して

も，アレルギー症状を誘発しない状態にあったということはできない。 

   原告Ｏの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年１０月に発症した目の腫れ等15 

の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｏは，遅くとも平

成２２年１０月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｏについて，平成２

２年１０月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点である平成２８

年９月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに足りる証拠は

なく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認めるに足りる20 

証拠もない。原告Ｏは，平成２２年１０月から平成２８年９月までの間の６

年，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーにより，眼瞼浮腫等の

症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｏの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 １６０万円 25 

   既払金控除 １２０万円 



110 

 

   弁護士費用 ４万円 

   合計 ４４万円 

よって，原告Ｏの請求は，被告フェニックスに対し，４４万円及びこれに

対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害

金の支払を求める限度で理由がある。 5 

第１７ 原告Ｐの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｐの症状経過等 

ア 原告Ｐは，平成２１年３月ころ以降，平成２２年７月ころまでの間，本

件石鹸を顔や首周りの洗浄に日常的に使用していた。平成２３年１２月１10 

９日京都府立医大病院で本件アレルギーと診断された。 

イ 原告Ｐは，平成２１年末ころから，本件石鹸使用後に顔面，頚部に膨疹

上の皮疹が出，お好み焼きを食べた３０分後に下痢をするようになった。 

  原告Ｐは，平成２２年８月２日，自宅で冷やし中華を食べた後，両手に

蕁麻疹，腫れが現れ，のどに違和感が生じ，全身に蕁麻疹が広がり真っ赤15 

になったため，夫に付き添われて黄原病院を受診した。診察を待つ間，ト

イレから出たときに，突然体中が脱力し，立っていられず，息苦しくなり，

話すことも動くこともできなくなった。同病院医師は，原告Ｐに全身ミミ

ズ腫様の蕁麻疹，嘔吐，悪寒があり，脈に触れないほど血圧が低下してい

たため，アナフィラキシーショックと診断し，酸素吸入をした。原告Ｐは，20 

同月３日，同病院で血液検査を受けたところ，小麦特異的ＩｇＥ抗体値が

クラス２であったため，医師から，アレグラを処方され，小麦を食べない

ように指示された。同年９月７日にはエピペンの処方も受けた。以降，原

告Ｐは，アレロックの服用を続け，小麦を一切摂取しないように気を付け

るようになった。 25 

  原告Ｐは，同年１０月７日麩の味噌汁を食べ痒みを生じ，同月１２日目
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の下が痒くなり，平成２３年６月にもミミズ腫れ様の蕁麻疹が出たため，

調理中に味見をしたときは，すぐにうがいをするようにしていた。その後

も小麦を摂取しないように気を付け，アレロックの服用を続けているが，

平成２３年１２月時点では，友人についてうどん屋に入っただけでもかゆ

くなり，平成２９年３月ころに，アレグラを服用の上，旅行先のホテルで5 

根昆布茶を飲んだところ，これに小麦成分が入っていたため，唇がたらこ

のように腫れたことがあった。 

  原告Ｐは，平成２３年１２月ころ本件アレルギーを知った息子から勧め

られ，京都府立医大病院で検査を受けたところ，本件アレルギーが確認さ

れた。原告Ｐの小麦についての血液検査の結果は，平成２２年８月３日，10 

１．６９（クラス２）で，平成２３年１２月５日には陰性であったが，同

月１９日の本件石鹸及びグルパール１９Ｓのプリックテストは陽性であっ

た。 

   ウ 原告Ｐは，平成２２年８月ころ以降現在に至るまで，７年余りにわたっ

て通院加療を続けており，通院日数は４５日を超える。また，原告Ｐは，15 

アナフィラキシーショックを経験し，このまま死ぬかもしれないという恐

怖を経験し，そのため小麦製品を一切摂取しないようになった。しかし，

小麦を完全に除去することは難しく，小麦に触れて顔等がかゆくなること

が続いている。原告Ｐは，従前小麦製品に触れたり吸引したりする百貨店

の食品売り場で仕事をしていたが，本件アレルギーのために転職し，人材20 

派遣会社に登録し，百貨店を中心に働いている。小麦製品を取り扱うこと

もあるため，マスクや手袋をしてアレルギーを予防している。また，夫が

パティシエであり，夫が仕事で使用した衣類の洗濯等では小麦に触れない

よう細心の注意を払う必要がある。原告Ｐの職場や家事における負担は計

り知れない。小麦製品が摂取できないため，外食が制限されたほか，家族25 

旅行に行けなくなり，制約が大きい。 
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昆布のでんぷん粉をまぶして袋詰めをする仕事をしているときに頸部，

手掌に発赤及び掻痒感が出たことがあったが，佃煮昆布の醤油に小麦成分

が含まれていたからである。 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｐの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｐは，本件石鹸及び5 

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は７０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 

  ア 血液検査等 

     被告らは，原告Ｐの平成２３年１２月５日の血液検査で，小麦につき陰10 

性であることを指摘するが，同月１９日には０．０１％グルパール１９Ｓ

で陽性が確認されており，原告Ｐの小麦アレルギーは陰性化していない。

このとき医師からパンを避けるよう指導された。 

  イ 因果関係 

     原告Ｐは，本件アレルギーが出るまでは，他のアレルギー症状が出たこ15 

とはなかった。血液検査でのスギへの反応は本件疾患と関係はなく，特別

なものではない。豚肉と鶏肉のアレルギーはあるが，幼少時から一切食べ

ていない。花粉症はあるが，目が痒く，鼻がむずむずする程度で，本件ア

レルギーとは全く別物である。 

 ２ 被告フェニックスの主張 20 

原告Ｐの本件アレルギーによる症状について，平成２２年８月２日に全身蕁

麻疹や息苦しさ，血圧低下等が生じたとしても，その余に同様の症状を発症し

たことはなく，全体の経過でみれば，格別に重度の症状が続いていたとはいえ

ない。 

原告ＰのＩｇＥ抗体値について，平成２２年８月２日当時小麦がクラス２で25 

あったが，平成２３年１２月５日には小麦及びグルテンのいずれについても陰
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性であった。同月１９日の小麦プリックテストは陰性であった。 

原告Ｐは，スギ（クラス３），豚肉，鶏肉及び魚アレルギー，アレルギー性鼻

炎，アトピー性皮膚炎の重篤なアトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｐの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２２年８月３日，１．６９であっ5 

たところ，平成２３年１２月５日には陰性化していたから，回復傾向が明らか

であり，遅くとも同日ころ特段の支障なく小麦摂取できる状態にあった。また，

同日の検査から５年経過しているから，さらに回復している。同月１９日のパ

ン，小麦のプリックテストはいずれも陰性であった。 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｐの通院日数は１４10 

日程度で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通

費，傷害慰謝料は低額にとどまる。 

   原告Ｐは，アレルゲンであるスギに対し，１２．８０（クラス３）と強い反

応を示しており，幼少時から豚肉，鶏肉摂取で嘔吐や蕁麻疹が出，平成１６年

より前からアレルギー性鼻炎であったのであり，訴えている症状が本件アレル15 

ギーによるものか不明である。また，原告Ｐは，最終通院日である平成２４年

５月１７日以降４年７か月にわたり通院していないが，これは小麦アレルギー

の発症の心配がなくなったからである。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 20 

 ５ 当裁判所の判断 

   原告Ｐの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個３３の４の１，個３３の４の２，

原告Ｐ本人ほか後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｐの症状経過等に

関し，以下の事実が認められる。 25 

   ア 原告Ｐの本件石鹸使用等 
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     原告Ｐ（昭和３４年６月２２日生）は，平成２１年３月２５日本件石鹸

の購入を開始し，同月ころから平成２２年７月ころまでの間，本件石鹸を，

顔や首周りを洗うのに使用した（甲個３３の３の１，個３３の４の１）。 

   イ 原告Ｐの症状経過等 

     原告Ｐは，平成２２年８月２日冷やし中華を食べたところ，蕁麻疹があ5 

らわれ，のどがいがいがし，全身にミミズ腫れ・掻痒が出たため，黄原病

院を受診した。受診後，点滴中に嘔吐があり，血圧が低下し，脈に触れる

ことができず，悪寒が出ていたため，同病院医師は，原告Ｐにつき，アナ

フィラキシーショックであると診断し，酸素吸入をし，ボスミンを投与し

た。原告のこの日の最終血圧は１３０／８０であり，脈拍触知も良好であ10 

ったため，同病院医師は，原告Ｏを帰宅させた（甲個３３の２の１・３５

頁，個３３の２の２・２頁）。原告Ｏは，同月３日，再度同病院を受診し，

血液検査をしたところ，小麦について１．６９（クラス２）であった（甲

個３３の２の２・３頁）。その後も，原告Ｐは，小麦製品を摂取して，眼

瞼等の掻痒や蕁麻疹が出るなどした（同・５，６，１０頁）。平成２３年15 

１０月２７日，本件石鹸に係る被害情報を認識した原告Ｐは，精査を希望

し，同病院の紹介により，京都府立医大病院を受診し，同年１２月５日，

血液検査をしたところ，小麦及びグルテンについて陰性であり（甲個３３

の２の１・３８頁），同年１２月１９日プリックテストを受けたところ，

本件石鹸及びグルパール１９Ｓについて陽性反応を示したが，パン及び小20 

麦については陰性であった（同・２７，３３頁）。 

   ウ 原告Ｐの既往歴等 

     原告Ｐは，本件当時，アトピー性皮膚炎，エビアレルギー（甲個３３の

２の２・２頁），花粉症（同・９頁），喘息（乙イ個３３の２の１）を有し

ていた。 25 

   エ 原告Ｐの主張について 
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     原告Ｐは，平成２９年３月ころにもアレグラを服用の上根昆布茶を飲ん

だところ，唇が腫れるアレルギー症状を発症した旨主張するが，同症状は，

本件アレルギーの典型的な症状（眼瞼浮腫等）とは異なる上，原告Ｐがそ

れまでに発症した症状とも異なることに照らせば，同症状と小麦成分との

関係性は不明であるといわざるを得ない。まして，同月より前にすでに，5 

血液検査及びプリックテストでは，小麦やグルテンについて陰性となって

いたのであり，同症状をもって，原告Ｐが，当時，小麦を摂取した場合に

アレルギー症状を発症し得る状態にあったということはできない。 

   原告Ｐの損害及び損害額 

   症状の内容及び経緯に照らせば，平成２２年８月に発症したアナフィラキ10 

シーショック等の症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原告Ｐ

は，遅くとも平成２２年８月ころに本件アレルギーを発症した。原告Ｐにつ

いて，平成２２年８月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過時点であ

る平成２７年１２月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認めるに

足りる証拠はなく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があると認15 

めるに足りる証拠もない。原告Ｐは，平成２２年８月から平成２７年１２月

までの間の５年５か月，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーに

より，アナフィラキシーショック等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｐの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 

   慰謝料 ２４０万円 20 

   既払金控除 １５９万円 

   弁護士費用 ８万１０００円 

   合計 ８９万１０００円 

よって，原告Ｐの請求は，被告フェニックスに対し，８９万１０００円及

びこれに対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による25 

遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 
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第１８ 原告Ｑの損害 

 １ 原告の主張 

   原告Ｑの症状経過等 

  ア 原告Ｑは，本件石鹸を，平成１９年３月ころ以降平成２０年夏ころまで

の間，毎朝晩の洗顔に使用し，また平成２１年初めころ以降同年春ころま5 

での間，毎朝の洗顔に使用した。平成２４年９月５日関西医科大学附属枚

方病院で本件アレルギーと診断された。 

   イ 原告Ｑは，平成２１年春ころ，職場で，顔全体が赤くなり，髪の毛の生

え際に湿しん様のものができたことがあった。同年７月１１日，朝食後ガ

ーデニングをしていたところ，目が赤くなったため，近医の宮谷眼科を受10 

診したところ，アレルギー性結膜炎と診断された。同年８月お盆ころには，

蕁麻疹が出，目が赤くなったため，同病院を再度受診した。 

     原告Ｑは，平成２１年１０月１２日，朝食にパンを食べ，庭でガーデニ

ングをしていたところ，突然激しいくしゃみが出始め，全身が痒く，目の

前が真っ白になり，苦しくなって自宅の廊下で倒れた。枚方公済病院に救15 

急搬送され，ＣＣＵ（冠疾患集中治療室）にて治療を受けた。搬送時，背

部及び両上肢に蕁麻疹があり，頭部等に掻痒感があり，意識朦朧状態で，

問いかけにうなずきで答えられる程度の意識レベルで，皮膚がピンク色に

腫れ，血圧が５３／２３，体温が３５．４℃まで低下しており，アナフィ

ラキシーショック，蕁麻疹と診断された。ノルアドレナリン，ステロイド20 

等の昇圧剤の投与を受け，血圧や意識レベル等が徐々に回復したものの，

搬送後１時間が経過しても，悪寒があり，体が震えるなどの症状が残って

いた。その日，原告Ｑは，同病院に入院した。このとき，原告Ｑは，医師

に，１か月前から化粧品で身体が痒くなった旨告げているが，これは原因

が分からず，心当たりとして約１か月前から新しく使用している化粧水を25 

挙げたにすぎない。 
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     原告Ｑは，平成２２年２月８日，散歩していたところ，耳の後ろ辺りが

熱くなり，蕁麻疹が出たため，原田皮膚科を受診したところ，関西医科大

学附属枚方病院を紹介され，同病院で血液検査を受けたところ，小麦アレ

ルギーに罹患していることが分かった（小麦６．７６（クラス３））。原告

Ｑは，同病院医師から，小麦製品の摂取を控えるようにし，蕁麻疹が出た5 

ときにアレグラを服用するよう指示された。その後も一，二か月おきに同

病院を受診したが，原因は分からなかった。平成２３年５月ころ，悠香か

ら届いたはがきで本件アレルギーを認識し，同病院で再度血液検査をした

ところ，同月２６日グルテンでも陽性（クラス３）が確認された。同年１

２月１日エピペンを処方された。 10 

   ウ 原告Ｑは，平成２３年１１月２８日，メロンパンを食べ，夫を駅まで送

っていったところ，太腿も内側やお腹周り等全身に蕁麻疹が出，近医を受

診した。平成２４年９月４日，関西医科大学附属枚方病院に検査入院して

プリックテストを受けたところ，グルパール１９Ｓ０．０１％及び同０．

１％についていずれも陽性反応が出たことから，本件アレルギーと診断さ15 

れた。その後も，平成２５年３月２１日まで同病院に通院し，同日エピペ

ンの処方を受けた。このとき，原告Ｑは，医師から，小麦摂取をできるだ

け控え，添加物程度の小麦の摂取にとどめ，少量でも注意して摂取するこ

と，蕁麻疹が出た場合にはアレグラを内服することを指示されていた。 

   エ 原告Ｑは，平成２１年春ころ以降何度も全身蕁麻疹を発症し，同年１０20 

月１２日にはアナフィラキシーショックを起こした。医師からの「間に合

いました」という言を受け，命の危険を感じ，恐怖を覚えた。その後も本

件アレルギーのために５年にわたる通院を余儀なくされ，入通院日数は３

０日を超える。その過半は原因不明で，検査が繰り返された。平成２４年

８月の血液検査では小麦及びグルテンにつきクラス２であり，同年９月の25 

グルパール１９Ｓのプリックテストで陽性反応が出，平成２５年３月２１
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日にエピペンを処方されたのであって，原告Ｑについては，少なくとも数

年間小麦アレルギーを発症する恐れがある状態が継続した。 

     原告Ｑはもともと小麦中心の食生活であったが，前記アナフィラキシー

ショック及び医師の助言があり，小麦製品を食べられず，外食に制約があ

る。平成２４年９月５日以降は，夫が近くにいるときは小麦の添加物程度5 

のもの，グルテンにならないものは摂取するようにしているが，現在も小

麦製品の品目や量に気を使いながら摂取し，食後の運動を控える生活が続

いている。また，仕事についても，通院のために休む必要があった上，シ

ョック症状への恐怖から仕事を辞めざるを得ず，要した医療費も３０万円

を超える。 10 

   オ 以上の事情に鑑み，原告Ｑの身体的精神的経済的損害は，悠香からの既

払金を控除しても７００万円を下らない。また，原告Ｑは，本件石鹸及び

グルパール１９Ｓの欠陥により，本件訴訟提起のため弁護士への依頼を余

儀なくされ，これによる損害は７０万円を下らない。 

   被告らの主張に対する反論 15 

  ア 血液検査 

     血液検査の結果は経時的に改善していたものの，血液検査等以降数年間

数値の改善のみをもって治癒したと評価することはできない。 

  イ 小麦製品の摂取状況 20 

     原告Ｑは，平成２４年９月４日にクッキー等小麦の含まれる食品を食べ

てもアレルギー症状はほとんど出ないと医師に告げているが，このときも

小麦製品摂取制限は続けており，摂取制限をしていてもわずかに膨疹が出

ていた。 

  ウ 花粉症 25 

    原告Ｑは，花粉症であったが，花粉症は一般に広くみられる疾患であり，
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本件アレルギー症状とは異なる。 

 ２ 被告フェニックスの主張 

   原告Ｑは，平成２１年１０月１２日の血圧低下等の症状を発症して以降は，

特に重篤な症状が再発して病院の治療を受けたことはない。 

   原告ＱのＩｇＥ抗体値について，平成２２年５月当時小麦及びグルテンのい5 

ずれについてもクラス３であったが，平成２４年９月４日，小麦はクラス１，

グルテンはクラス２であった。 

   原告Ｑは，平成２４年９月４日ころクッキー等の小麦製品を摂取してもアレ

ルギー症状をほとんど起こさないようになり，平成２５年３月２１日，医師か

ら小麦製品について少量であれば注意して摂取していくよう指示された。 10 

   また，原告Ｑは，花粉症であり，アトピー素因を有する。 

 ３ 悠香の主張 

   原告Ｑの小麦特異的ＩｇＥ抗体価は，平成２４年９月４日，０．６５と擬陽

性となっているから，回復傾向が明らかであり，同日特段の支障なく小麦摂取

可能な状態にあったと考えられる。 15 

   小麦特異的ＩｇＥ抗体価が陽性である期間における原告Ｑの通院日数は数日

程度で，症状による入院はなく，積上方式によったとしても，治療費，交通費，

傷害慰謝料は低額にとどまる。原告Ｑは，通院当初化粧水によるアレルギーを

主張しており，問診において化粧水か，はちみつのどちらかがアレルギーの原

因であると思うと述べていたのであり，当初の症状が本件石鹸によるものとは20 

いえない。 

   原告Ｑが平成２１年１０月１２日に経験した症状は，昇圧剤及びステロイド

の投与により，救急搬送から３時間後には独歩でトイレまで歩行できるまで回

復しているものであって，他のアナフィラキシーショックを起こした事例に比

して軽いものであった。 25 

   原告Ｑは，平成２４年９月４日ころクッキー等の小麦が含まれる製品を摂取
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してもアレルギー症状はほとんど出現しない状態にあり，同年２０日時点で小

麦の添加物程度のものや食パンを食べていた上，平成２５年３月２１日ころに

は小麦が入っていると考えられるものは確認しながらであるが，月に１回外食

することができていたのであるから，多少の制限はあるものの，当初から継続

して小麦摂取できていた。 5 

原告Ｑは，平成２３年４月に仕事を辞め，専業主婦になったものであるが，

本件アレルギーによって家事労働に支障が生じたとの主張はない。 

また，原告Ｑは，花粉症の既往があり，訴えている症状が本件アレルギーに

よるものか不明である。 

   イネ科花粉症から合併して小麦に対するＦＤＥＩＡを発症する者もいるとこ10 

ろ（乙イＢ２７），原告Ｑはイネ科花粉症の疑いがあり，これにより小麦に対す

るアレルギーを発症した可能性がある。 

 ４ 被告片山化学の主張 

   被告フェニックス及び悠香の主張と同旨。 

 ５ 当裁判所の判断 15 

   原告Ｑの症状経過等 

前記前提事実及び認定事実，証拠（甲個３７の４の１，個３７の４の２ほ

か後掲）並びに弁論の全趣旨によれば，原告Ｑの症状経過等に関し，以下の

事実が認められる。 

   ア 原告Ｑの本件石鹸使用等 20 

     原告Ｑ（昭和２５年４月２３日生）は，平成１９年３月１４日本件石鹸

の購入を開始し，同月ころから平成２０年夏ころまでの間，及び平成２１

年初めころから平成２１年４月ころまでの間，本件石鹸を毎朝晩の洗顔に

使用した（甲個３７の３の１，個３７の４の１）。 

   イ 原告Ｑの症状経過等 25 

     原告Ｑは，平成２１年１０月１２日，朝食にパン等を食べガーデニング
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をしていたところ，全身のかゆみ，背部蕁麻疹と呼吸困難を生じ（甲個３

７の２の１・５頁），枚方公済病院に救急搬送された（甲個３７の２の２）。

搬送時（同日午前１１時４５分），原告Ｑのバイタルサインは，血圧５３

／２３，心拍１０３回／分，酸素５Ｌ吸入下でＳｐＯ２・９０％，体温３

５．７℃，意識朦朧状態ではあるが，問いかけに頷きで答えることができ5 

る状態であった。同病院医師は，原告Ｑに強心剤であるノルアドレナリン

を投与した。原告Ｑは，徐々に回復し，同日午後０時４５分には，血圧１

１１／５３，心拍７７回／分，ＳｐＯ２・９８％になり，同日午後１時，

血圧が１１７／５７まで回復したため，同病院医師は，原告Ｑへのノルア

ドレナリンの投与を中止した（同・４ないし６頁）。原告Ｑは，同日，同10 

病院に入院し，翌日退院した（同・８頁）。 

その後も蕁麻疹が出るなどした原告Ｑは，原因の精査のため，原田皮膚

科医院の紹介を受け，平成２２年２月２０日関西医科大学付属枚方病院を

受診し，血液検査を受けたところ，小麦について６．７６（クラス３）で

あった（甲個３７の２の３・２８，３１頁）。平成２３年５月悠香からの15 

本件石鹸による小麦アレルギーを知り，同病院で，同月２６日血液検査を

受けたところ，小麦について２．１６（クラス２），グルテンについて４．

２７（クラス３），ω－５グリアジンについて０．９２（クラス２）であ

った（甲個３７の２の４・１６，３８頁）。原告Ｑは，同病院で，平成２

３年１２月１日及び平成２４年９月４日に血液検査を受けたところ，小麦20 

について，１．１２（クラス２）から０．６５（クラス１）へ，グルテン

について１．６９（クラス２）から０．９９（クラス２）へ低下しており，

ω－５グリアジンについては，０．４９（クラス１）から陰性化した（甲

個３７の２の１・５，６，個３７の２の４・３７頁）。また，平成２４年

９月４日のプリックテストでは，グルパール１９Ｓについて陽性反応を示25 

した（甲個３７の２の１・９頁）。 
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   ウ 原告Ｑの既往歴等 

     原告Ｑは，本件当時花粉症であった（甲個３７の４の１）。 

   エ 原告Ｑの主張について 

     原告Ｑは，平成２１年春ころ以降，小麦製品の摂取により，顔全体が赤

く，髪の毛の生え際にぶつぶつができた，ガーデニング中に眼が赤くなっ5 

た，同年８月ころには蕁麻疹が出，眼が赤くなったが，これらは本件アレ

ルギーの症状である旨主張する。しかし，蕁麻疹以外の症状について，原

告Ｑが当時有していた花粉症の症状である可能性が否定できないし，髪の

生え際に湿しん様のものができるというのは本件アレルギーの典型的な

症状ではなく，本件アレルギーとの関連性も不明である。蕁麻疹について10 

も，発症の契機等が不明であり，本件アレルギーとの関連性が不明である。

したがって，これらの症状は，本件アレルギーによるものであるというこ

とはできない。 

   原告Ｑの損害及び損害額 

   原告Ｑが平成２１年１０月に経験した血圧低下や呼吸困難，意識朦朧状態15 

は，アナフィラキシーショック状態といえるところ，症状の内容及び経緯に

照らせば，同ショック症状は，本件アレルギーによるものと推認できる。原

告Ｑは，遅くとも平成２１年１０月ころに本件アレルギーを発症した。原告

Ｑについて，平成２１年１０月以降，本件石鹸の使用中止後５年５か月経過

時点である平成２６年９月ころまでに，本件アレルギーが治癒寛解したと認20 

めるに足りる証拠はなく，また，同月以降も本件アレルギー発症の危険があ

ると認めるに足りる証拠もない。原告Ｑは，平成２１年１０月から平成２６

年９月までの間の５年，本件アレルギーに罹患しており，本件アレルギーに

より，アナフィラキシーショック等の症状を発症した。 

   以上を勘案し，原告Ｑの損害を以下のとおり認めるのが相当である。 25 

   慰謝料 ２４０万円 
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   既払金控除 １６２万１８００円 

   弁護士費用 ７万７８２０円 

   合計 ８５万６０２０円 

よって，原告Ｑの請求は，被告フェニックスに対し，８５万６０２０円及

びこれに対する平成２４年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による5 

遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

以上 

 


